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ま え が き 

 経済産業省では、当省所管の法律、物資やサービスについて、消費者からの苦情、相談、問

い合わせなどを受け付け、消費者に対して制度上の助言や情報提供等の業務を行っています。 

 また、消費者から得られた情報をもとに消費者をめぐる状況を把握し、これらを消費者行政

に的確に反映させるよう努めています。 

 本報告書は、平成２８年度に経済産業省の消費者相談室が受け付け、処理を行った様々な消

費者相談について、体系的に整理し、その概要をまとめたものです。 

 当省としましては、寄せられた相談等を踏まえ、引き続き関係法令の厳正な運用を図り、消

費者に所管法令についての助言や適切な情報提供を行っていくとともに、消費者トラブルの減

少に向けて消費者庁との連携にも努めてまいります。 

 また、消費者トラブルの未然防止のためには、関係業界において適正な消費者取引を行うよ

う一層の自助努力を進めるとともに、消費者においても、常日頃からこうしたトラブルに巻き

込まれないよう自ら注意することも重要です。 

 なお、経済産業省のホームページ（１頁のホームページアドレス先を参照）においても、消

費者相談関係資料として、相談事例とアドバイス等を掲載していますので本報告書と併せてご

活用ください。本報告書が、関係行政機関はもとより、広く各方面において相談業務等の参考

になれば幸いです。 

平成２９年１１月 

経済産業省商務・サービスグループ消費者相談室 
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Ⅰ．消費者相談受付体制の概要 

１．消費者相談の定義

 本報告書においては、経済産業省本省及び経済産業局（沖縄総合事務局を含む。）

の消費者相談室に、一般消費者、地方公共団体、消費生活センター及び消費者団体

等から寄せられた相談で、「相談受付カード」に記録された「苦情」、「問い合わ

せ」及び「要望」を総称して消費者相談と捉えています。 

２．経済産業省の消費者相談受付体制

 経済産業省では、昭和４０年１０月に消費生活改善苦情処理制度（現在は、経済

産業省消費者相談処理制度）を発足させ、消費者からの相談を直接受け付けていま

す。 

 昭和５０年７月には、本制度を更に拡充するため、当時の通商産業省本省及び通

商産業局（沖縄総合事務局を含む。）に消費者相談室を設け、消費者からの相談受

付の一元化を行い現在に至っています。さらに、平成１０年６月からは電子メール

による受付を開始しました。 

 受け付けた消費者相談の内容は、消費者情報関連データベースに登録・蓄積をし、

その情報は、必要に応じて経済産業省内の関係各課に情報提供するなど、消費者保

護行政を進めていく上の資料として活用されています。 

（消費者相談受付体制については、図１．を参照） 

＜消費者相談関係資料の経済産業省ホームページアドレス先＞ 

消費者行政の推進「消費者相談」 

http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/index.html 
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３．消費者相談の分類 

(1) 事項別分類

消費者相談は、相談の種類を大きく「契約関係」、「製品関係」及び「その他」

に分類し、関係法令又は行政領域の観点から、次のように分類しています。 

 ＜契約関係：１１項目＞ 

①割賦販売 ②前払割賦 ③訪問販売

④通信販売 ⑤電話勧誘販売 ⑥連鎖販売取引

⑦特定継続的役務提供 ⑧業務提供誘引販売取引 ⑨訪問購入

⑩先物取引 ⑪契約その他

＜製品関係：６項目＞ 

①品質性能 ②安全性 ③サービス

④表示 ⑤規格 ⑥計量・価格

  ＜その他：２項目＞ 

①個人情報 ②その他

(2) 相談内容別分類

「契約関係」に分類されたものは、その相談内容によって次の１２項目に分類

しています。

①勧誘・強引 ②勧誘・不実虚偽 ③書面不交付・不備

④未成年等 ⑤債務不履行 ⑥クーリング・オフ関係

⑦解約関係 ⑧業者の信頼性 ⑨違約金の妥当性

⑩情報提供 ⑪過量販売 ⑫その他

(3) 商品別分類

消費者相談の対象となっている商品については、大きく次の９項目（以下「商

品大分類」という。）に分類しています。 

①繊維製品 ②電気製品 ③機械器具

④住居 ⑤台所・家庭用品 ⑥文化・スポーツ用品

⑦エネルギー ⑧役務 ⑨その他

  （中分類、小分類については、巻末資料の第４表を参照） 
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Ⅱ．平成２８年度消費者相談件数

 １．消費者相談受付件数

　受付件数：７，５０９件 （対前年度比：▲５．５％）

 ２．窓口別相談受付件数

本省消費者相談室： （対前年度比：　 ４．６％）
（対前年度比：▲９．５％）

（７３頁を参照）

○ 平成２８年度における経済産業省消費者相談室の消費者相談件数は７，５０９件（前年度比
▲５．５％）となり、平成２０年度以降、９年連続で減少しました。

２，３７３件
経済産業局消費者相談室：　 ５，１３６件

12,275 

10,577 10,233 

8,574 

6,998 6,117 6,040 

5,933 
5,675 

5,136 

4,513 

3,985 
3,839 

3,415 

2,882 

2,353 
2,009 2,070 2,269 

2,373 

16,788 

14,562 
14,072 

11,989 

9,880 

8,470 
8,049 8,003 7,944 

7,509 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

件数 

年度 

図２．窓口別受付件数の推移 

本省相談室 

局相談室 
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３．受付方法別相談件数

電 　　　話： 件 （対前年度比：  ▲  ６．３％）
面　 　　接： 件 （対前年度比：  ▲１５．３％）
文　 書　等： 件　 （対前年度比：  ▲１３．０％）
電子メール： 件 （対前年度比：　   １３．３％）

〈受付方法別相談件数〉

　対前年度比（％）

　対前年度比（％）

　対前年度比（％）

　対前年度比（％） ▲ 0.6
(100.0) 8,003

(0.5) 40

(0.9) 76
7.0

13.4
329

電話
　対前年度比（％）

(0.5) 

(6.0) 電子メール

▲ 15.3▲ 5.3
(0.9) 

(4.1) 

▲ 5.5▲ 0.7

398 (5.0) 
13.321.0

7,509

451

(100.0) 

▲ 13.00.0 15.0

7,944 (100.0) 

(93.5) 

72
▲ 1.7

4046

7,428

(0.6) 

６,９５７
６１
４０

４５１

(94.4) 7,558
▲ 1.2

平成２６年度

面接

文書等

合計

(92.6) 6,957
平成２７年度 平成２８年度

▲ 6.3
61 (0.8) 

8,055 
7,648 7,558 7,428 

6,957 

90 71 76 72 
61 

36 40 40 46 

40 

289 
290 329 398 

451 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

件数 

図３．受付方法別相談件数の推移 

電子メール 

文書等 

面接 

電話 

平成 

7,509 
7,944 

8,470 
8,049 8,003 
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４．属性別相談件数

（１）相談者の年代

〈相談者の性別及び年代別構成〉

構成比(%)

37.9
23.3

37.5
1.3

100.0

合計

2,844
1,749

2,815
101

7,509

無し

30
23

2,571
91

443
5.9

不明

772
398

114
89

1,373
18.3

５０代 ６０代 ７０代以上

283
122

37

400
216

17
633
8.4

1

461
310

21
854 792

１０代 ２０代 ３０代

511
318

24

４０代

277
216

19
1

513
6.8

合計

構成比(%)

13
0.2

105
138

12
255
3.4

5
8

男
女

団体等
不明

11.4 10.5 35.1 100.0
2,633

○ 相談者の年代別では、年齢が判明している３，５０３人のうち、４０歳代の方からの相談が８５４件
（構成比２４．４％）と最も多く、次に５０歳代の方からの相談が７９２件（同２２．６％）、６０歳代の方

からの相談が６３３件（同１８．１％）、３０歳代の方からの相談が５１３件（同１４．６％）、７０歳以上の
方からの相談が４４３件（同１２．６％）の順となっています。

7 12 11 17 13 
254 

206  
243 245 255 

648 
556 

535 562 
513 

935 

805 928 900 854 

851 

824 
771 883 

792 

792 

710 651 
711 

633 

470 

455 
517 

451 

443 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

件数 
図４．年代別相談件数の推移 

70代以上 

60代 

50代 

40代 

30代 

20代 

10代 

3,957 

3,656 
3,568 

3,503 

3,769 

平成 
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（２）相談者の続柄

〈相談者の続柄別構成〉

妻、夫 子、孫

211 11 44 68

本人 親族
友

知人

○ 相談者の続柄別では、本人からの相談が４，０１３件（全体構成比５３．４％）と過半数を占め、前年
度に引き続き最も多く、次いで消費生活センター等からの相談（法令解釈の照合や情報提供）が
２，７７０件（同３６．９％）となっています。

構成比(%) 53.4 1.5 1.9
115 142件数 4,013

2.8 0.1 0.7

兄弟

100.0

姉妹
その他

0.6 0.9 36.9
2,770

1.1

不明

56

親 合計
センター等

消費生活

7,50979

本人 

4,013 

妻、夫 

115 

親 

142 

子、孫 

211兄弟、姉妹 

11 

親族 

44 

友、知人 

68 

消費生活センター等 

2,770  

その他 

79 

不明 

56 

図５．続柄別相談件数とその構成比 
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５．契約関係・製品関係・その他相談件数

契約関係： 件 （対前年度比：　▲４．６％）
製品関係： 件 （対前年度比：　▲６．９％）

件 （対前年度比：▲１０．３％）
件 （対前年度比：　▲５．５％）

○ 事項別における相談件数では、「契約関係」が５，５４９件で、前年度と比較すると２６８件の減少
（▲４．６％）、「製品関係」は７６１件で、前年度と比較すると３０件の減少（▲３．８％）となりました。

〈契約関係・製品関係・その他相談件数〉

＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

(71.4) 5,717
1.7

▲ 0.7
5,817 (73.2) 

平成２６年度
(100.0) 相談件数

平成２７年度
8,003 7,944 (100.0) 

５,５４９
７６１

１,１９９

対前年度比（％）

対前年度比（％） ▲ 0.6
契約関係

▲ 0.7
(10.6) 

▲ 1.8
1,336 (16.8) その他

製品関係 851
対前年度比（％）

対前年度比（％）

▲ 7.1

0.9 ▲ 6.9
1,435

791 (10.0) 

(17.9) 

平成２８年度
7,509 (100.0) 

▲ 5.5
5,549 (73.9) 

そ  の 他：
合  計： ７,５０９

▲ 10.3

▲ 4.6
761 (10.1) 
▲ 3.8

1,199 (16.0) 

11,398 
9,705 9,583 

8,481 
6,801 

5,918 

5,760 5,717 

5,817 
5,549 

1,684 

1,563 
1,466 

1,232  

1,082 

977 867 
851 791 761 

3,706 

3,294 3,023 

2,276 

1,997 

1,575 1,422 1,435 1,336 

1,199 

16,788 

14,562 
14,072 

11,989 

9,880 

8,470 8,049 8,003 7,944 7,509 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

件数 

年度 

図６．契約関係・製品関係・その他相談件数の推移 

契約関係 

製品関係 

その他 

契約関係 

5,549 

74% 

製品関係 

761 

10% 

その他 

1,199 

16% 

図７．契約関係・製品関係・その他相談件数の構成比  （平成２８年度） 
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６．事項別相談件数と相談の特徴

○ 事項別では、「特定商取引法関係」の相談が４，１６５件（前年度比▲３．７％）、「割賦関係」の相談が
８４２件 （同▲８．５％）、「製品関係」の相談が７６１件（同▲３．８％）、「契約その他」の相談が４９４件
（同▲７．５％）、 「個人情報関係」の相談が１６１件（同▲１２．５％）等と減少し、「先物取引関係」の相談
が４８件（同２０．０％）と増加しました。

○ 全体構成比の過半数を占める「特定商取引法関係」（構成比５５．５％）の取引類型別では、「通信販売」
の相談が１，２７７件（前年度比７．３％）、「特定継続的役務提供」の相談が６７５件（同１８．６％）、「業務
提供誘引販売取引」の相談が１５６件（同１５．６％）と増加しました。一方、「訪問販売」の相談が１，１４６
件（同▲１４．９％）、「電話勧誘販売」の相談が４０９件（同▲９．７％）、「連鎖販売取引」の相談が３４４件
（同▲２４．９％）、「訪問購入」の相談が１５８件（同▲８．１％）と減少しました。

○ 特徴としては、特定商取引法のうち、通信販売の相談が１，２７７件（全体構成比１７．０％）、訪問販売
の相談が１，１４６件（同１５．３％）となり、通信販売の相談がこれまで最も相談の多い取引形態であった
訪問販売の相談件数を上回りました。通信販売のうちインターネットを利用した通信販売に関する相談が
２年連続で増加（平成２７年度６３件増、平成２８年度１０８件増）し、１，１４０件となりました。
　また、訪問販売の相談は、前年度と比較すると２００件の減少となりました。

○ 商品では、健康食品に関する相談件数は、４００件と前年度に比べ１６件減少（前年度比▲３．８％）し
ましたが、相談が依然として多い商品となっています。

 　このうち通信販売及び電話勧誘販売における相談件数は２６２件で、これらで６割半ばを占めました。
 さらに通信販売の相談が１５３件と前年度に比べ２３件増加し４割弱を占めました。また、年代別の特徴と
 して、通信販売の相談では、１０代から３０代の方の相談が６割弱を占め、一方で、電話勧誘販売の相談
 では、６０代以上の方の相談が８割半ばを占めました。

○ 通信販売については、特定のＥＳＴＡ（米国への電子渡航認証）申請代行業者に関する相談が１０５件
寄せられました。

　　 主な相談内容としては、ＥＳＴＡ申請のサイトを公式サイトだと思い申請したところ、申請代行業者であっ
　たため取り消したい、また、申し込み時点では料金表に気付かず、公式サイトと誤認して申し込んでしまっ
　たので返金してほしい等といった、「解約関係」に関する相談が多く見られました。

○ 特定継続的役務提供については、行政処分を受けた特定のエステティック事業者に関する相談が１０８
件寄せられました。

　　 主な相談内容としては、契約を中途解約したいと伝えたところ解約は受け付けるが返金はできないと言
　われた、契約を中途解約したが約束の期日を過ぎても返金されない等、「解約関係」に関する相談が多く
　見られました。

○ 特定のソフトウェア開発・販売業者による基本ソフトウェア（ＯＳ）の無償アップグレードに関する相談が４
１件寄せられました。

 　主な相談内容としては、ＯＳが勝手にアップグレードされパソコンが機能しなくなった、保存データが消え
 た、元のＯＳに戻したいが方法が分からない等、アップグレードに伴う不具合や操作方法等に関する相談
 が多く見られました。

○ 平成２８年４月から開始した電力の小売全面自由化に関する相談が前年度に５７件寄せられましたが、
引き続き平成２８年度においても３０件の相談が寄せられました。

　 　主な相談内容としては、小売電気事業者情報を知りたい、電気料金の請求事務に遅れが生じている、
　訪問販売を受けて小売電気事業者と締結した契約をクーリング・オフできるかといった相談が見られまし
　た。
　 　また、平成２９年４月から開始のガスの小売全面自由化についても、ガス小売事業者情報や制度の相
　談窓口の問い合わせ等に関する相談が数件寄せられました。

○ 平成２９年３月下旬に営業を停止した特定の旅行会社への支払いの返金等に関する相談が２７件寄　
られました。 

　主な相談内容としては、クレジットカードで支払った旅行代金の引落しを止めたい、クレジット会社に対
して支払停止の抗弁を主張できるのか、現金で支払った旅行代金の返金求めたいといった相談が見ら
れました。
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平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 （構成比）

912 920 842 11.2% ▲ 8.5

609 597 572 7.6% ▲ 4.2

303 323 270 3.6% ▲ 16.4

4,274 4,323 4,165 55.5% ▲ 3.7

1,296 1,346 1,146 15.3% ▲ 14.9

1,147 1,190 1,277 17.0% 7.3

498 453 409 5.4% ▲ 9.7

408 458 344 4.6% ▲ 24.9

589 569 675 9.0% 18.6

122 135 156 2.1% 15.6

214 172 158 2.1% ▲ 8.1

55 40 48 0.6% 20.0

476 534 494 6.6% ▲ 7.5

851 791 761 10.1% ▲ 3.8

148 160 130 1.7% ▲ 18.8

123 94 86 1.1% ▲ 8.5

345 320 377 5.0% 17.8

92 103 93 1.2% ▲ 9.7

47 39 22 0.3% ▲ 43.6

96 75 53 0.7% ▲ 29.3

194 184 161 2.1% ▲ 12.5

1,241 1,152 1,038 13.8% ▲ 9.9

業 務 提 供 誘 引 販 売 取 引

訪問購入

訪　問　販　売

＜事項別相談件数＞

割　賦　販　売

前　払　割　賦

通　信　販　売

電 話 勧 誘 販 売

連 鎖 販 売 取 引

特 定 継 続 的 役 務 提 供

事 項
相談件数

対前年度増減
比率（％）

割　賦　関　係

特　定　商　取　引　法　関　係

先　物　取　引　関　係

契　約　そ　の　他

製　品　関　係

品　質　性　能

安　全　性

サ ー　ビ　ス

表　示

規　格

計　量　・　価　格

7,509 100.0% ▲ 5.5

（注）
ⅰ）『割賦販売』とは、割賦販売法にいう割賦販売（自社割賦、信用購入あっせん及びローン提携販売を含み、前払割賦を除きます）及びクレジット

カード全般に関する相談をいいます。『前払割賦』とは、割賦販売法にいう「前払式割賦販売」及び「前払式特定取引」に関する相談をいいます。
ⅱ）『訪問購入』とは、特定商取引法にいう訪問購入（物品を購入する事業者が、営業所以外の場所で売買契約の申し込みや契約を締結して行う
    物品の購入）に関する相談をいいます。（平成２５年２月２１日施行）
ⅲ)　『先物取引関係』とは、国内や海外の商品先物取引（旧商品取引所法及び旧海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の適用を
    受ける取引）に関する相談をいいます（金融先物取引等に関する相談は所管外のためここには含まれません）。
ⅳ）『契約その他』とは、特定商取引法関係、割賦販売及び先物取引に該当しない当省所管物資及び役務に関する相談をいいます。
ⅴ）『個人情報関係』とは、個人情報に関する法律等を含む個人情報に関する相談をいいます。
ⅵ）『その他」』とは、当省の所管する法令又は物資に直接該当しない相談をいいます。

個　人　情　報　関　係

そ　の　他

合 計 7,9448,003
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７．商品別相談件数

○ 商品別における相談件数では、「役務」に関する相談が３，２９２件（構成比４３．８％）と圧倒的に多く、
次に「機械器具」に関する相談が６２４件（同８．３％）と続き、これらで全体の５割強を占めました。

〈商品別相談件数〉

＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

住　　居
前年度比（％） ▲ 11.0 ▲ 7.6

317

(7.7) 639 (8.0) 

(4.0) 293 (3.7) 
前年度比（％） ▲ 9.1 3.7

機械器具 616 624 (8.3) 

前年度比（％） 7.8

3.5
電気製品

前年度比（％） ▲ 8.4

平成２６年度
(4.0) 繊維製品

平成２７年度
318 275 (3.5) 

▲ 0.3
586

▲ 13.5
(7.3) 584 (7.4) 

台所・家庭用品 192
前年度比（％） 2.7

(2.4) 
15.6 ▲ 9.5

▲ 5.4 ▲ 7.3
713

222 (2.8) 

(8.9) 661 (8.3) 文化・スポーツ用品

エネルギー
前年度比（％）

497 (6.6) 

6.8
(2.6) 228 (2.9) 205

(41.7) 
2.4 6.2

11.2
3,122

前年度比（％）
役　　務

その他
前年度比（％）

(39.0) 3,315

1,934
前年度比（％） ▲ 2.0

(24.2) 1,727

合計
前年度比（％）

(21.7) 

(100.0) 7,944 (100.0) 
▲ 0.6 ▲ 0.7

▲ 10.7
8,003

平成２８年度
222 (3.0) 
▲ 19.3
535 (7.1) 

▲ 2.3
290 (3.9) 
▲ 1.0

201 (2.7) 

▲ 24.8
190 (2.5) 
▲ 16.7

3,292 (43.8) 

▲ 5.5

▲ 0.7
1,658 (22.1) 

▲ 4.0
7,509 (100.0) 

268 295 318 275 222 

602 566 586 584 535 

763 678 616 639 624 

333 
356 317 293 290 

209 
187 192 222 201 

787 
754 

713 661 
497 

248 
192 205 

228 
190 

3,202 
3,048 3,122 3,315 

3,292 

2,058 

1,973 1,934 1,727 

1,658 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

件数 図８．商品別相談の推移 

その他 

役務 

エネルギー

文化・ｽﾎﾟｰﾂ用品 

台所・家庭用品 

住居 

機械器具 

電気製品 

繊維製品 

7,944 8,003 8,049 

8,470 

7,509 

平成
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Ⅲ．平成２８年度消費者相談の動向

１．事項別消費者相談の動向

（１）契約関係

○ 「契約関係」における平成２８年度の相談件数は５，５４９件で、前年度と比較すると２６８件の減少

（▲４．６％）となりました。

○ 事項別に見てみると、「訪問販売」と「通信販売」で、「契約関係」の４３．７％を占めました。

〈相談件数の推移〉

＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

1.7

(73.2) 

対前年度比（％）

相  談  件  数

▲ 0.7

平成２７年度

5,717

平成２６年度

(71.4) 5,817

平成２８年度

5,549 (73.9) 

▲ 4.6

609 597 572 

303 323 270 

1,296  1,346  
1,146  

1,147  1,190  
1,277  

498 453 
409 

408 458 

344 

589 569 

675 

122 
135 

156 

214 172 
158 

55 40 
48 

476 534 
494 

0

2,000

4,000

6,000

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

件数 
図９．事項別受付件数の推移（契約関係） 

契約その他 

先物取引 

訪問購入 

業務提供誘引販売取

引 
特定継続的役務提供 

連鎖販売取引 

電話勧誘販売 

通信販売 

訪問販売 

前払割賦 

割賦 

割賦 

572 

10% 

前払割賦 

270 

5% 

訪問販売 

1,146 

21% 
通信販売 

1,277 

23% 
電話勧誘販売 

409 

7% 連鎖販売取引 

344 

6% 

特定継続的 

役務提供 

675 

12% 

業務提供誘引 

販売取引 

156 

3% 

訪問購入 

158 

3% 

先物取引 

48 

1% 
契約その他 

494 

9% 

図１０．事項別相談件数の構成比（契約関係） 

5,817 5,717 
5,549 
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①割賦

〈相談件数の推移〉

＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

〈商品別相談件数順位〉

＊「信用取引」・・・カードや信販会社等に関する内容    「その他の役務｝・・・旅行等の運輸・通信サービス等に関する内容

＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

〈相談内容別受付件数〉

＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

(72.4) (100.0)(0.7) (0.7) (4.4) (0.2) (1.0) (1.9) (11.5) (1.9) (0.2) (4.7) (0.3)

その他
56

(9.9)

11

(1.9) 

食料品情報処理・提供 情報処理・提供

その他の商取引
(1.3) 

2711

⑧

8

(1.4) 

6

(1.0) 

(6.1) 
その他

債務不履
行

過量販売

(1.0) 

趣味、娯楽

⑦

通信装置・機器・付属品

(7.9) 

17

(5.5) 

41425 11

⑥

クーリン
グ・オフ
関係

1 6

12

(2.0) 

(2.0) 
身辺細貨品 書籍、教材

1

37

⑨ 教養・娯楽 工事、加工
(1.1) 

乗用自動車
49

336

(55.2) 

乗用自動車
39

(6.5) 

33

信用取引

(8.6) 

2 572

7

(3.8) 

12

8

(4.1) 

42

通信装置・機器・付属品

教育、エステ

平成２６年度

勧誘･強引 未成年等

4

勧誘･不実
虚偽

66

23

(2.8) 

④

⑤

(56.8) 

③

① 信用取引

②
(6.9) 

*割賦販売法にいう割賦販売（自社割賦、信用購入あっせん及びローン提携販売を含み前払割賦を除く）及びクレジットカード全般に関する相談を対象としています。

4.8

－

4

対前年度比（％）

その他の役務

信用取引

25

違約金の
妥当性

解約関係 その他情報提供
業者の信頼

性

相  談  件  数

平成２６年度

609 (7.6) 

教育、エステ 教育、エステ
14

(2.4) 

19

平成２７年度

合計
書面不交
付・不備

21

(3.7) 

(7.5) 597

平成２８年度

▲ 4.2

572

○ 「割賦販売」（クレジットカードや個別のクレジットに関する相談）の相談件数は５７２件で、前年度と比較すると２５件の減少（▲４．
２％）となりました。全相談件数に占める割合は前年度の ７．５％から７．６％になりました。

○相談内容としては、「解約関係」の相談が６６件（構成比１１．５％）と最も多くなりました。また、その他にクレジット債務に係る手数
料や一括返済等に関する内容が５５件（同９．６％）、与信拒否や支払可能見込額調査に関する内容が４０件（同７．０％）、不正利
用や身に覚えのない請求に関する内容が３８件（同６．６％）、販売店事由・支払い停止の抗弁に関する内容が３１件（同５．４％）
等となっています。

○商品別に見ると、「乗用自動車（二輪自動車を除く）」が４９件と最も多く、前年度の３９件を上回りました。この他、旅行等の「運輸・
通信サービス」が３６件となり、前年度の１２件を大きく上回りました。この中には、営業を停止した特定の旅行会社へのクレジット
カードでの支払に関する相談２４件が含まれています。

○支払方法別に見ると、「一括払い」が１１７件（構成比２０．５％）と最も多く、前年度１１２件（同１８．８％）から増加しました。
また、「包括信用購入あっせん」が９７件（同１７．０％）と前年度８２件（同１３．７％）から増加しました。一方、リボ払いは５１件（同
８．９％）と前年度７０件（１１．７％）に比べ減少となりました。

   （相談例Ａ～Ｃを参照：４１～４３頁）

通信装置・機器・付属品

女性下着

その他の役務

平成２８年度

▲ 2.0

339

乗用自動車

(7.6) 

その他

冷暖房給湯設備・機器
6

281

(49.1) 

その他の役務
57

(10.0) 

情報処理・提供

19

(3.2) 

(3.2) 

11

(1.8) 

11

(1.8) 

5

(0.8) 

5

(0.8) 

47

平成２７年度

13



②前払割賦
*割賦販売法にいう「前払式割賦販売」及び「前払式特定取引」に関する消費者相談を対象としています。

〈相談件数の推移〉

〈相談内容別受付件数〉

＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

その他 合計

－ (0.7) (0.7) － (0.4) (1.1) (70.0) (2.6) (5.6) (0.7) － (18.1) (100.0)

6.6

書面不交
付・不備

▲ 16.4

(3.6) 

15

情報提供

0 2 0

未成年等
債務不履

行

クーリン
グ・オフ
関係

解約関係
業者の信頼

性

1 3 7 0

違約金の
妥当性

3.1

2189

過量販売勧誘･強引
勧誘･不実

虚偽

相  談  件  数

平成２６年度 平成２７年度

303 (3.8) 

平成２８年度

270323 (4.1) 

対前年度比（％）

*( )内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

○ 「前払割賦」の相談件数は２７０件で、前年度と比較すると５３件の減少（▲１６．４％）となりました。全相談件数に占める割合は
前年度の４．１％から３．６％となりました。このうち、冠婚葬祭互助会に関係するものが２５５件と９４．４％を占めています。

○相談内容としては、「解約関係」の相談が１８９件で７割となりました。具体的には、解約手数料が高い、解約手数料の説明が事前
になかった等の解約手数料に関する内容が７６件、解約方法に関する内容が３７件、解約拒否に関する内容が２３件、解約時の
書類に関する内容が２２件等と、解約のための手続きの妥当性に関する相談が多く見られました。

（相談例Ｄ、Ｅを参照：４５頁）

49 2702
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③訪問販売
*特定商取引に関する法律にいう「訪問販売」に関する消費者相談を対象としています。

〈相談件数の推移〉

＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

〈商品別相談件数順位（訪問販売）〉

＊「その他の役務」・・・シロアリ駆除等　

   「その他の機械器具」・・・浄水器、磁気治療器、健康機器等　

＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

〈相談内容別受付件数（訪問販売）〉

＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

▲ 0.3

(19.4) (100.0)

平成２６年度

対前年度比（％）

工事、加工

平成２６年度

－ (0.6) (43.7) (15.8) (1.9) (0.4) (2.5) (0.3)

(16.9) 

(2.9)

④

31

(2.3) 

145

(10.8) 

120

(8.9) 

63

(4.7) 

54

(4.0) 

46

平成２７年度

債務不履
行

180

1,3461,296

勧誘･強引
勧誘･不実

虚偽

(10.4)
その他の役務

135

その他

新聞、雑誌、定期刊行物等

53

43

冷暖房給湯設備・機器

44

その他の役務

0

－

⑤

(10.5)

②

(3.3) (1.5)

⑦

46

修理、修繕、調整

⑧

(4.3)

平成２８年度

1,146222

(15.3) 

書籍、教材

その他の機械器具

食料品

(3.3)

冷暖房給湯設備・機器

52

(4.5)

42

(3.7)

⑨

43

新聞、雑誌、定期刊行物等

①
(13.9)

(3.5)

布団・毛布類

(4.1)

56

その他

1,146

(3.3)

(3.4)
先物関連取引

相  談  件  数

3.9

(16.2) 

布団・毛布類

食料品

修理、修繕、調整

38

その他の機械器具

⑥

工事、加工

③

▲ 14.9

○ 「訪問販売」に関する相談では、相談件数は１，１４６件で、前年度と比較すると２００件の減少（▲１４．９％）となりました。全相談
件数に占める割合は前年度の１６．９％から１５．３％になり、通信販売に次いで相談の多い取引形態となっています。主な減少要
因としては、前年度に行政処分された訪問販売業者に関する相談が減少したことに起因しています。

○相談内容としては、「クーリング・オフ関係」の相談が５０１件（構成比４３．７％）と最も多く、次に「解約関係」の相談が１８１件（同１
５．８％）と続き、これらで全体の６割弱を占めています。また、「書面不交付・不備」の相談が１２０件（同１０．５％）寄せられていま

す。
○商品別に見ると、商品の種類は多岐にわたりますが、主な商品としては、住宅リフォーム等の「工事、加工」が１７１件、シロアリ駆

除等の「その他の役務」が１４０件、水漏れ修理等の「修理・修繕、調整」が５８件、浄水器、磁気治療器、健康機器等の「その他の
機械器具」が５２件、健康食品を含む「食料品」が４５件、コンサルテイング講座等の「教養、娯楽」が４２件、「冷暖房・給湯設備機
器」が４０件となっています。

　（相談例Ｆを参照：４６頁）

未成年等

(6.6)

85

38 17 7 501 4

業者の信頼
性

違約金の
妥当性

情報提供 過量販売

29181

解約関係

22 5

40

(3.5)

30

平成２８年度

書面不交
付・不備

120

合計

28

平成２７年度

241

(17.9) 

その他
クーリン
グ・オフ
関係

(7.3)

食料品

工事、加工

(3.4) 

39

(2.9) 

33

(2.5) 

その他の役務

修理、修繕、調整

その他の機械器具

教養・娯楽

冷暖房給湯設備・機器

身辺細貨品

布団、毛布類

書籍、教材

その他

171

(14.9)

140

(12.2)

58

(5.1)

45

(3.9)

(2.4)

72

(5.3) 

(2.6)

28

(2.4)

84

15



④通信販売
*特定商取引に関する法律にいう「通信販売」に関する消費者相談を対象としています。

〈相談件数の推移〉

＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

〈商品別相談件数順位〉

＊「その他の役務」・・・オンラインゲーム等

＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

〈相談内容別受付件数〉

＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

(8.8) 

37

(5.0)

(0.2) (0.9) (0.1) (0.9) (6.0) (1.4) (38.2) (3.1) (0.5) (6.0) - (42.7) (100.0)

その他の役務

(3.7)
電子計算機、関連機器類

31

57

－

(2.9) 

35

(2.9) 

24

(2.0) 

112

(9.4) 

1,147 (14.3) 

○ 「通信販売」に関する相談では、相談件数は１，２７７件で、前年度と比較すると８７件の増加（７．３％）となりました。全相談件数
に占める割合は前年度の１５．０％から１７．０％になり、平成２８年度は、訪問販売を上回り最も相談の多い取引形態となってい
ます。主な増加要因として、インターネットを利用した通信販売に関する相談が増加したことがあげられます。

○相談内容としては、「解約関係」の相談が４８８件（構成比３８．２％）と最も多く、次に「広告表示」の相談が２１９件（同１７．１％）と
続き、これらで全体の過半数を占めています。具体的には、分かりにくい申し込み画面になっていたため、お試し（初回）のつもり
で申し込んだ商品が定期購入になっていた、商品が思っていたものと違っていた、異なる商品が届いた等の理由から解約したい、
ＥＳＴＡ（米国への電子渡航認証）申請のサイトを公式サイトだと思い申請したところ申請代行事業者であったため取り消したいと
の相談が見られました。また、インターネット通販サイトに住所や電話番号等の記載がない、送料の記載が分かりづらい等の相
談も見られました。なお、お試し（初回）のつもりで申し込んだ者の中には、未成年者による申し込みもあり、その両親からの相談
も見られました。

○商品別に見ると、多岐にわたっていますが、主な商品としては、健康食品を含む「食料品」が１８７件、オンラインゲーム等の「その
他の役務」 が１８５件、電子渡航認証手続の代行業等の「預託、利殖、代行」が１０８件、情報商材等の「情報処理、提供」が５９
件となっています。

 (相談例Ｇ、Ｈを参照：５０頁）

1,190

対前年度比（％）

平成２６年度

③

①

レコード類、その他の記録物

平成２８年度

3.7

(14.5) 

遊興・鑑賞

(15.0) 

108

(8.5) 

59

履物、かばん類

その他

32

(2.7) 

30

(2.5) 

(10.8)

預託、利殖代行
(5.9)

68

⑧

42

11 77 18

▲4.7

76

27

(2.1) 

情報処理・提供

業者の信頼
性

平成２６年度

⑨

⑦

履物、かばん類

(15.3)

(6.8)

その他の役務

食料品

相  談  件  数

履物、かばん類

35

175

女性用衣類
46

(4.0)

(2.9) 

合計

124

頭髪・皮膚用
(3.1)

3

185

平成２８度

1,277

過量販売 その他

眼鏡、身の回り品

女性用衣類

40 7

78

35

(2.4)
頭髪・皮膚用

27

電子計算機、関連機器類

0 545 1,277

36

(3.0) 

遊興、鑑賞

電子計算機、関連機器類

488

(2.4) 

38

(3.0) 

勧誘･強引
勧誘･不実

虚偽
未成年等

債務不履
行

112

違約金の
妥当性

情報提供

その他その他

11

書籍、教材
25

(2.2)

情報処理・提供⑥

⑤

④
(4.6) 

書面不交
付・不備

1

(17.0) 

7.3

食料品
187

(14.6) 

その他の役務

情報処理・提供

(4.1) 

クーリン
グ・オフ
関係

解約関係

平成２７年度

平成２７年度

210

(17.6) 

178

(15.0) 

49

51

(4.0) 

② 遊興、鑑賞

食料品

女性用衣類

16



⑤電話勧誘販売
*特定商取引に関する法律にいう「電話勧誘販売」に関する消費者相談を対象としています。

〈相談件数の推移〉

＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

〈商品別相談件数順位〉

＊「その他の役務」・・・通信回線契約等　

　 「その他の商取引」・・・貴金属取引等　

〈相談内容別受付件数〉

＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表して
   います。

(23.5) (100.0)(0.2)

平成２７年度

(5.7) 453

▲ 9.0

書籍、教材

150

情報処理・提供

97

(6.6)

5
資格講座

(1.6)

5
教養・娯楽

8

(1.1)

④

(6.2) 

平成２６年度

食料品
226

食料品

498

23

(5.1)

頭髪・皮膚用化粧品

4

(4.4)

工事、加工

駆体

(5.9) (1.0) (7.3) － (0.5) (5.1)

解約関係
クーリン
グ・オフ
関係

5

書面不交
付・不備

30

電子計算機、関連機器類

(1.2)

その他

(1.7) 

7
その他の商取引

(1.7) 

(0.9)

冷暖房給湯設備・機器
33

その他
(0.9)

(1.4)

合計

16
資格講座

②

③

①

32 26

22

7

7

14
資格講座

17
教養、娯楽

(23.7) 

409

その他の役務

(3.2)

(37.4) (17.1) (2.0) －

960

6
冷暖房給湯設備・機器

4

情報提供

2

5

美術工芸装飾品

電力

10

書籍、教材

その他の役務

(6.4)

(18.8)(13.1)

12

書籍、教材

(36.7) (42.4)(45.4)

その他の役務
85

(5.7)

(3.4)

34

65

(8.3) 

対前年度比（％）

平成２６年度

▲ 19.8

食料品

(1.2) 

違約金の
妥当性

20

情報処理・提供情報処理・提供

(1.7) 

業者の信頼
性

平成２８年度

409

○ 「電話勧誘販売」に関する相談では、相談件数は４０９件で、前年度と比較すると４４件の減少（▲９．７％）となりました。全相談
件数に占める割合は前年度の５．７％から５．４％になりました。

○相談内容としては、「クーリング・オフ関係」の相談が１５３件（構成比３７．４％）と最も多く、次に「解約関係」の相談が７０件（同１
７．１％）と続き、これらで全体の過半数を占めています。具体的には、行政処分を受けた事業者との契約は解除できるのか、行

政処分を受けた事業者が会社名を変更して営業している等、行政処分された事業者に関する相談が多く、その中には、６０代以
上の方の相談が多く、また親族からの相談も見られました。

○商品別に見ると、健康食品を含む「食料品」が１５０件と最も多く、電話勧誘販売全体の４割近くを占めています。次に通信回線契
約等の「その他の役務」が９７件、プロバイダー契約等の「情報処理・提供」が３４件となっています。

      （相談例Ｉ、Ｊを参照：５３頁）

相  談  件  数

0

(1.1)

頭髪・皮膚用化粧品
(1.2) 

勧誘･強引

－

過量販売

(4.9) 

(2.4) 

(1.1)

8704 121153

その他

債務不履
行

平成２８年度平成２７年度

⑨

その他の商取引
7

工事・加工⑧
5

頭髪・皮膚用化粧品

その他

4

(0.9)

35

(7.7)

(2.9) 

(3.1)

(5.4) 

▲ 9.7

192

勧誘･不実
虚偽

⑦

⑥

未成年等

⑤

24

17



⑥連鎖販売取引
*特定商取引に関する法律にいう「連鎖販売取引」に関する消費者相談を対象としています。

,
〈相談件数の推移〉

＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

〈商品別相談件数順位〉

＊「その他の役務」・・・ネットワークビジネス等　 　「その他の機械器具」・・・磁気治療器、水処理器具、健康機器等　

＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

〈相談内容別受付件数〉

＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

(1.2)

8
金融、保険

68 26 3731

(3.5) (3.7) (9.0) － (0.6) (16.0) (19.8) (7.5) (0.3) (10.8) － (28.8) (100.0)

債務不履
行

クーリン
グ・オフ
関係

解約関係
違約金の
妥当性

1

書面不交
付・不備

過量販売 その他

0 99

8

3442 55

47

107

情報処理・提供

(3.8) (2.4)

13
教養、娯楽

11

(2.0) 

7

(2.6)(2.0)

(2.3) 

8

(3.8) 

13

布団・毛布類

(6.1) 

(1.5)

相  談  件  数

102

平成２７年度平成２６年度

食料品

その他の役務

408

情報提供
業者の信頼

性

7

情報処理、提供
6

電子計算機、関連機器類⑧

合計

(23.8) 

45.7

(4.6) 458

12.3

(5.8) 344

▲ 24.9

12

(20.8)

(1.7)

7

(1.5)

(1.7)
布団・毛布類

18
金融、保険

(5.4)

46

頭髪・皮膚用化粧品
58

(10.5)

73

36

平成２６年度

対前年度比（％）

○ 「連鎖販売取引」に関する相談では、相談件数は３４４件で、前年度と比較すると１１４件の減少（▲２４．９％）となりました。全相
談件数に占める割合は前年度の５．８％から４．６％になりました。主な減少要因としては、前年度に行政処分された連鎖販売取
引業者に関する相談が減少したことに起因しています。

○相談内容としては、「解約関係」の相談が６８件（構成比１９．８％）、「クーリング・オフ関係」の相談が５５件(同１６．０％)、次に「情
報提供」の相談が３７件（同１０．８％）、「書面不交付・不備」の相談が３１件（同９．０％）となっています。具体的には、行政処分を
受けた事業者が業務停止命令期間中にもかかわらず勧誘を行っている、行政処分を受けた事業者が会社名を変えて営業を続け
ている等、行政処分を受けた連鎖販売事業者に関する相談が見られました。

○商品別に見ると、健康食品を含む「食料品」が７３件、「頭髪・皮膚用化粧品」が４７件となっています。
       （相談例Ｋ、Ｌを参照：５５頁）

②

その他の機械器具

平成２８年度平成２７年度

(13.7) 

(21.2) 

22

平成２８年度

(26.2)

頭髪・皮膚用化粧品

会員権

82
その他

79
その他

食料品

12

(22.3)

18

(17.2)

13 0

(5.2) 

21

教養、娯楽
5

その他の商取引

22

(8.6)

(10.0)(8.8)

⑨

その他の役務

その他－
85

④
41

(5.2) (9.0)
その他の機械器具

35
頭髪・皮膚用化粧品

43
その他の機械器具

会員権

レジャー、娯楽用品・装置

(5.1) 

(4.8)

(12.7)

電子計算機、関連機器類

⑤

⑦

⑥

食料品①

布団・毛布類③

勧誘･強引
勧誘･不実

虚偽
未成年等

その他の役務

18



⑦特定継続的役務提供
*特定商取引に関する法律にいう「特定継続的役務提供」に関する消費者相談を対象としています。

〈相談件数の推移〉

＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

〈役務別相談件数順位〉

＊「その他」・・・特定継続的役務提供の定義に関する相談等

＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

〈相談内容別受付件数〉

＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

平成２８年度

(54.2) 

(7.2) 

(17.5)

103
学習塾

(4.9)(4.8)
パソコン教室

28
パソコン教室

過量販売

(13.9) (100.0)

51

▲ 3.4

平成２８年度平成２６年度

(39.9)

業者の信頼
性

語学教室

94

結婚相手紹介サービス
(13.5)

結婚相手紹介サービス
77

55

10

(7.6) 

情報提供 合計

(13.6) 

92

平成２６年度

2.3

(14.9)

その他
7

①

⑤

家庭教師
88

債務不履
行

クーリン
グ・オフ
関係

④

366

(1.2)

(9.8) 

○ 「特定継続的役務提供」に関する相談では、相談件数は６７５件で、前年度と比較すると１０６件の増加（１８．６％）となりました。
全相談件数に占める割合は前年度の７．２％から９．０％になりました。主な増加要因としては、エステティックに関する相談が３６
６件と前年度（２２７件）と比較すると１３９件増加（６１．２％）したこと、また、行政処分を受けた事業者との契約を解約したい、事

業者に中途解約を伝えたところ解約は受け付けるが返金はできないと言われた等、行政処分を受けた特定のエステティック事業
者に関する相談が１０８件寄せられたことに起因しています。

○相談内容としては、「解約関係」の相談が３４９件（構成比５１．７％）と最も多く、次に「クーリング・オフ関係」の相談が１２２件（同１
８．１％）、「書面不交付・不備」の相談が５０件（同７．４％）となっています。中でも相談が多いのは、中途解約した場合の精算方

法についての相談となっています。
○分野別では、「エステティック」が３６６件（構成比５４．２％）と最も多く、次に「学習塾」が９２件（同１３．６％）、「結婚相手紹介サー

ビス」が６６件（同９．８％）、「家庭教師」が６０件（同８．９％）、「語学教室」が５１件（同７．６％）、「パソコン教室」が２６件（同３．９
％）となっています。

（相談例Ｍ、Ｎを参照：５８頁）

勧誘･強引

(9.3)

解約関係

(11.4)

227

平成２７年度

65

エステティック

1 94

その他

平成２７年度

(0.6) (0.7) (7.4) (0.1)(1.5) (18.1) (51.7) (1.5)

対前年度比（％）

学習塾②

90
家庭教師③

エステティック
(38.2)

225
エステティック

語学教室

4 5 1 10 122 349 6

学習塾

(15.3)

(16.5)

67550

14

18.6

26

書面不交
付・不備

(3.4) (0.9)

28

(9.0) 569 675(7.4) 589

パソコン教室

66

その他

(8.9) 
家庭教師

71

(12.5)

60

(3.9) 

結婚相手紹介サービス

違約金の
妥当性

23

(2.1) 

(0.1)

相  談  件  数

⑥

語学教室

勧誘･不実
虚偽

未成年等

19



⑧業務提供誘引販売取引
*特定商取引に関する法律にいう「業務提供誘引販売取引」に関する消費者相談を対象としています。

〈相談件数の推移〉

＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

〈商品別相談件数順位〉

＊「その他の役務」・・・テレフォンアポインター等　 　「内職・副業」・・・アフィリエイト等

＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

〈相談内容別受付件数〉

＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

(1.5)

4

-

15.6

―
3

レコード類、その他の記録物

9

(16.7) 

26

3

⑤

480

業者の信頼
性

(13.5) 

3

○ 「業務提供誘引販売取引」に関する相談では、相談件数は１５６件で、前年度と比較すると２１件の増加（１５．６％）となりました。
全相談件数に占める割合は前年度の１．７％から２．１％になりました。

○相談内容としては、「クーリング・オフ関係」の相談が４８件（構成比３０．８％）と最も多く、次に「解約関係」の相談が４５件（同２８．
８％）と続き、これらで全体の６割を占めています。

○商品別に見ると、情報商材等の「情報処理・提供」が２６件、健康食品等の「食料品」が２３件、芸能活動をするためのレッスン等
の｢教養・娯楽｣、アフィリエイト等の「内職・副業」がそれぞれ２１件となっています。

 （相談例Ｏを参照：６３頁）

－ (2.6) (2.6) (0.6) － (30.8)

▲11.6

クーリン
グ・オフ
関係

(1.3) 

(2.2)

21

その他の役務

資格講座

14

その他の役務

平成２８年度

135 (2.1) 

21

23

(14.7) 

―
5

9

(16.4)
情報処理・提供

食料品

レコード類、その他の記録物

平成２６年度

情報処理・提供

10.7

(1.7) 

平成２７年度

-

平成２６年度

(1.5) 

資格講座

②

③

頭髪・皮膚用化粧品

(18.5)(13.9)

違約金の
妥当性

0

(7.4)
衛生用品、歯磨き

18

(1.9) 

(6.7)

20

(12.8) 

(14.8)

31
内職、副業

⑦

勧誘･強引

(6.6)

9
その他

1

2

(1.3) 

教育、エステ

17

(10.9) 
その他

(13.5) 

(1.3) 

2

17

勧誘･不実
虚偽

35

平成２７年度

(3.2) 

(28.8) (2.6) － (0.6) － (31.4) (100.0)

対前年度比（％）

その他

平成２８年度

(11.5)

(9.0)
教養、娯楽

その他の電動器具

0

その他の機械器具

過量販売

(4.1)

2

資格講座

遊興、鑑賞

内職、副業

5

2

(1.3) 

8

(4.1)

レコード類、その他の記録物
5

合計

(6.7)

(23.0)

債務不履
行

20

(25.9)

122

-

15649

スキー、その他の運動用具

1

教養、娯楽④

その他の役務

2

(1.3) 

2

(1.9) 

3

情報提供

書籍、教材

解約関係

ペット⑥

40

-

未成年等

45

11 11

(8.1)

(2.5)

書面不交
付・不備

4

156

25
教養・娯楽内職・副業

－

情報処理・提供

相  談  件  数

⑨

①

その他

教育・エステ⑧

20



⑨訪問購入
*特定商取引に関する法律にいう「訪問購入」に関する消費者相談を対象としています。

〈相談件数の推移〉

＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

〈商品別相談件数順位〉

＊「装身具」・・・指輪、ネックレス、イアリング等

＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

(1.9) 

4

(2.5) 

25

(15.8) 

3

(1.9) 

(100.0)

(2.9)

(12.8)

22

(7.6) － (20.9)－ － (39.9) (3.2) －

7

158

合計

3

(5.1) 

乗用自動車⑤

(3.3)

(6.5)
女性用衣類

14
和服

その他の文化・スポーツ用品

ミシン

3

3

(1.9) 

(2.3)(2.8)

(15.4)
その他

乗用自動車
4

乗用自動車

解約関係

33
その他

(10.7) (3.2) (3.8) (10.7)

⑦

5

(31.6) 

5 0

52
装身具

美術工芸装飾品

女性用衣類

6

50
装身具

(12.2)

履物、かばん類
4

履物、カバン類

時計

－

(2.3)

違約金の
妥当性

0

和服

5

(30.2)(23.4)
装身具

4

②

1717

履物、かばん類

自転車

○ 「訪問購入」に関する相談では、相談件数は１５８件で、前年度と比較すると１４件の減少（▲８．１％）となりました。全相談件数に
占める割合は前年度の２．２％から２．１％になりました。

○相談内容としては、「クーリング・オフ関係」の相談が６３件（構成比３９．９％）と最も多く、次に「勧誘・強引」、「解約関係」の相談が
それぞれ１７件（同１０．８％）、「情報提供」の相談が１２件（同７．６％）、「書面不交付・不備」の相談が６件（同３．８％）等となって
います。具体的には、 事業者にクーリング・オフの通知を送ったところ転売していた、クーリング・オフしたいが事業者が返品に応
じない、事業者から頻繁に勧誘の電話がかかってくる等の相談が見られました。

○商品別に見ると、指輪、ネックレス等が５０件、切手、古銭、貨幣等が１３件となっています。
   （相談例Ｐ、Ｑを参照：６６頁）

(2.5) 

(2.2) 

平成２６年度

女性用衣類

楽器
13

二輪自動車

50

8

美術工芸装飾品
(10.7)

23

－

5

書面不交
付・不備

二輪自動車
7

④

過量販売
クーリン
グ・オフ
関係

未成年等

二輪自動車

214

平成２６年度

▲ 19.6

業者の信頼
性

▲ 8.1

(3.2) 

158172(2.7) 

平成２８年度平成２７年度

(2.1) 

勧誘･不実
虚偽

63

勧誘･強引

平成２８年度平成２７年度

(2.9)(3.7)
その他の商取引

5

(1.9)
⑧

6

33

(3.2) 

その他

12 00

(1.9) 

58
その他の自動車

その他

(4.1)

21

③

(3.5)(6.1)

▲ 10.1

債務不履
行

情報提供

13
美術工芸装飾品

(8.2) 

4
⑥

相  談  件  数

対前年度比（％）

①

6
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⑩先物取引
*「先物取引」に関する消費者相談を対象としています。

〈相談件数の推移〉

＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

〈商品別相談件数順位〉

＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

〈相談内容別受付件数〉

＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

(2.1) 

1

(2.1) 

○ 「先物取引」に関する相談では、相談件数は４８件で、前年度と比較すると８件の増加（２０．０％）となりました。全相談件数に占
める割合は前年度の０．５％から０．６％になりました。

○相談内容としては、「解約関係」の相談が７件、「業者の信頼性」の相談が６件、「強引な勧誘」の相談が５件となっています。
具体的には、無許可の先物取引事業者と連絡が取れない、取引経験がない年金生活の高齢者なのに先物取引の勧誘を受けた、
取引終了後も勧誘の電話がしつこくかかってくる等の相談が見られました。
なお、４８件の相談のうち、許可・登録業者に係る相談が２８件（構成比５８．４％）、無許可業者等に係る相談が１０件（同２０．８
％）、事業者不明等が１０件（同２０．８％）となっています。無許可業者の相談が前年度の３件から１０件に増加しています。
また、勧誘場所について、自宅での勧誘が１５件（３１．３％）と最も多く、次に職場での勧誘が６件（１２．５％）となっています。

○商品別に見ると、国内商品先物等が４４件で、この取引において具体的な商品として挙がったのは、金、プラチナ、原油等でした。
 （相談例Ｓ～Ｕ参照：７０～７３頁）

(0.5) 

(2.1) 

加工用基礎材、産業用機
械

1

－

(10.4) － －

債務不履
行

2

(3.6)

(54.2) (100.0)

(2.1) 
ガソリン類

2

加工用基礎材、産業用
機械

先物類似、その他先物
(経済産業省所管物資)

(3.6)
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3
海外商品先物④

先物関連取引

国内公設先物(経済産業
省所管物資)

業者の信頼
性

海外商品先物

(3.6)
海外商品先物

1

(4.2) 

2先物、先物類似、その他の
先物(経済産業省所管物資)

情報提供 合計その他

8

先物関連取引

先物、先物類似、その他の
先物

(37.5) 

平成２８年度

⑤

国内商品先物国内商品先物

40(0.7) 55

勧誘･不実
虚偽

勧誘･強引

5 0

クーリン
グ・オフ
関係

未成年等

0

－ － － (14.6) (12.5) － (8.3) －

違約金の
妥当性
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1
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▲ 27.3
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②
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⑪契約その他
*「当省所管の商品やサービス等の一般的な売買契約」に関する消費者相談を対象としています。

〈相談件数の推移〉

＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

〈商品別相談件数順位〉

〈相談内容別受付件数〉

＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

平成２８年度

(6.0) 476

(9.5)

47

(3.0)

15

(14.2)

70

通信装置・機器・付属品

(4.5)

24
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16

②
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28

対前年度比（％）

494534

21
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平成２７年度

会員権
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23
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平成２６年度

－

教養、娯楽⑧
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(2.6)

(4.7)
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(5.5)
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(5.9)

平成２８年度平成２６年度
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⑤

(3.7)

④

③
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(3.6)

19

(3.4)
通信装置・機器・付属品食料品
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食料品

29

その他の役務①

相  談  件  数

工事、加工金融、保険
15

食料品

(9.7)(10.1)
その他その他

48

乗用自動車
26

(13.3)

71

(11.6)
その他の役務

20

(3.6)
LPガス互助会・友の会

17

▲ 7.5▲ 0.2

(6.6) 

その他

14

(2.9)
書籍、教材

14
その他の商取引⑨

(3.0)

16

(3.2)

電力
26

未成年等
書面不交
付・不備

債務不履
行

クーリン
グ・オフ
関係

解約関係
業者の信頼

性
情報提供 過量販売 その他 合計

11 49424 12

○ 「契約その他」に関する相談では、相談件数は４９４件で、前年度と比較すると４０件の減少（▲７．５％）となりました。全相談件数
に占める割合は前年度の６．７％から６．６％になりました。

○相談内容としては、「解約関係」の相談が１２１件で２４．５％を占めました。具体的には、店舗での購入や契約に係る返品・返金・
解約に関する内容、特定商取引法等の適用対象外となる契約に関するものが見られました。他に、ゴルフ場会員権・リゾート会員
権に関する内容も見られました。

○商品別に見ると、オンラインゲーム等の運輸・通信サービスに関する内容が３５件、信用取引に関する内容が２９件、乗用自動車
に関する内容が２７件、ガスに関する内容が２４件、ゴルフ場・リゾートクラブ会員権等に関する内容が２３件、電力に関するに内容
が２１件等となりました。
このうち信用取引に関する内容では、クレジットカード会社のポイントや特典に関する相談が２１件を占めました。

12.2

(6.7) 

平成２７年度

＊「その他の役務」・・・オンラインゲーム等の運輸・通信サービス等
＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

(2.2) (1.8) (0.2) (0.8) (4.9) (2.4) (24.5) (5.7) (1.6) (3.8) - (52.0) (100.0)

19 4 121 28 19 0 257

違約金の
妥当性

8

(3.2)

16

勧誘･強引
勧誘･不実

虚偽
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（２）製品関係

○ 「製品関係」における２８年度の相談件数は７６１件で、前年度と比較すると３０件の減少（▲３．８％）

となりました。

○ 事項別に見ると、事業者の修理対応等の相談が中心となる「サービス」が３７７件と最も多く、「製品

関係」の５割を占めました。

＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

対前年度比（％） ▲ 1.8 ▲ 7.1
851

▲ 3.8

平成２８年度
791

平成２６年度 平成２７年度
(10.0) 761 (10.1) 相  談  件  数 (10.6) 

148  160  
130  

123  94  
86  

345  
320  377  

92  
103  93  

47  
39  22  

96  
75  53  

0

200

400

600

800

1,000

平成26年度 平成27年度 平成28年度 

件数 図１１．事項別相談件数の推移（製品関係）

計量価格

規格

表示

サービス

安全性

品質性能

791 761 

品質性能
130 
17% 安全性

86 
11% 

サービス
377
50%

表示
93 

12% 

規格
22 
3% 

計量価格
53 
7% 

図１２．事項別相談件数の構成比（製品関係）

851
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①品質性能
*商品の構造、材質、成分等について、本来備えるべき機能の問題に関する相談や、当該商品の使用又は保管による機能低下等の問題に関する

消費者相談を対象としています。

＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

〈商品別相談件数順位〉

＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

○品質性能に関する相談は１３０件で、前年度と比較すると３０件の減少（▲１８．８％）となりました。
○商品別に見ると、電気製品が５４件と最も多く、次に機械器具が３６件と続き、これらで相談の７割弱を占めま

した。
○電気製品では携帯電話機、テレビ、エアコンに関するもの、機械器具では乗用自動車、パソコンに関する相談

が多く、その相談内容は、主に製品の不具合に関するものでした。

148
平成２６年度

対前年度比（％） 2.1 8.1 ▲18.8

平成２７年度
(2.0) 相  談  件  数 (1.8) 

平成２８年度
160 130 (1.7) 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

① 電気製品
61

電気製品
71

電気製品
54

(41.2) (44.4) (41.5)

② 機械器具
33

機械器具
30

機械器具
36

(22.3) (18.8) (27.7)

③ 文化・スポーツ用品
17

住居
16

住居
12

(11.5) (10.0) (9.2)

④ 住居
9

文化・スポーツ用品
11

台所・家庭用品
12

(6.1) (6.9) (9.2)

⑤ 台所・家庭用品
8

繊維製品
10

エネルギー
4

(5.4) (6.3) (3.1)

⑥ エネルギー
8

台所・家庭用品
9

繊維製品
3

(5.4) (5.6) (2.3)

⑦ 繊維製品
5

エネルギー
6

文化・スポーツ用品
3

(3.4) (3.8) (2.3)

⑧ 役務
4

役務
4

役務
2

(2.7) (2.5) (1.5)

－ その他
3

その他
3

その他
4

(2.0) 1.9 (3.1)
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②安全性
*製品等による一般消費者の生命、身体又は財産に対する危険、傷害の発生又は発生のおそれのあるもの等に関する消費者相談を対象として

います。

〈相談件数の推移〉

〈商品別相談件数順位〉

＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

○安全に関する相談は８６件で、前年度と比較すると８件の減少（▲８．５％）となりました。
○商品別に見ると、電気製品が３７件と最も多く、次に機械器具が２２件と続き、これらで相談の７割弱を占めました。

その相談内容は、携帯電話機、充電器、パソコン等の使用時の発火、発煙等に関するものでした。
　　　　(相談例Vを参照：７４頁）

平成２８年度平成２６年度 平成２７年度
(1.2) 86 (1.1) 

対前年度比（％） 0.0 ▲23.6 ▲8.5
相  談  件  数 123 (1.5) 94

＊( )内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

① 電気製品
68

電気製品
46

電気製品
37

(55.3) (48.9) (43.0)

② 機械器具
23

機械器具
22

機械器具
22

(18.7) (23.4) (25.6)

③ 住居
10

住居
7

住居
12

(8.1) (7.5) (14.0)

④ 台所・家庭用品
7

台所・家庭用品
5

台所・家庭用品
4

(5.7) (5.3) (4.7)

⑤ エネルギー
4

エネルギー
4 2

(3.3) (4.3) (2.3)
繊維製品

⑥ 役務
4

役務
4

文化・スポーツ用品
2

(3.3) (4.3) (2.3)

⑦ 文化・スポーツ用品
3

文化・スポーツ用品
3

エネルギー
1

(2.4) (3.2) (1.2)

⑧ その他
4

繊維製品
1

役務
1

(3.3) (1.1) (1.2)

－ － その他
2

その他
5

(2.1) (5.8)
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③サービス
*商品の品質・性能等その特性維持に必要な点検、修理、部品交換及び保守、保証書及び補修用部品の最低保有期間等のアフターサービス等に

関する消費者相談を対象としています。

〈相談件数の推移〉

〈商品別相談件数順位〉

＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

○サービスに関する相談は３７７件で、前年度と比較すると５７件の増加（１７．８％）となりました。
○商品別に見ると、電気製品が１１９件と最も多く、次に機械器具が１１３件と続き、これらで相談の６割強を占めまし

た。
○電気製品では携帯電話機やテレビに関するもの、機械器具ではパソコンに関する相談が多く、その相談内容は、

パソコンの基本ソフトウェアー（OS）の無償グレードアップに関するもの、部品の保有期間に関するもの、製品の不
具合や故障等の際のメーカー等の修理・保証に関するもの、顧客対応に係る苦情・要望等に関するものでした。

平成２８年度
相  談  件  数 345 (4.3) 320

17.8
(4.0) 377 (5.0) 

対前年度比（％） 3.9 ▲ 7.2

平成２６年度 平成２７年度

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

① 電気製品
111

電気製品
104

電気製品
119

(32.2) (32.5) (31.6)

②

＊( )内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

機械器具
85

機械器具
84

機械器具
113

(24.6) (26.3) (30.0)

③ 役務
45

役務
50

役務
54

(13.0) (15.6) (14.3)

④ エネルギー
20

文化・スポーツ用品
17

エネルギー
22

(5.8) (5.3) (5.8)

⑤ 文化・スポーツ用品
18

住居
13

文化・スポーツ用品
21

(5.2) (4.1) (5.6)

⑥ 住居
15

エネルギー
12

住居
15

(4.4) (3.8) (4.0)

⑦ 繊維製品
6

繊維製品
5

台所・家庭用品
7

(1.7) (1.6) (1.9)

⑧ 台所・家庭用品
5

台所・家庭用品
4

繊維製品
3

(1.5) (1.3) (0.8)

－ その他
40

その他
31

その他
23

(11.6) (9.7) (6.1)
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④表示
*商品の成分、性能、用途、その他の品質等の表示に関する消費者相談を対象としています。

〈相談件数の推移〉

〈商品別相談件数順位〉

＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

○表示に関する相談は９３件で、前年度と比較すると１０件の減少（▲９．７％）となりました。
○商品別に見ると、電気製品が２７件と最も多く、次に繊維製品が１７件、機械器具が９件と続き、これらで相談の６割弱

を占めました。
○電気製品では、ACアダプター、充電器等の電源・配線器具類に関するもの、繊維製品では、男性用衣類、手袋等に

関するもので、その相談内容は、安全の表示マークや品質表示等に関するものでした。

103
平成２７年度

(1.3) 93 (1.2) 相  談  件  数
平成２８年度

＊( )内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

平成２６年度
92 (1.1) 

対前年度比（％） ▲ 9.8 12.0 ▲9.7

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

① 電気製品
19

繊維製品
23

電気製品
27

(20.7) (22.3) (29.0)

② 繊維製品
17

電気製品
20

繊維製品
17

(18.5) (19.4) (18.3)

③ 台所・家庭用品
11

文化・スポーツ用品
12

機械器具
9

(12.0) (11.7) (9.7)

④ 文化・スポーツ用品
10

台所・家庭用品
11

台所・家庭用品
8

(10.9) (10.7) (8.6)

⑤ 機械器具
9

エネルギー
6 8

(9.8) (5.8) (8.6)
文化・スポーツ用品

⑥ エネルギー
5

機械器具
5

住居
3

(5.4) (4.9) (3.2)

⑦ 住居
4

住居
5

エネルギー
2

(4.4) (4.9) (2.2)

⑧ 役務
4

役務
5

役務
1

(4.4) (4.9) (1.1)

－ その他
13

その他
16

その他
18

(14.1) (15.5) (19.4)
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⑤規格
*ＪＩＳ規格や商品規格に関する相談を対象としています。

〈相談件数の推移〉

〈商品別相談件数順位〉

＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

○規格に関する相談は２２件で、前年度と比較すると１７件の減少（▲４３．６％）となりました。
○商品別に見ると、電気製品が１４件と相談の６割強を占め、その相談内容は、エアコンの専用電源設置や製品の規

格の統一等に関するものでした。

(0.5) 22 (0.3) 
対前年度比（％） ▲ 23.0 ▲ 17.0

＊( )内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

相  談  件  数 47 (0.6) 39
▲43.6

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

① 電気製品
13

電気製品
18

電気製品
14

(27.7) (46.2) (63.6)

② 繊維製品
10

住居
6

繊維製品
3

(21.3) (15.4) (13.6)

③ 住居
10

機械器具
5

住居
3

(21.3) (12.8) (13.6)

④ 文化・スポーツ用品
5

繊維製品
3

機械器具
1

(10.6) (7.7) (4.6)

⑤ 機械器具
4

台所・家庭用品
2

台所・家庭用品
1

(8.5) (5.1) (4.6)

⑥ 台所・家庭用品
2

文化・スポーツ用品
2

(4.3) (5.1)

⑦ エネルギー
1

役務
2

(2.1) (5.1)

⑧ 役務
1

エネルギー
1

(2.1) (2.6)

－ その他
1

(2.1)
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⑥計量・価格
*計量及び価格全般に関する消費者相談を対象としています。

〈相談件数の推移〉

〈商品別相談件数順位〉

＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

○計量・価格に関する相談は５３件で、前年度と比較すると２２件の減少（▲２９．３％）となりました。
○商品別に見ると、電力、ガス等のエネルギーが３３件と相談の６割強を占め、その相談内容は、料金や使用量の確定

通知遅延等に関するものでした。

(0.7) 
平成２６年度 平成２８年度

＊( )内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

(1.2) (0.9) 53
▲ 7.7 ▲ 21.9 ▲29.3

相  談  件  数 96
対前年度比（％）

平成２７年度
75

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

① エネルギー
66

エネルギー
57

エネルギー
33

(68.8) (76.0) (62.3)

② 役務
5

電気製品
4

機械器具
8

(5.2) (5.3) (15.1)

③ 機械器具
3

機械器具
2

電気製品
2

(3.1) (2.7) (3.8)

④ 住居
2

台所・家庭用品
2

住居
2

(2.1) (2.7) (3.8)

⑤ 文化・スポーツ用品
2

住居
1

文化・スポーツ用品
2

(2.1) (1.3) (3.8)

⑥ 台所・家庭用品
1

文化・スポーツ用品
1

役務
2

(1.0) (1.3) (3.8)

⑦ その他
17

役務
1

その他
4

(17.7) (1.3) (7.6)

－ － その他
7

－
(9.3)
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（３）その他

①個人情報
*個人情報に関する消費者相談を対象としています。

〈相談件数の推移〉

②その他
*「契約関係」及び「製品関係」「個人情報」のいずれにも分類されない消費者相談を対象としています。

「その他」には、経済産業省の施策等に関する一般的な問い合わせや、経済産業省の所管とはならない「消費者金融」、「電気通信サービス」、

「保険」、「不動産関係」等の問い合わせ相談が含まれています。

〈相談件数の推移〉

＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

○個人情報に関する相談では、相談件数は１６１件で、前年度と比較すると２３件の減少（▲１２．５％）となりました。
全相談件数に占める割合は前年度の２．３％から２．１％になりました。

○相談内容としては、個人情報の管理に関する相談がほとんどであり、具体的には、事業者が個人情報の削除に応じ
てくれない、個人情報を漏洩している、個人情報を目的外に使用された等の相談が多く見られました。

平成２６年度 平成２７年度
(2.3) 

平成２８年度

1,038 (13.8) 
平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

○その他の相談では、相談件数は１，０３８件で、前年度と比較すると１１４件の減少（▲９．９％）となりました。
○相談内容は多岐にわたっていますが、特に運輸・通信サービス、不動産、保険等に関する相談が多く見られました。

161 (2.1) 
対前年度比（％） 96.0 ▲ 5.2 ▲12.5
相  談  件  数 194 (2.4) 184

対前年度比（％） ▲6.2 ▲7.2 ▲9.9
相  談  件  数 1,241 (15.5) 1,152 (14.5) 

＊( )内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。
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２．商品別消費者相談の動向

（１）商品大分類別相談件数の推移（「個人情報関係」「その他」を除く」）

①契約関係

○ 「契約関係」における平成２８年度の相談件数は５，５４９件で、前年度と比較すると２６８件の減少

（▲４．６％）となりました。

○ 商品大分類別に見ると、「役務」が２，７８８件と最も多く、「契約関係」の５割を占めました。

〈商品大分類別相談件数〉

＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

＊「その他」：食料品、内職、副業、先物関連取引等

208 (3.6) 

対前年度比（％） 8.5 ▲ 15.6

▲ 3.1 ▲ 9.6

▲ 18.9

▲ 12.3
183

422
対前年度比（％） ▲ 7.2 1.9

(7.3) 機械器具 414 (7.2) 

(2.4) 
対前年度比（％）

370

対前年度比（％）

▲ 12.0▲ 6.3 1.1
(2.8) (3.0) 153

住　　居

平成２８年度
227 184 (3.3) 

対前年度比（％） 11.6

269
平成２６年度 平成２７年度

(3.9) 繊維製品 (4.7) 

(6.7) 

(3.1) 185 (3.3) 

役　　務 2,537 (44.4) 

台所・家庭用品 137

(7.5) 
▲ 5.9 ▲ 28.1

▲ 11.0
576

172
1.5 25.5

0.4
(46.9) 2,788 (50.2) 

7.6 2.1

▲ 6.2

414

76

1,174 (20.2) 1,152 (20.8) その他 1,232 (21.5) 

(1.4) 

文化・スポーツ用品 612 (10.7) 

エネルギー 49 (0.9) 
対前年度比（％） ▲ 3.5

2,731

81
対前年度比（％） 8.9 65.3

(1.4) 

(9.9) 

対前年度比（％）

対前年度比（％） ▲ 0.7

対前年度比（％） ▲ 3.0 ▲ 4.7
(100.0) 5,549 (100.0) 

1.7 ▲ 4.6

▲ 1.9
5,817合計 5,717

(4.1) 電気製品 259 (4.5) 251 (4.3) 227

(100.0) 

269  227  184  
259  251  227  

414  422  370  
208  183  

185  

137  172  153  

612  576  
414  

49  81  
76  

2,537  2,731  
2,788  

1,232  1,174  
1,152  

0

2,000

4,000

6,000

平成26年度 平成27年度 平成28年度 

件数
図１３．商品大分類別相談件数の推移（契約関係）

その他

役務

エネルギー

文化・スポーツ

台所・家庭用品

住居

機械機具

電気製品

繊維機械

5,717 5,817
5,549 
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②製品関係

１８９件（同２４．８％）と続き、これらで「製品関係」の６割弱を占めました。

〈商品大分類別相談件数〉

＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

○ 「製品関係」における平成２８年度の相談件数は、７６１件で、前年度と比較すると３０件の減少

（▲３．８％）となりました。

平成２８年度

○ 商品大分類別にみると、「電気製品」が２５３件（構成比３３．２％）と最も多く、次に「機械器具」が

対前年度比（％） ▲ 2.6 10.5 ▲ 33.3
42

平成２６年度 平成２７年度
繊維製品 38 (4.5) 

▲ 3.8
263

(5.3) 28 (3.7) 

(33.2) 253 (33.2) 

189 (24.8) 

電気製品 272 (32.0) 

機械器具 157 (18.4) 
対前年度比（％） 1.5 ▲ 3.3

148
対前年度比（％） ▲ 4.3 ▲ 5.7

(18.7) 

(4.0) 
対前年度比（％） ▲ 28.6

(6.1) 

対前年度比（％） 0.0 ▲ 2.9

(4.2) 

住　　居 50 (5.9) 

台所・家庭用品 34

48

文化・スポーツ用品 55 (6.5) 

62

47 (6.2) 
▲ 4.0 ▲ 2.1

エネルギー 104 (12.2) 
対前年度比（％） ▲ 15.4

27.7

(4.2) 

4.8 ▲ 9.1

▲ 27.9

(5.8) 36 (4.7) 
▲ 21.7

32

66

86

▲ 3.0

46

33

対前年度比（％） 0.0 ▲ 17.3
(10.9) 

▲ 16.4

対前年度比（％） ▲ 1.8

対前年度比（％） 6.8

▲ 7.1

その他 78

合計 851 (100.0) 

(9.2) 

▲ 3.8
(100.0) 

59

791

54 (7.1) 

(100.0) 761
▲ 24.4

(7.5) 
▲ 8.5

役　　務 63 (7.4) 
対前年度比（％） 26.0

(8.1) 

(8.3) 60 (7.9) 

38  42  28  

272  263  253  

157  148  189  

50  48  47  

34  33  32  

55  46  36  

104  
86  62  

63  
66  

60  

78  
59  54  

0

200

400

600

800

1,000

平成26年度 平成27年度 平成28年度 

件数

図１４．商品大分類別相談件数の推移（製品関係）

その他

役務

エネルギー

文化・スポーツ

台所・家庭用品

住居

機械機具

電気製品

繊維機械

851 
791 

761 
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（２）商品大分類別の動向

①繊維製品

○「繊維製品」に関する相談は２２２件で、前年度と比較すると５３件の減少（▲１９．３％）となりました。

○商品別で見ると、「女性用衣類」が４３件、「布団・毛布類」が４２件、「男性用衣類」が３７件と多く、これらで

〈商品別相談件数の推移〉

〈小分類商品別相談件数順位〉 ＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表している。

②電気製品

○「電気製品」に関する相談は５３５件で、前年度と比較すると４９件の減少（▲８．４％）となりました。

○商品別で見ると、「通信装置・機器・付属品」が１７０件と最も多く、相談の３１．８％を占めました。

〈商品別相談件数の推移〉

〈小分類商品別相談件数順位〉 ＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表している。

③機械器具

○「機械器具」に関する相談は６２４件で、前年度と比較すると１５件の減少（▲２．３％）となりました。

○商品別で見ると、「電子計算機、関連機器類」が１８３件、「乗用自動車」が１５３件、「その他の機械器具」が

１０２件と多く、これらで相談の７０．２％を占めました。

〈商品別相談件数の推移〉

〈小分類商品別相談件数順位〉 ＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表している。

電子計算機、関連機器
類

(20.0)

平成２８年度

③

＊「その他の機械器具」：浄水器、磁気治療器、健康機器等

その他の機械器具
102
(24.5)

139

電子計算機、関連機器
類

183
(24.3) (29.3)

153

(21.8) (16.3)
その他の機械器具

123
乗用自動車

平成２８年度

映像機器・付属機器
(11.5)

(6.2)

144
通信装置・機器・付属品

(24.8)

乗用自動車 その他の機械器具
(23.7)

155

▲ 2.3

144

平成２６年度

平成２６年度 平成２７年度

① 通信装置・機器・付属品

その他の電気製品
45

その他の電気製品

②

平成２８年度
275 222 (3.0) 

平成２６年度 平成２７年度

(7.3) 535

(3.5) 相  談  件  数 (4.0) 

(18.9)

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

▲ 19.3

42

対前年度比（％） ▲ 7.8 ▲ 13.5

100
① 布団・毛布類

(31.4)
布団・毛布類 女性用衣類

(24.7)
43

62

68
(19.4)

② 女性用衣類 女性用衣類 布団・毛布類
(19.8) (22.5)

63

対前年度比（％） 3.5 ▲ 8.4

平成２８年度
586

平成２６年度 平成２７年度

③

相  談  件  数 (7.1) 

3734
男性用衣類 男性用衣類 男性用衣類

(12.3) (12.4)
39

(16.7)

映像機器・付属機器

平成２６年度 平成２７年度

②
(22.5)

対前年度比（％） ▲ 9.1 3.7

146
乗用自動車

③

平成２７年度 平成２８年度
相  談  件  数 616 (7.7) 639 (8.0) 

①

624 (8.3) 

電子計算機、関連機器
類

153

通信装置・機器・付属品
(25.1) (24.7) (31.8)

(7.7) (9.2)

58
(11.6)

147 170

54

映像機器・付属機器
(9.9)

62

電気冷暖房機器類
33

67

相談の５５．０％を占めました。

318

584 (7.4) 
▲ 0.3
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④住居

○「住居」に関する相談は２９０件で、前年度と比較すると３件の減少（▲１．０％）となりました。

○商品別で見ると、「冷暖房給湯設備・機器」に関する相談が９０件と最も多く、相談の３１．０％を占めました。

〈商品別相談件数の推移〉

〈小分類商品別相談件数順位〉 ＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表している。

⑤台所・家庭用品

○「台所・家庭用品」に関する相談は２０１件で、前年度と比較すると２１件の減少（▲９．５％）となりました。

○商品別で見ると、「頭髪・皮膚用化粧品」が１０６件と最も多く、相談の５２．７％を占めました。

〈商品別相談件数の推移〉

〈小分類商品別相談件数順位〉 ＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表している。

⑥文化・スポーツ用品

○「文化・スポーツ用品」に関する相談４９７件で、前年度と比較すると１６４件の減少（▲２４．８％）となりました。

○商品別で見ると、「書籍、教材」が９０件、「身辺細貨品」が７２件、「履物、かばん類」が５２件と多く、これらで

相談の４３．１％を占めました。

〈商品別相談件数の推移〉

〈小分類商品別相談件数順位〉 ＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表している。

(5.9)

(2.7) 

(13.0)

冷暖房給湯設備・機器

平成２８年度

293
▲11.0 ▲ 7.6

(3.7) 290 (3.9) 
▲ 1.0

② その他の家庭用品
24

(12.5)
衛生用品・歯磨き

③ その他の設備・機器
26

駆体

平成２６年度 平成２７年度

平成２６年度 平成２７年度

＊「その他の設備・機器」：水栓、配水管等

9074

相  談  件  数 317 (4.0) 
平成２８年度

対前年度比（％）

(8.2) (10.6)

② 駆体
27

その他の設備・機器
(8.5)

(38.5) (25.3) (31.0)
① 冷暖房給湯設備・機器

対前年度比（％） 2.7 15.6 ▲ 9.5
相  談  件  数 192 (2.4) 222 (2.8) 201

38

冷暖房給湯設備・機器

その他の家具

(15.5)

平成２７年度 平成２８年度

17

その他の設備・機器
45

31

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
120

頭髪・皮膚用化粧品
106

(53.1) (54.1) (52.7)
① 頭髪・皮膚用化粧品

102
頭髪・皮膚用化粧品

③ 料理用具
9

その他の家庭用品
(4.7)

平成２８年度平成２６年度 平成２７年度

(13.9)
20

料理用具
17

(9.0) (8.5)

その他の家庭用品
(9.5)
21 28

(8.3) 497 (6.6) 
対前年度比（％） ▲5.4 ▲ 7.3 ▲ 24.8
相  談  件  数 713 (8.9) 661

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

① 書籍、教材
127

書籍、教材
211

書籍、教材
90

(17.8) (31.9) (18.1)

② 身辺細貨品
126

身辺細貨品
83

身辺細貨品
72

(17.7) (12.6) (14.5)

(11.4) (9.7) (10.5)
③ 履物、かばん類

81
履物、かばん類

64
履物、かばん類

52

＊「身辺細貨品」：指輪、ネックレス等

家庭用化学製品
9

(4.7) 

122

平成２６年度
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⑦エネルギー

○「エネルギー」に関する相談は１９０件で、前年度と比較すると３８件の減少（▲１６．７％）となりました。

○商品別で見ると、「電力」が９８件と最も多く、相談の５１．６％を占めました。

〈商品別相談件数の推移〉

〈小分類商品別相談件数順位〉 ＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

⑧役務

○「役務」に関する相談は３，２９２件で、前年度と比較すると２３件の減少（▲０．７％）となりました。

○商品別で見ると、「教育、エステ」に関する相談が６６１件と多く、相談の２０．１％を占めました。

〈商品別相談件数の推移〉

〈小分類商品別相談件数順位〉 ＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表している。

⑨その他
＊①～⑧までの商品群に該当しない商品についての消費者相談を対象としています。

○ 「その他」に関する相談は１，６５８件で、前年度と比較すると６９件の減少（▲４．０％）となりました。

○商品別で見ると、「食料品」に関する相談が５６０件と最も多く、相談の３３．８％を占めました。

〈商品別相談件数の推移〉

〈小分類商品別相談件数順位〉 ＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表している。

＊「その他の商取引」：金、プラチナの現物取引等

＊「その他の役務」：オンラインゲーム、アダルトサイト等

平成２８年度平成２６年度 平成２７年度
(2.9) 190 (2.5) 

対前年度比（％） 6.8 11.2 ▲ 16.7
相  談  件  数 205 (2.6) 228

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

① 電力
79

電力
124

電力
98

(38.5) (54.4) (51.6)

② ＬＰガス
57

ＬＰガス
52

ＬＰガス
44

(27.8) (22.8) (23.2)

(14.1) (7.5) (8.9)
③ ガソリン類

29
ガソリン類

平成２８年度

17
都市ガス

17

平成２６年度 平成２７年度
(41.7) 3,292 (43.8) 

対前年度比（％） 2.4 6.2 ▲ 0.7
相  談  件  数 3,122 (39.0) 3,315

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

① その他の役務
765

その他の役務
899

その他の役務
861

(24.5) (27.1) (26.2)

② 教育、エステ
591

教育、エステ
565

教育、エステ
661

(18.9) (17.0) (20.1)

(11.6) (11.1) (10.3)
③ 信用取引

361
信用取引

平成２８年度

369
信用取引

340

平成２６年度 平成２７年度
(21.7) 1,658 (22.1) 

対前年度比（％） ▲2.0 ▲ 10.7 ▲ 4.0
相  談  件  数 1,934 (24.2) 1,727

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

① 食料品
553

食料品
610

食料品
560

(28.6) (35.3) (33.8)
57

その他の商取引
(3.3) (3.3)

－ その他
1,046

その他
895

その他
870

(54.1) (51.8) (52.5)

55
(5.3)

② その他の商取引
103 加工用基礎材、産業用

機械
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（３）商品小分類別の相談件数

○ 平成２８年度の相談件数を商品小分類別に見ると、「教育、エステ」に関する相談が６６１件と最も

多く、前年度と比較すると９６件の増加（１７．０％）となりました。

商品小分類の順位

＊「その他」・・・不当請求等いずれにも属さない商品です。

④ 互助会、友の会

153

互助会、友の会⑤ 情報処理・提供 262

337

⑩ 書籍、教材

288

教養、娯楽

266 工事、加工

互助会、友の会 364 情報処理、提供

工事、加工

⑪

⑫ その他の機械器具 123

⑥ 工事、加工

電子計算機、関連機器
類

225

661

⑧
通信装置・機器・付属
品

電子計算機、関連機器
類

乗用自動車

155

146

211

147

⑦
電子計算機、関連機器
類

127

280

乗用自動車 139

283

平成２７年度

591 610

③ 信用取引 信用取引361 369

平成２８年度

② 食料品 553

① 教育、エステ 食料品

560

平成２６年度

教育、エステ

食料品

340

教育、エステ 565

信用取引

冷暖房給湯設備・機器 122

125

106

⑨ 乗用自動車
通信装置・機器・付属
品

その他の役務－ その他 899

⑬

68

⑮

99 冷暖房給湯設備、機器

その他の商取引

預託、利殖、代行身辺細貨品

144

⑲

⑭

⑱ 93

修理、修繕、調整

144

冷暖房給湯設備、機器 90

120

頭髪・皮膚用化粧品 102 教養、娯楽

電力

90

103

金融、保険

72

その他の役務

身辺細貨品88 72

861

73遊興、鑑賞遊興、鑑賞 修理、修繕、調整

126

215

170

その他の機械器具

100

電力 頭髪・皮膚用化粧品

102

124

金融、保険 98

83 90

98

書籍、教材

130

身辺細貨品

通信装置・機器・付属
品

183

頭髪・皮膚用化粧品

情報処理、提供

153

その他の機械器具

書籍、教材

布団、毛布類

⑰

⑯ 布団・毛布類

教養、娯楽

－ その他の役務 765 その他 895

870その他1,046

7774
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３．契約に係る勧誘場所、勧誘方法、支払方法及び相談内容別の動向

（１）勧誘場所、勧誘方法別相談件数

○
「
前

○ 平成２８年度の契約に係る勧誘場所の件数を見ると、「営業所外・自宅」が２，０１３件（３６％）と最
も多く、次に「営業所等」（営業所と見なされる場合を含む）が７０９件（同１２％）となっています。

○ 勧誘方法では、「対面」が１，９３８件（構成比３４％）と最も多く、次に「パソコン・ファックス（携帯端
末を含む）」が７７４件（同１４％）、「広告」が７２０件（同１３％）、「電話」が５２１件（同９％）となってい
ます。

営業所外・自宅 

2,013 

36% 

営業所外・街頭 

19 

0% 

営業所外・職場 

45 

1% 

営業所外・その他 

491  

9% 

営業所等 

709 

12% 

その他 

2,359 

42% 

図１５．勧誘場所別の構成比 

対面 

1,938 

34% 

電話 

521 

9% 

広告 

720 

13% 

DM 

30 

1% 

パソコン・ファックス（携

帯端末も含む） 

774 

14% 

その他 

1,653 

29% 

図１６．勧誘方法別の構成比 
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（２）支払方法別相談件数

○ 平成２８年度の「契約関係」に関する相談件数を支払方法別に見ると、「現金払い」が１，５１６件、「カード一括」が

６３９件、「個別信用購入あっせん」が３５２件と多く見られました。

現金払
い

カード一
括

ローン
金消契

約
個別信用購
入あっせん

包括信用購
入あっせん

リボルビ
ング

前払割
賦

リース その他 合計

1,659 452 10 40 356 174 95 224 30 2,514 5,554

1,711 512 9 30 365 183 104 209 18 2,553 5,694

1,516 639 7 28 352 259 103 159 16 2,393 5,472

▲ 11.4 24.8 ▲ 22.2 ▲ 6.7 ▲ 3.6 41.5 ▲ 1.0 ▲ 23.9 ▲ 11.1 ▲ 6.3 ▲ 3.9

構成比(%) 27.7 11.7 0.1 0.5 6.4 4.7 1.9 2.9 0.3 43.7 100.0

注 「ローン」とは割賦販売法上のローン提携販売。

「その他」には、「支払方法に言及されなかった相談」、「支払方法が不明な相談」並びに自社割賦による販売が含まれる。

平成26年度

平成27年度

 「リボルビング」は、割賦販売（自社割賦、信用購入あっせん及びローン提携販売を含み前払割賦を除く）及びクレジット
カード全般のリボルビング方式。

対前年度比(%)

平成28年度

現金払い 

1,516 

28% 

カード一括

639

12% 

ローン

7

0%金消契約 

28 

0% 

個別信用購入 

あっせん 

352 

6% 

包括信用購入あっせん

259 

5% 

リボルビング

103

2% 

前払割賦 

159 

3% 

リース

16

0%

その他 

2,393 

44% 

図１８．支払方法別相談件数の構成比 

1,659  1,711  1,516  

452  512  639  
10  

9  7  40 30 28 356 365  352 
174 183 259 95  104  103  224  

209  159  30  
18  16  

2,514 2,553 
2,393 

0

2,000

4,000

6,000

平成26年度 平成27年度 平成28年度 

件数 図１７．支払方法別相談件数の推移

その他

リース

前払割賦 

リボルビング

包括信用購入 
あっせん 
個別信用購入 
あっせん 
金消契約 

ローン

カード一括 

現金払い

5,554 5,694 
5,472
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（３）相談内容別相談件数

○ 平成２８年度の「契約関係」に関する相談件数を相談内容別に見ると、「解約関係」が１，６０１件

（対前年度比：▲３．９％）、次に「クーリング・オフ関係」が９８６件（同▲４．８％）と多く、これらで相

談内容の４割半ばを占めました。

平成２６年度 平成２７年度 対前年度比（％）

勧誘・強引 183 155 118 (2.1) ▲ 23.9

勧誘･不実虚偽 104 97 74 (1.3) ▲ 23.7

書面不交付･不備 222 292 270 (4.9) ▲ 7.5

未成年等 13 13 18 (0.3) 38.5

債務不履行 159 117 129 (2.3) 10.3

クーリング・オフ関係 1,239 1,036 986 (17.8) ▲ 4.8

解約関係 1,458 1,666 1,601 (28.9) ▲ 3.9

業者の信頼性 225 264 167 (3.0) ▲ 36.7

違約金の妥当性 87 64 60 (1.1) ▲ 6.3

情報提供 260 315 234 (4.2) ▲ 25.7

過量販売 12 15 8 (0.1) ▲ 46.7

その他 1,755 1,783 1,884 (34.0) 5.7

合計 5,717 5,817 5,549 (100.0) ▲ 4.6
＊（）内の数値は、その年度に占める構成比を表しています。

＊「その他」・・・他の相談内容項目に該当しない問い合わせ等

平成２８年度

1,884 

8 

234 

60 

167 

1,601 

986 

129 

18 

270 

74 

118 

0 500 1,000 1,500 2,000

その他 

過量販売 

情報提供 

違約金の妥当性 

業者の信頼性 

解約関係 

ｸｰﾘﾝｸﾞ･ｵﾌ関係

債務不履行 

未成年等 

書面不交付･不備 

勧誘･不実虚偽 

勧誘･強引 

件数 

   図１９．相談内容別相談件数 
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平成２８年度における消費者相談事例 

この消費者相談事例は、平成２８年度中に経済産業省消費者相談室に寄せられた相談の

中から特徴的な相談例と消費者へのアドバイスをまとめたものです。悪質な勧誘等が行わ

れたのではないかと疑われるケースもありますので、同様な勧誘等に十分注意をしてくだ

さい。 

（割賦販売） 

１．相談事例 

相談例Ａ エステサロンで結んだ個別クレジット契約をクーリング・オフしたい 

 娘がエステサロンで脱毛の契約を結んだ。契約期間は１年間で３０回通えるコース、代金は１

０万円超。娘は学生で、１回で払える金額ではないため、クレジット会社の分割払いにしている。

娘から金利を聞き、高いので心配になった。この契約について、娘にクーリング・オフをさせた

いので、その方法を教えてほしい。 

２．ここに注意！ 

割賦販売法では、特定商取引法が適用される取引５類型（訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販

売取引、特定継続的役務提供、業務誘引販売取引）において、個別クレジットを利用して商品

の購入等をした場合（個別クレジット契約）には、クレジット会社に対してクレジット契約の

クーリング・オフを行うことができるとしています。この場合、販売業者等に対する売買契約

等もクーリング・オフされたものとみなされます（クーリング・オフ連動）。 

効果として、クレジット会社に支払った既払金は、クレジット会社から返金を受けることが

でき、販売業者に直接支払った現金（頭金など）は、販売業者等から返金を受けることができ

ます。消費者が既に受け取った商品は販売業者に返すことになります。 

※特定商取引法が適用される取引５類型であっても、包括信用購入あっせん （注）について

は、クーリング・オフ制度は適用されません。 

（注）包括信用購入あっせん：購入者等がカード等の提示等をし、販売業者等から商品購入等を行

う際に、あっせん業者が、購入者及び販売業者等との契約に従い、販売業者等に対して商品

代金等に相当する額を交付し、その後購入者等があっせん業者に対し当該額を一定の方式に

より支払っていく取引形態（いわゆるクレジットカード）。 

割賦販売法上のクーリング・オフの通知書面の書き方例は７６ページをご参照ください。 

※クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルを避けるためにも特定記録郵便、書留、

内容証明郵便などで行うことをお薦めします。

※クーリング・オフとは、一定期間無条件で申込みの撤回または契約を解除できる制度で、法

律の条文そのものには「クーリング・オフ」という表現はありません。したがって、通知書

面には「契約の解除」と記載します。

３．消費者の方々へのアドバイス 

◎ 割賦販売法では、特定商取引法によってクーリング・オフができる場合、個別クレジット契

約自体もクーリング・オフができる規定を設けています。

個別クレジット会社に対して、個別クレジット契約をクーリング・オフすると、販売契約も
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基本的にクーリング・オフされたものとして取り扱われます。（クーリング・オフ連動） 

効果として、 

・個別クレジット契約がクーリング・オフされると、購入者等が反対の意思表示をしている

場合を除き、 販売契約もクーリング・オフされます。

・個別クレジット会社は、クーリング・オフに伴う損害賠償又は違約金を請求することはで

きません。

・販売会社は、クーリング・オフがあった時点で既に立替金を受領しているときは、これを

個別クレジット会社に返還しなければなりません。

・個別クレジット会社は、クーリング・オフがあった時点で既払金があるときは、これを購

入者等に返還します。

（法第３５条の３の１０、第３５条の３の１１） 

◎ 個別クレジットのクーリング・オフは、クレジット契約書面を受領した日から８日間（訪問

販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供）又は２０日間（連鎖販売取引、業務提供誘引販

売取引）行うことができます。

クレジット会社、販売会社等によるクーリング・オフ妨害が行われた場合には、改めてクー

リング・オフができる旨を明示した書面を受領した日から８日間又は２０日間が経過するま

でクーリング・オフできます。 

（法第３５条の３の１０、第３５条の３の１１） 
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（割賦販売） 

１．相談事例 

相談例Ｂ クレジットカードの期限が切れたが更新できない 

クレジットカードの利用期限が切れたので、クレジットカード事業者に更新カードの送付を依

頼したところ、発行できないと言われた。更新カードが発行できない理由がわからないため、事

業者に理由を尋ねたが、教える義務はないと言われた。カードが更新できない理由を知りたい。 

相談例Ｃ 更新時期ではないカード会社の与信確認によって、利用停止とされた 

 １０数年以上前から買物等に利用してきたクレジットカードは、ほとんどが翌月一括払いで

利用し、このカードの利用分でも、その他の個別クレジットの支払等でも過去に延滞はない。

２０１６年秋、ガソリンスタンドで給油後、いつものようにそのカードで支払おうとしたが

「カードの利用ができない」と言われた。クレジット会社に問い合わせたところ、「○月○日を

もって当該カードの利用を停止している。定期的に与信確認を行った上で停止を決定した。」と

言われた。このカードの更新時期は２０２０年であり、今回は更新の際の審査ではない。クレ

ジット会社に理由を尋ねたが、回答できないと言われた。 

２．ここに注意！ 

割賦販売法では、過剰与信を防止するために、クレジットカードの場合は発行、更新又は

限度額を増額しようとする際に、個別クレジットの場合は申込みの際に、支払可能見込額調

査を行うことを義務付けています。支払可能見込額とは、利用者の年収や預貯金、過去のク

レジット債務の支払状況や借入金の状況などを基礎として算定した、クレジット債務の支払

が可能と見込まれる額とされています。 

クレジット会社は限度額について、法で定めた基準及び独自の与信審査基準に基づき、総

合的に判断しています。 

なお、割賦販売法では、支払可能見込額調査はカードの発行及び更新時等に行うこととさ

れていますが、それ以外の時期にもクレジット会社の判断により、適正な額に見直しされる

可能性があります。 

３．消費者の方々へのアドバイス 

◎ 割賦販売法では、クレジットの支払が多くなりすぎて、日々の生活に困ったり、住んでいる

自宅を失うようなことがないようにするために「支払可能見込額」を算定することをクレ

ジット会社に義務付けました。

具体的には、年収から生活維持費、クレジット債務などを除き、返済履歴、商品の担保価値

など様々な要素を総合的に勘案して、年間支払可能見込額が算定されることになります。消

費者はこれを超えたクレジットは利用できなくなります。

（支払可能見込額調査 法第３０条の２、法第３５条の３の３） 

なお、クレジット会社は、限度額について、法で定めた支払可能見込額調査義務を順守した

上で、クレジット会社ごとに定めた基準に基づいて総合的に判断して算定しています。 

◎ 支払可能見込額調査に関する注意点

・クレジットカードの限度額の場合は、包括支払可能見込額に経済産業大臣が定める割合

（９０／１００）を乗じた額とします。
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・翌月一括払い（マンスリークリア）については、個別クレジット、包括クレジット双方と

も、適用除外です。

・年収は、自己申告が基本です。法では、証明書などは求めていません。

・専業主婦（夫）等の場合は、世帯の収入に基づいて、クレジットを利用することができま

す。

・「生活維持費」は、利用者のプライバシー保護の観点、クレジット会社の調査能力の観点

から、生活の実態を詳細に調査しなくとも把握できる、簡便な算定方式としています。 

◎ 消費者の保護に支障を生じることがない場合には、支払可能見込額調査について、次のよう

にそれぞれ配慮しています。

〈個別クレジット〉

・家電や携帯電話など、店頭販売であって、比較的少額（１０万円以下）の生活に必要な耐

久消費財に係る個別クレジット契約については、延滞していないこと等を確認することを

条件に、支払可能見込額調査を行いません。

・自動車など比較的高額であっても、生活に必要とされる耐久消費財については、消費者の

生活実態に関する丁寧な審査を前提として支払可能見込額を超える個別クレジットを利用

して購入することができます。大学の学費等についても同様としています。

・緊急医療費、介護用品など、生命・身体の保護を目的とした緊急に必要とされる商品・役

務については、支払可能見込額を超える与信ができます。

〈包括クレジット〉 

・限度額が３０万円以下のクレジットカードを発行する場合は、過剰な債務や延滞等を確認

する簡易な審査で発行可能とします。

・海外旅行、引越費用、冠婚葬祭など特定の目的のため、一定期間だけ、消費者の求めに応

じて利用限度額を増額する場合は、目的・使用場所を確認することで、与信審査なしに利

用限度額を増額することができます。

・クレジットカードを更新する場合、債務残高が５万円未満であれば、改めて審査する必要

はありません。

◎ クレジット会社は、消費者の他社のクレジット債務の額や支払状況を調査するために、指定

信用情報機関の提供する信用情報を利用する義務を負います。また、クレジット会社は、指

定信用情報機関に加入して、クレジット債務などの基礎特定信用情報を提供する義務があり

ます。

クレジット会社は、クレジット契約を締結する際に、購入者から基礎特定信用情報の提供の

依頼、登録について同意してもらわなければなりません。  

信用情報は「クレジットヒストリー」とも言われ、適正なクレジット利用の際に重要な要素

となります。 
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（前払割賦） 

１．相談事例 

相談例Ｄ 互助会の解約には手数料がかかると言われたが妥当な金額なのか 

父が互助会契約を締結し、すでに完納している。解約したいと申し出たところ、事業者は「互

助会契約を解約することはできる。ただし、返戻金は、掛金から解約手数料を差し引いた額とな

る。」と言った。言われた解約手数料は高額で、掛金額の１５％超にもなることに驚いた。妥当

な金額なのか。 

相談例Ｅ 事務所に出向いたが互助会の解約手続きを拒否された 

 高齢の父が契約をしていたが、解約することにした。父は足が悪くて歩けないため、息子であ

る当方が父を車に乗せて互助会事業者の事務所に出向き、解約を申し入れたところ、「担当者が

不在のため、数日後に担当者が自宅に行き解約の意思を確かめた上で、後日改めて事務所で解約

手続きを行う。」と言われた。契約者と共に事務所を訪ねているのに手続きを拒否された。 

２．ここに注意！ 

割賦販売法では、２月以上の期間にわたり、かつ、３回以上に分割して掛金を受領し指

定役務の施行を行う冠婚葬祭互助会は、「前払式特定取引業」として規制しており、年間取

引額が１千万円に満たない場合を除いて、経済産業大臣の許可を受ける必要があります

（同法第３５条の３の６１）。許可に際しては、約款の内容が経済産業省令で定める基準に

適合している必要があります。「前払式特定取引契約約款の基準」について定めた同法施行

規則第１２３条では、契約の解除に関して、購入者等が必要と認める場合には、購入者等

が当該契約を解除することができる旨及びその申出の手続が定められていることと定めて

います。 

また、契約の解除に伴う損害賠償等の額に関しては、購入者等の申出により契約を解除

する場合について、前述の解約の手続による申出があった日から４５日以内の一定の期間

内に、購入者がすでに支払った金額から契約の締結及び履行のために通常要する費用の額

を控除した額の金銭を払い戻す旨が定められていることとしています。 

契約の解除については、同法では、購入者等が必要と認める場合には、購入者等が当該

契約を解除することができる旨契約約款に記載し、契約約款記載事項の履行を事業者に求

めています。 
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（訪問販売） 

１．相談事例 

相談例Ｆ 火災保険を使えば、負担なく自宅の修繕ができると言われ契約したがクーリ

ング・オフの対象とならないと記載されていた。クーリング・オフできない

のか

事業者に庭先で声をかけられ、「雨樋が曲がっている。火災保険で直すことができる。屋根も

見ましょうか。」と言われ、工事が必要かどうかを見に来てもらうように依頼した。後日、事業

者が来訪し、屋根を見て、「修理が必要。保険で直すので負担はない。」と言われた。具体的な金

額の提示はなかったが、お願いすることとし業務委託契約書を受け取った。契約書を見ると、具

体的な工事内容や金額の記載がないほか、「支払いは保険金を超えない。クーリング・オフの対

象とはならない」旨が備考欄に記載されていた。クーリング・オフはできないのか。

２．ここに注意！ 

営業所等以外の場所において売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う

商品の販売は、特定商取引法の「訪問販売」に該当します。営業所等で行われた契約であっ

ても、｢訪問販売｣に該当する場合があり、いわゆるキャッチセールスやアポイントメント

セールス （注１）がそれに当たります。

訪問販売では、法定要件を満たした契約書面を受領した日から８日間は売買契約の解除

（クーリング・オフ）を行うことができます。クーリング・オフの記載がない等重要な事項

が記載されていない契約書面を受領した場合や、「当該契約はクーリング・オフできない」

と契約の解除に関する事項について不実のことを告げる行為をしたことにより契約の解除を

妨げられた場合には、改めて法定要件を満たす書面を受領した日から８日間は、クーリン

グ・オフができることになります。 

なお、特定商取引法では、販売業者等が自らの意思で消費者の住居を訪問して販売を行う

のではなく、購入者の請求 （注２）に応じて、購入者の住居で販売等を行った訪問販売の場合

には、契約書面の交付、クーリング・オフ規定等の事業者に対する規制の適用が除外されま

す。 

（注１） 「キャッチセールス」とは、路上等営業所以外の場所で呼び止めて営業所などに同行させて

契約させる場合、また、「アポイントメントセールス」とは、電話や郵便等で販売目的を明示せず

に消費者を呼び出したり、ほかの者にくらべて著しく有利な条件で契約できると誘って営業所等

に呼び出したりして契約させる場合がこれに当たります。 

（注２）消費（購入）者が、購入したい商品について、自宅で契約の申込みをすることや契約の締結を

する等の明確な意思表示をしていた場合、その他販売業者等に対して取引行為を行いたい旨の明

確な意思表示をしていた場合には、消費（購入）者の請求による販売となり、適用除外となりま

す。逆に、例えば、消費者が商品等について問合せ等をした際に、事業者から「お宅に訪問し

て、説明を したい。」等の申出があり、それを承諾した場合には、消費（購入）者から訪問による

販売を「請求」したとは言えません。このような場合には、同法の訪問販売に該当することにな

ります。 

特定商取引法のクーリング・オフの通知書面の書き方例は７７ページをご参照ください。 

※クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルを避けるためにも特定記録郵便、書留、

内容証明郵便などで行うことが薦められます。
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３．消費者の方々へのアドバイス 

訪問販売とは、住居や喫茶店、路上等での営業所以外の場所で行う商品、権利の販売又は役務

（サービス）の提供のことをいいます。営業所等で行われた契約であっても、路上等で呼び止め

て営業所等に同行させ契約させる場合（いわゆるキャッチセールス）や、電話や郵便等で販売目

的を明示せずに消費者を呼び出したり、ほかの者に比べて著しく有利な条件で契約できると誘っ

て呼び出して契約させる場合（いわゆるアポイントメントセ-ルス）は、訪問販売の規制が適用

されます。 

●勧誘や契約行為に関する規制

◎ 特定商取引法では、訪問販売における氏名等の明示が義務付けられています。事業者は、そ

の勧誘に先立って、その相手に対して事業者の氏名又は名称、勧誘の目的で来訪した旨、商

品やサービスの種類を明らかにしなくてはなりません。

  （事業者の氏名等の明示 法第３条） 

◎ 事業者は訪問販売に係る当該売買契約又は当該役務提供契約を締結しない旨の意思表示をし

た者に対し、引き続き又は再度訪問し、当該契約について勧誘することは禁止されています。

（再勧誘の禁止 法第３条の２） 

◎ 事業者が訪問販売をし、消費者から申込みを受けた際に、商品又は役務の価格、代金の支払

時期、方法等について記載した書面を交付することが義務付けられています。

（書面の交付 法第４条、法第５条） 

◎ 訪問販売で勧誘する際、事業者の次のような行為は、特定商取引法で禁止されています。

・事実と異なることを告げること   （不実告知） 

・重要な事項を故意に告げないこと （重要事項不告知） 

・威迫して困惑させること   （威迫困惑） 

・キャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法で誘引された消費者に対して、

事業者の事務所、個人の住居、ホテルや公共施設の会議室、カラオケボックス等で勧誘す

ること  （公衆の出入りする場所以外の場所での勧誘） 

（禁止行為 法第６条） 

●申込みの撤回や契約解除に関する規制

◎ 法定書面を受領した日から８日間はクーリング・オフができます。

例えば、工事契約の場合などの訪問販売による契約は、契約内容を記載した書面を受領した

日から起算して８日以内であれば、工事が終わっていても損害賠償又は違約金の請求を受け

ることなく、書面によりクーリング・オフ（契約の解除）ができます。クーリング･オフの

結果、事業者は無償で原状に回復することが求められます。工事が終了してしまったからと

いってクーリング・オフができなくなる訳ではありません。

事業者が法定書面を交付しなかった場合や、法定書面にクーリング・オフができる旨が記載

されていないなどの重要な事項が記載されていない場合には、クーリング・オフをする権利
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が留保されていることになります。 

また、事業者の側に申込みの撤回等について不実告知又は威迫行為があり、それにより消費

者が誤認又は困惑してクーリング・オフを行わなかったときは、契約内容を記載した書面を

受領した日から起算して８日を経過していても、新たにクーリング・オフができる旨を明示

した書面を受領した日から起算して８日間が経過するまでクーリング・オフができます。

（クーリング・オフ制度 法第９条）

◎ 訪問販売で、申込者に契約を締結する特別な事情がなく、日常生活において通常必要とされ

る分量等を著しく超えるその分量等の契約（いわゆる過量販売）となっている契約部分につ

いては、その契約の申込みの撤回や解除を行うことができます。

（過量販売による契約等の解除 法第９条の２） 

◎ 勧誘に際して事業者側の不実告知や、重要事項の故意の不告知により消費者が誤認して行っ

た契約の申込みや承諾の意思表示は、取消しができます。

（不実等の取消し 法第９条の３） 

＜参考＞ 

●訪問販売、通信販売、電話勧誘販売の適用除外

訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売においては、原則すべての商品、役務が特定商取引法の

対象となっています。なお、権利については、指定制となっており、①保養のための施設又はス

ポーツ施設を利用する権利、②映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術

工芸品を鑑賞し、又は閲覧する権利、③語学の教授を受ける権利が対象です。 

しかし、この３類型には適用除外規定が設けられており、特定商取引法の適用が全面適用除外

となる取引と、書面の交付やクーリング・オフ等、一部の規定が適用除外となる取引がありま

す。 

（特定商取引法の適用が全面的に除外される取引） 

○事業者間取引、本邦外に在る者に対しての取引、国又は地方公共団体等が行う取引

○他の法令の規制があるため同法の適用が除外されるもの

・金融取引に関するもの

（例：有価証券の売買、預貯金業務、保険の引受等） 

・通信・放送に関するもの

（例：電話、インターネット接続サービス、ケーブルテレビ、衛星放送等） 

・運輸、旅行に関するもの

（例：航空運送事業、鉄道事業、バス・タクシー、フェリー等の運送、旅行業等） 

・法律に基づく国家資格を得て行う業務に関するもの

  （例：公認会計士、土地家屋鑑定士、行政書士、税理士、社会保険労務士等） 

・その他類型

（例：商品先物取引、自動車整備業、倉庫業、国民年金、信用購入斡旋、積立式宅地建物販

売、海外商品取引、商品投資顧問業、不動産特定共同事業、裁判外紛争解決手続等） 
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（特定商取引法の適用が部分的に除外される取引） 

○書面交付及びクーリング・オフが適用除外とされるもの

・当該役務の全部の履行が契約の締結後直ちに行われることが通例の役務（例：キャッチ

セールスで行われる飲食店、マッサージ、カラオケボックス等）

○クーリング・オフが適用除外とされるもの

・購入者等との間で販売条件等の交渉が相当の期間にわたり行われるのが、通常の取引態様

である商品

・役務

（例：自動車販売、自動車リース等） 

・契約締結後速やかに提供されない場合には、その提供を受ける者の利益を著しく害するお

それのある役務

（例：電気・ガス・熱の供給、葬儀等） 

・商品の使用、一部の消費により価値が著しく減少するおそれがある商品を使用し又はその

全部若しくは一部を消費したとき（消費させた場合を除く）

（例：化粧品、毛髪用材、石けん、配置薬等８品目）

・少額取引 ３，０００円未満の現金取引

（適用除外 法第 26 条） 
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（通信販売） 

１．相談事例 

相談例Ｇ ネット通販業者の返品特約の表示方法に問題があるのではないか 

ショッピングサイトに出店している事業者から健康機器を通信販売で購入した。

しかし、イメージが違っていたため、返品しようと連絡したところ、返品特約に「お客様のご都

合による返品・交換はお受け出来ません。」と記載されているとして返品を断られた。返品特約

については全く認識してなかった。 

相談を受けた消費生活センターで、Ｙのサイトを確認したところ、最終申込み画面に「キャン

セルや返品などについては事前にこちら（青文字表示）をご確認ください」という記載があり、

これをクリックすると「お知らせページ」にリンクし、そのページの中に、返品特約が表示され

ていた。最終申込み画面では、返品特約の説明が「お知らせページ」の中に埋没している。返品

特約の表示方法に問題があるのではないのか。

相談例Ｈ 定期購入契約であることが最終画面に表示されてない 

相談者は、SNS の事業者の広告から、健康食品のサイトを知り、ダイエットの商品に関心を

持った。「初回送料６５０円のみご負担ください」と記載があった。とても安かったため、サイ

トから注文することにした。注文画面から個人情報等を入力し、最終画面でも総額６５０円と

なっていた。

相談者は 1 回だけお試しで６５０円の商品を購入したつもりであったが、最近になって、事業

者から 2 回目の商品が送付されて驚いた。納得いかなかったため、サイトを確認してみると、毎

月 1 回ずつ合計 4 回送付される定期購入のコースであると広告に記載があった。1 回目は、６

５０円だが、2～4 回目は、４，９８０円の契約だった。最終画面に定期購入のことは一切記載

がなかった。全くそのような認識がなかったので解約したい。 

２．ここに注意！ 

 特定商取引法では通信販売広告に表示すべき事項を定めています。ここでいう通信販売広

告とは販売業者等が通信手段により申込みを受けて商品の販売等を行うことを意図している

と認められるものをいいます。事業者は、特定商取引法の規定に基づいて、販売条件を表示

しなくてはなりません。この販売条件の中には返品特約も含まれており、返品特約がある場

合には、消費者にとって見やすい箇所において明瞭に判読できるように表示することや、容

易に認識できるよう表示することが求められます。 

その他、インターネットショッピングでは、商品を注文したが、「届いた商品が破損して

いた」、「ブランド品を注文したのに偽物だった」等のトラブルが発生したり、返品をしよう

としても事業者と連絡がとれず交渉ができないケースも多々見受けられます。 

返品特約が記載されている場合は、その条件（特約）が有効となり、当該返品特約に従う

ことになりますが、記載されていない場合は、商品を受け取った日から８日間は契約の申込

みの撤回や契約の解除を行うことができます。商品が既に消費者に引き渡されている場合

は、送料は消費者が負担して返却することができます。一度購入したものは返品不可と記載

があった場合には、商品に隠れた瑕疵（傷や欠陥）がない限り、原則として返品できませ

ん。こうした場合の返品や返金については、民法、消費者契約法により解決を目指すことと

なり、その交渉には大変な時間や労力を要する場合もあります。 

その他、インターネットショッピングでは、商品を注文したが、「届いた商品が破損して
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いた」、「ブランド品を注文したのに偽物だった」等のトラブルが発生したり、返品をしよう

としても事業者と連絡がとれず交渉ができないケースも多々見受けられます。 

３．消費者の方々へのアドバイス 

●広告表示に関する規制

◎ 特定商取引法で規定する通信販売広告の表示事項は、「販売価格」「送料」「その他の負担すべ

き金銭」「代金の支払い時期や支払い方法」「商品の引渡時期」「返品特約（その特約の有無を

含む）」「事業者の名称」「事業者の住所」「事業者の電話番号」「法人がインターネットで広告

する場合に限っては代表者氏名（又は通販業務担当者の氏名）」等です。

スマートフォンやタブレット端末を利用しての通信販売であっても、表示義務がありますの

で、サイト上の表示事項を確認して、取引内容を十分理解することが大切です。  

  （広告の表示 法第 11 条） 

●商品や指定権利の返品についての規制

◎ 通信販売には、訪問販売や電話勧誘販売のように無条件解約（クーリング・オフ）制度はあ

りません。しかし、特定商取引法では、広告に返品について特段の記載がない場合には、商

品を受け取った日から８日間は、契約の申込みの撤回や契約の解除を行うことができること

を規定しています。その場合は、返還に要する費用は消費者が負担しなければなりません。

ただし、事業者が広告に予め「返品不可」「契約成立後の解約は不可」等、返品ができない旨

の特約を記載している場合には、原則として、契約の解除ができません。

このため、注文の前に通信販売広告をよく読み、「返品できるのか」「返品期間は定められて

いるのか」「返品条件はどのようになっているのか」など返品特約の記載内容をよく確認して

おくことが大切です。

（申込みまたは契約の解除 法第 15 条の 2） 

＜参考＞ 

特定商取引法では、返品特約の表示については、「顧客にとって見やすい箇所において明確に

判読できるように表示すること」と規定されています。顧客が認識しやすい返品特約の表示

方法や、返品特約が容易に認識できない表示方法については、「通信販売における返品特約の

表示についてのガイドライン」で具体例を示しています。 

http://www.caa.go.jp/trade/pdf/130220legal_6.pdf

◎ インターネットショッピングモールに出店している販売業者との取引でトラブルになった場

合、交渉の相手方となるのは販売業者であり、特定商取引法での表示義務がかかる対象もサ

イト運営事業者ではなく、販売事業者です。特定商取引法では、「事業者の住所や電話番号」

等の連絡先表示が義務付けられており、住所については現に活動している住所、「電話番号」

については確実に連絡がとれる番号を記載する必要があります。申込み前には必ず、販売業

者の連絡先表示を確認しましょう。インターネットショッピングでは、日本語の表記が不自

然なサイト、正規販売店の販売価格と比較して、極端な低価格を表示しているサイト、連絡

手段が電子メールのみのサイト等の利用は控えましょう。 
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＜参考＞ 

インターネット・オークションの出品者には、事業者と非事業者が混在していることが多く

見られます。事業者は、特定商取引法の規制対象となりますが、非事業者は規制対象とはな

りません。出品者が「販売業者」に該当するかどうかの考え方については、「インターネッ

ト・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」を参照してください。

http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/jyoubun/pdf/auctiong
uidelie.pdf

●誇大広告に関する規制

◎ 通信販売においては、誇大広告等（著しく事実に相違する表示、実際のものより著しく優

良・有利であると人を誤認させるような表示）が禁止されています。

（誇大広告等の禁止 法第 12 条） 
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（電話勧誘販売） 

１．相談事例 

相談例Ｉ アダルトサイトから請求を受けて契約をしたが、クーリング・オフできる 

のか。 

スマートフォンで検索中、突然、アダルトサイト利用料金の請求画面が表示された。驚いてイ

ンターネットで検索した「消費者無料相談」事業者のフリーダイヤルに電話をかけた。電話に出

た女性にアダルトサイトの検索履歴などを聞かれた。「こちらから掛け直します」と言って一旦、

電話が切れた。その後、男性から折り返しの電話があり、「その業者は悪質なので早い対応が必

要だ。当社が協力する。」と言われ、詐欺解決代行の契約をした。しかし、契約した事を後悔し、

１時間後に電話で解約を申し出たが、「既に調査を始めている。人件費、交通費、サーバー調査

費は返金できない」と言われた。クーリング・オフは可能であろうか。

相談例Ｊ 突然パソコンの警告音が鳴り、表示された電話にかけたところウィルス除去

の契約を勧められた 

パソコンを見ていると、警告音が鳴り POP 画面が表示された。「○○に電話して下さい」と電

話番号の表記があったので電話を架けたところ、「ウィルス感染しています。１１，５００円で

遠隔操作で除去します」と言われたので、依頼した。１時間後、別の事業者から電話があり、

「ウィルスは除去されました。ウィルス除去の３年保証契約をしませんか、３７，０００円で

す。」と勧められたので、そのまま申し込んだ。解約はできるだろうか。 

２．ここに注意！ 

特定商取引法では、電話勧誘販売取引においてクーリング・オフの規定を設けており、法

律で決められた書面を受け取った日から数えて８日間以内であれば、書面により申込みの撤

回や契約の解除（クーリング・オフ）をすることができます。また、法定書面が交付されて

いない場合は、クーリング・オフをする権利が留保されていることになります。 

最近は、高齢者がトラブルに遭うケースが少なくありません。高齢者がトラブルに巻き込

まれないよう、家族や周囲の方が注意し、見守ることも大切です。  

特定商取引法のクーリング・オフの通知書面の書き方例は７７ページをご参照ください。 

※クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルを避けるためにも特定記録郵便、書留、

内容証明郵便などで行うことが薦められます。

３．消費者の方々へのアドバイス 

◎ 法定書面を受領した日から８日間はクーリング・オフができます。

事業者が法定書面を交付しなかった場合や、法定書面にクーリング・オフができる旨が記載

されていないなどの重要な事項が記載されていない場合には、クーリング・オフをする権利

が留保されていることになります。

また、事業者が、クーリング・オフに関する事項について、事実と違うことを告げたり、威

迫したりすることによって、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、

上記期間を経過していても、その事業者がクーリング・オフできる旨を記載した書面を改め

て交付し、８日間が経過するまでの間は、クーリング・オフできます。

（クーリング・オフ制度 法第２４条）
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◎ 勧誘に際して事業者側の不実告知や重要事項の故意の不告知により消費者が誤認して行った

契約の申込みや承諾の意思表示は取消しができます。

（不実等による取消し 法第２４条の２） 

◎ 事業者は、勧誘に先立って、消費者に対して以下の事項を告げなければなりません。

・事業者の氏名（名称）

・勧誘を行う者の氏名

・販売をしようとする商品（権利、役務）の種類

・契約の締結について勧誘する目的である旨

（氏名等の明示 法第 16 条） 

◎ しつこい勧誘に対しては、契約しないことをはっきり言いましょう。

電話勧誘販売において、当該売買契約等を締結しない旨の意思を表示した消費者に対し、

同じ電話で引き続き、又は再度電話をかけ直して勧誘をすることは、特定商取引法で禁止

されています。曖昧な返事はせず、はっきりと契約する意思がないことを伝えましょう。 

（再勧誘の禁止 法第１７条） 

◎ 早く電話を切りたいために、「とりあえず資料だけでも送ってください。」などと安易に資料

などを請求することは、事業者に氏名、住所、電話番号などを知らせることになってしまい

ます。また、曖昧な返事をしたために、事業者から「あなたは資料の申込みをされたでしょ

う。それは契約したことになるのですよ。」と虚偽のことを言われ、契約の締結を迫られる

悪質なケースなども見られます。不必要な契約は、はっきり断ることが大事です。
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（連鎖販売取引） 

１．相談事例 

相談例Ｋ 契約したが利益が得られず返済に行き詰っているので、解約したい 

無職の２０代の男性。以前交際していた女性からＳＮＳで「会わせたい人がいる」と連絡があ

り、喫茶店に行くと、「入会して会員になる人を紹介したり、商品を販売するとお金になる。成

功すればお金が入る。」などと勧誘された。３人に囲まれ断れる雰囲気ではなかった。入会には

商品を購入することが条件だったので毎月商品を購入する契約をした。その後も「友人を誘お

う。」と言われ、付き添われ友人を勧誘した。また、「上位ランクになった方がよい。お金を借り

て商品を購入しないか。」と誘われ、消費者金融でお金を借りて商品を購入したが、利益が得ら

れず返済に行き詰っている。事業者は「勧誘者に確認したが、そんな勧誘はしていない。」と全

く取り合わない。 

相談例Ｌ 新しい人を紹介すると紹介料がもらえると言われ、ダイエットコースの契約

をしたが、解約したい 

ＳＮＳを通じて副業のメールマガジンを送付するサービスに登録した。後日、事業者から電話

があり「ダイエットコースのいずれかに入ることで、他者への紹介報酬を得る権利が得られる」

と説明され、その際「2、3 人紹介すれば元が取れる」、「自分で体験して紹介した方が他者を

勧誘しやすい」などと言われたため、６０日間で約３０万円（紹介報酬６０％）のダイエット

コースを契約した。その後、契約内容のメールが送られてきたが、契約内容が自分に不利である

と気付いたので解約したい。

２．ここに注意！ 

個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡

大して行う特定負担を伴う商品の販売又はあっせんなどに係る取引のことを「連鎖販売取

引」といい、特定負担を回収し、さらに儲けようとするために商取引に不慣れな者を次々に

勧誘することが多く見られるのが、この取引の特徴です。特定商取引法では、「連鎖販売

業」を次のように規定しています。 

1）物品の販売（または役務の提供など）の事業であって

2）再販売、受託販売もしくは販売のあっせん（または役務の提供もしくはそのあっせ

ん）をする者を

3）特定利益が得られると誘引し

4）特定負担を伴う取引（取引条件の変更を含む）をするもの

具体的には、「あなたが勧誘して組織に加入する人が提供する取引料の○○パーセントが

あなたのものになる」とか「あなたが勧誘して組織に加入する人が購入する商品の代金の○

○パーセントがあなたのものになる」などと言って人々を勧誘し（このような利益を「特定

利益」といいます）、取引を行うための条件として、１円以上の負担をさせる（この 負担を

「特定負担」といいます）場合であれば「連鎖販売取引」に該当します。 

 連鎖販売取引を行うときには、勧誘に先立って、消費者に対し、勧誘を行う者の氏名（名

称）や商品の種類、特定負担を伴う契約について勧誘をする目的である旨を告げなければな

りません。しかし、実際には、単なる食事会、ホームパーティ、同窓会などと目的を偽って

告げられ、会場に行ってみると言葉巧みに勧誘されたというトラブルも多く見受けられます

ので、十分注意してください。 
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また、特定商取引法では、２０日間のクーリング・オフの期間を設け、その期間内であれ

ば無条件で解約できる旨を定めています。なお、勧誘に関して不実のことを告げられたり、

故意に事実を告げない行為が行われ、その結果、誤認して行った契約の申込みや承諾の意思

表示は、クーリング・オフ期間経過後であっても、取り消すことができます。 

一部の成功例を強調し、あたかも全員が成功するかのように勧誘されることもあります。

友人などからの話であっても安易に信用せず、契約を締結するか冷静に判断することが大切

です。 

特定商取引法のクーリング・オフの通知書面の書き方例は７７ページをご参照ください。 

※クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルを避けるためにも特定記録郵便、書留、

内容証明郵便などで行うことが薦められます。

３．消費者の方々へのアドバイス 

◎ 統括者（連鎖販売業を実質的に掌握している者）、勧誘者（統括者が勧誘を行わせる者）、一

般連鎖販売業者（統括者または勧誘者以外の連鎖販売業を行う者）は、連鎖販売取引を行う

ときには、勧誘に先立って、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称（勧誘者、

一般連鎖販売業者にあっては統括者の氏名又は名称を含む）、特定負担を伴う契約について

勧誘をする目的である旨、商品又は役務の種類を明らかにしなくてはなりません。

（氏名等の明示 法第３３条の２） 

◎ 特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げ

ずに同行させた者等に対して、公衆の出入りする場所以外の場所（例：事業者の事務所、個

人の住居、ホテルの部屋や会議室、公共施設等の会議室、カラオケボックス、貸し切り状態

の飲食店等）で勧誘することは禁止されています。

（禁止行為 法第３４条第４項） 

◎ 連鎖販売業を行う者は、契約の締結前には、その連鎖販売業の概要を記載した書面（概要書

面）、契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面（契約書面）を交

付しなければなりません。

（書面の交付 法第 37 条） 

◎ 消費者（無店舗個人）は、契約書面を受領した日又は再販売をする商品につき、最初の引渡

しを受けた日のどちらか遅い日から２０日間はクーリング・オフができます。

事業者が法定書面を交付しなかった場合や、法定書面にクーリング・オフができる旨が記載

されていないなどの重要な事項が記載されていない場合には、クーリング・オフをする権利

が留保されていることになります。

また、事業者の側に契約の解除について不実告知又は威迫行為があり、消費者が誤認又は困

惑してクーリング・オフを行わなかったときは、クーリング・オフ期限が延長されます。

（クーリング・オフ制度 法第４０条）
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◎ 連鎖販売契約を結んで組織に入会した消費者（無店舗個人）は、クーリング・オフ期間の経

過後も、将来に向かって連鎖販売契約を解除できます。そのようにして退会した消費者は、

以下の条件をすべて満たせば、商品販売契約を解除することができます。この規定は、仮に、

「商品販売契約は解除しない」と主張する事業者がいた場合にも消費者が対抗し解約を出来

るように規定したものです。

・入会後１年を経過していないこと

・引渡しを受けてから９０日を経過してない商品であること

・商品を再販売していないこと

・商品を使用または消費していないこと

（商品の販売を行ったものがその商品を使用または消費させた場合を除く）

・自らの責任で商品を滅失またはき損していないこと

（中途解約・返品ルール 法第４０条の２） 

◎ 勧誘に際して事業者側の不実告知や重要事項の故意の不告知により、消費者が誤認して行っ

た契約の申込みや承諾の意思表示は、取消しができます。

（不実等による取消し 法第４０条の３） 

◎ ノウハウや得意先の無い状態で、素人がいきなり収益を得られる事業というものは、そうそ

うありません。「多量の商品を購入したが、思ったように売れず、収入にならない」といっ

たケースも見られます。また、同僚や友人を勧誘することが多いため、職場での信頼や友人

関係を壊すことにつながったり、場合によっては会社の就業規則や学校の校則に違反するこ

とにもなりかねません。取引の仕組みやリスク等をよく理解し、冷静な判断をすることが重

要です。
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（特定継続的役務提供） 

１．相談事例 

相談例Ｍ 書面が交付されず、高額な違約金を請求された 

２０１６年４月、エステティック事業者と１２回２７万円のエステティック契約を結んだ。役

務提供期間は設けられていない。契約時に書面は交付されていなく、領収書のみであった。 

相談者は役務を３回受けたが、解約を申し出たところ、違約金として１３万円を差し引いた額

を返金してきた。違約金返金時に領収書のみが発行された。相談者は返金額が少な過ぎると思い

消費生活センターに相談した。 

 消費生活センターでは、相談者に書面が交付されていなかったため、クーリング・オフ期間が

留保されていると判断し、クーリング・オフ通知を送った。 

相談例Ｎ 割引価格で契約したが、中途解約の精算は通常価格で行うと言われた 

痩身エステ契約を締結し、キャンペーン価格２０万円（有効期間１年、１８回）をクレジット

カードの一括払いで支払った。契約書には、通常価格５０万円（１２０分、１８回、＠２８，０

００円／回）からキャンペーン割引として３０万円を差し引いた２０万円（６０％割引）が契約

金額と記載されている。キャンペーン割引は回数によって率が変わり、６回は２０％割引、１２

回は４０％割引、１８回は６０％割引となっている。

７ヶ月後、１０回施術を受けた後に中途解約を申し出たところ、事業者から、「契約書には、

通常価格の単価を記載している。中途解約の際には、この通常価格の単価で精算する旨を記載し

ている。１０回施術後の場合、返金はない。」と言われた。契約した額の２０万円を施術回数

（１８回）で割った単価で精算すべきではないのか。 

２．ここに注意！ 

特定商取引法で定める「特定継続的役務提供」とは、政令で定める「特定継続的役務」

を、一定期間を超える期間にわたり、一定金額を超える対価を受け取って提供することを指

します。要件に該当すれば、店頭契約も規制対象となります。 

「特定継続的役務」とは、役務提供を受ける者の身体の美化、知識・技能の向上などの

目的を実現させることをもって誘引されるが、その目的の実現が確実でないという特徴を

持つ有償の役務で、政令で指定するものがこれに該当します現在、政令では、「エステ

ティックサロン」「語学教室」「家庭教師」「学習塾」「パソコン教室」「結婚相手紹介サービ

ス」の６役務が指定されています。

特定継続的役務提供に該当するかどうかは、契約内容をよく確認する必要があります。

例えば、月謝制であっても、契約の実態が役務の提供を誘引として教材を販売している等

の場合のように、実質的に拘束される役務提供期間が２ヶ月を超える期間にわたると判断

される場合には特定継続的役務提供に該当する場合があります。 

特定商取引法の特定継続的役務提供では、書面受領から８日間はクーリング・オフが認

められています。また、特定継続的役務提供契約は、クーリング・オフ期間経過後も役務

提供期間内であれば役務提供受領者は将来に向かって契約を解除することができます（中

途解約）。中途解約時の精算に関しては、既提供部分の対価の算出は、契約締結時の単価を

上限とし、解約時のみに高額な単価を定めていても無効となると解釈を示しています。仮

に、解約時に異なる単価で精算する旨記載していたとしても「提供された役務の単価」の

計算に用いる単価は、契約締結の際の単価となります。また、キャンペーン価格で契約し
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たにもかかわらず、契約書には通常価格の単価を記載していた場合には、法第 42 条に規

定する「金銭の額」が不適切な記載の契約書面に該当することとなります。 

特定商取引法のクーリング・オフの通知書面の書き方例は７７ページをご参照ください。 

※クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルを避けるためにも特定記録郵便、書留、

内容証明郵便などで行うことが薦められます。

３．消費者の方々へのアドバイス 

◎ 特定継続的役務とは、一定期間を超える期間にわたり、一定金額を超える対価を受け取り役

務を提供（役務を受ける権利の販売も含む。）するものが規制の対象となります。

現在、以下の 6 役務が特定継続的役務として指定されています。 

特定継続的役務（※４） 期間 金額 

いわゆるエステティック 

人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を

減ずるための施術を行うこと 

１月を 

超えるもの 

いずれも 

５万円を 

超えるもの 

（※３） 

いわゆる語学教室 

語学の教授（入学試験に備えるため又は大学以外の学校におけ

る教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。） 

２月を 

超えるもの 

いわゆる家庭教師（※１） 

学校（小学校及び幼稚園を除く。）の入学試験に備えるため又

は学校教育（大学及び幼稚園を除く。）の補習のための学力の

教授（役務提供事業者が用意する場所以外の場所において提供

されるものに限る。） 

２月を 

超えるもの 

いわゆる学習塾（※１）（※２） 

入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校（大学

及び幼稚園を除く。）の児童、生徒又は学生を対象とした学力

の教授（役務提供事業者の事務所その他の役務提供事業者が当

該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限

る。） 

２月を 

超えるもの 

いわゆるパソコン教室 

電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技

術の教授 

２月を 

超えるもの 

いわゆる結婚相手紹介サービス 

結婚を希望する者への異性の紹介 

２月を 

超えるもの 

（※１）「家庭教師」および「学習塾」には、小学校または幼稚園に入学するためのいわゆる

「お受験」対策は含まれません。 

（※２）「学習塾」には、浪人生のみを対象にした役務（コース）は含まれません（高校生と
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浪人生が両方含まれるコースは全体として対象になります）。 

（※３）入学金、受講料、教材費、関連商品の販売など、契約金の総額が５万円を超えている

と対象になります。 

（※４）役務の内容がファックスや電話、インターネット、郵便等を用いて行われる場合も広

く含まれます。 

（定義 法第４１条） 

◎ 以下の場合などには、特定商取引法の特定継続的役務提供に係る規定が適用されません。

・事業者間取引の場合

・海外にいる人に対する契約

・国、地方公共団体が行う販売または役務の提供

・特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売

または役務の提供

・事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合

（適用除外 法第５０条） 

◎ 事業者が特定継続的役務提供又は特定権利販売について契約する場合には、それぞれ以下の

書面を消費者に渡さなければならないと定められています。また、これらの書面に記載すべ

き内容についても定められています。

A：契約の締結前に、当該契約の概要を記載した書面（概要書面）

B：契約の締結後に遅滞なく、契約内容について明らかにした書面（契約書面）

（書面の交付 法第４２条） 

◎ 誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するために、

役務の内容などについて、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良で

あり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。

（誇大広告等の禁止 法第４３条） 

◎ 特定継続的役務提供における、以下のような不当な行為を禁止しています。

○契約の締結について勧誘を行う際、または締結後、その解除を妨げるために、事実と違う

ことを告げること

○契約の締結について勧誘を行う際、または締結後、その解除を妨げるために、故意に事実

を告げないこと

○契約の締結について勧誘を行う際、または締結後、その解除を妨げるために、相手を威迫

して困惑させること

（禁止行為 法第４４条） 

◎ 特定継続的役務提供の契約をした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数え

て８日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により契約（※関連商品の販売契約

を含む）の解除（クーリング・オフ）をすることができます。

事業者が法定書面を交付しなかった場合や、法定書面にクーリング・オフができる旨が記載
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されていないなどの重要な事項が記載されていない場合には、クーリング・オフをする権利

が留保されていることになります。 

また、事業者が、契約の解除に関して事実と違うことを告げたり威迫したりすることにより、

消費者が誤認・困惑してクーリング・オフをしなかった場合には、上記期間を経過していて

も、消費者はクーリング・オフをすることができます。 

 「関連商品」について、特定継続的役務の提供の際、消費者が購入する必要がある商品を

「関連商品」として位置付け、消費者が本体の特定継続的役務提供などの契約をクーリン

グ・オフ（または中途解約）した場合には、その関連商品についてもクーリング・オフ（ま

たは中途解約）することができることとしています。具体的には、以下のものが政令で関連

商品として指定されています。 

○エステティック

・いわゆる健康食品

・化粧品、石けん（医薬品を除く）及び浴用剤

・下着類

・美顔器、脱毛器等

○語学教室、家庭教師、学習塾

・書籍（教材を含む）

・カセット・テープ、CD、CD-ROM、DVD 等のいわゆる学習用ソフト

・ファクシミリ機器及びテレビ電話

○パソコン教室

・電子計算機及びワードプロセッサー並びにこれらの部品及び付属品・書籍、カセッ

ト・テープ、CD、CD-ROM、DVD 等によりプログラム等を記録したもの

○結婚相手紹介サービス

・真珠並びに貴石及び半貴石

・指輪その他の装身具

（クーリング・オフ制度 法第４８条）

◎ 消費者は、クーリング・オフ期間の経過後においても、将来に向かって特定継続的役務提供

契約など（関連商品の販売契約を含む）を解除（中途解約）することができます。その際、

事業者が消費者に対して請求し得る損害賠償などの額の上限は、以下の通りです（それ以上

の額をすでに受け取っている場合には、残額を返還しなければなりません） 。

Ａ．契約の解除が役務提供開始前である場合 

契約の締結および履行のために通常要する費用の額として役務ごとに政令で

定める以下の額。 

エステティック ２万円 

語学教室 １万５，０００円 

家庭教師 ２万円 
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学習塾 １万１，０００円 

パソコン教室 １万５，０００円 

結婚相手紹介サービス ３万円 

Ｂ．契約の解除が役務提供開始後である場合（ａとｂの合計額） 

ａ 提供された特定継続的役務の対価に相当する額 

ｂ 当該特定継続的役務提供契約の解除によって通常生ずる損害の額として 

役務ごとに政令で定める以下の額 

エステティック
２万円または契約残額※の１０％に相当する額のいずれ

か低い額 

語学教室 
５万円または契約残額の２０％に相当する額のいずれか

低い額 

家庭教師 
５万円または当該特定継続的役務提供契約における一か

月分の授業料相当額のいずれか低い額 

学習塾 
２万円または当該特定継続的役務提供契約における一か

月分の授業料相当額のいずれか低い額 

パソコン教室 
５万円または契約残額の２０％に相当する額のいずれか

低い額 

結婚相手紹介サービス 
２万円または契約残額の２０％に相当する額のいずれか

低い額 

※「契約残額」とは、契約に関する役務の対価の総額から、すでに提供された役務の

対価に相当する額を差し引いた額のことです。

（中途解約 法第４９条） 

◎ 事業者が契約の締結について勧誘を行う際、以下の行為をしたことにより、消費者がそれぞ

れ以下の誤認をすることによって契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときには、

その意思表示を取り消すことができます。

・事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した

場合

・故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合

（不実等による取消し 法第４９条の２） 
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（業務提供誘引販売取引） 

１．相談事例 

相談例Ｏ 仕事を紹介するとして契約したインストラクターの養成講座を解約したい 

が、クーリング・オフに応じてくれない

ヨガの体験レッスンを受けたところ、インストラクター養成講座も開かれていることを知り、

習うなら指導者を目指してみたいと興味がわき、説明を聞いた。 

「仕事を紹介することもある。断ることもできる。自分でもやることもできる。」などと言わ

れた。また、もらったチラシには、「仕事を紹介します。こちらから紹介した派遣講師養成依頼

は極力断らないように」などと記載されていた。仕事を紹介してくれるならと思い、インストラ

クター養成講座を申し込んだ。契約書面は受領したが、クーリング・オフの記載はなかった。規

約には「最低１年間は解約できない」と記載があった。

講座を受講したが、非常にハードで疲れたため、受講時間を短くすることはできないか相談し

たが、その後、「受講できなくなりました。返金もできません。」という内容の通知がきた。消費

生活センターに相談し、クーリング・オフの通知をしたが、事業者はクーリング・オフに応じな

い。 

２．ここに注意！ 

業務提供誘引販売取引に該当する場合には、事業者は、契約締結までに概要書面を、契約

締結後に契約書面をそれぞれ交付しなければなりません。クーリング・オフは、原則として

契約書面を受領した日から２０日以内までとされています。 

契約書面にクーリング・オフに関することなど、重要な事項が記載されていない場合に

は、クーリング・オフの起算日は進行しないと解されています。 

仕事に就くため又は収入を得るために、仕事の提供やあっせんをするという事業者から、

先行して多額の商品を購入したり、高額な講習料を負担しなければならないということは、

常識的に考えにくいところです。業務が提供され収入が得られるので、先行の費用は取り戻

せると勧誘されても、実際には思ったような収入が得られないこともあります。契約者の能

力が仕事を提供する能力に達していないなどとして、事業者が仕事の提供を渋るケースなど

も多く見られています。契約の前に、業務を実際に提供するとされている会社に詳しい説明

を求めたり、ホームページで当該事業者の情報を点検するなど、慎重に対応することが必要

です。 

特定商取引法のクーリング・オフの通知書面の書き方例は７７ページをご参照ください。 

※クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルを避けるためにも特定記録郵便、書留、

内容証明郵便などで行うことが薦められます。

３．消費者の方々へのアドバイス 

◎ 特定商取引法の規制対象となる「業務提供誘引販売取引」は次のように定義されています。

①物品の販売（そのあっせんを含む。）又は有償で行う役務の提供（そのあっせんを含む。）の

事業であって

②その販売の目的物たる物品（以下「商品」という。）又はその提供される役務を利用する業

務（その商品の販売若しくはそのあっせん又はその役務の提供若しくはそのあっせんを行う

者が自ら提供を行い、又はあっせんを行うものに限る。）に従事することにより得られる利
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益（以下「業務提供利益｣という。）を収受し得ることをもって相手方を誘引し 

③その者と特定負担を伴うその商品の販売若しくはそのあっせん又はその役務の提供又はその

あっせんに係る取引

※「業務提供利益」とは、業務提供誘引販売取引の相手方を勧誘する際の誘引の要素となる

利益であり、その利益とは、提供又はあっせんされる業務に従事することにより得られる

収入のこととされています。

また、「業務」とは、「その役務の提供」等を行う者が「自ら提供を行う」もの又は「あっ 

せんを行う」ものとされています。 

（定義 法第５１条） 

業務提供誘引販売取引に当たる例としては、以下のようなものがあります。 

・販売されるパソコンとコンピューターソフトを使用して行うホームページ作成の在宅ワー

ク

・販売される着物を着用して展示会で接客を行う仕事

・販売される健康寝具を使用した感想を提供するモニター業務

・購入したチラシを配布する仕事

・ワープロ研修という役務の提供を受けて修得した技能を利用して行うワープロ入力の在宅

ワーク

◎ 業務提供誘引販売業者は、業務提供誘引販売取引を行うときには、勧誘に先立って、消費者

に対して、氏名や特定負担を伴う取引について勧誘する旨などを告げなければなりません。

（氏名等の明示 法第５１条の２） 

◎ 業務提供誘引販売取引業者が、契約の締結について勧誘を行う際、または締結後に取引の相

手方に契約を解除させないようにするために、嘘をつくことや威迫して困惑させるなど不当

な行為をすることを禁止しています。

（禁止行為 法第５２条） 

◎ 業務提供誘引販売業を行う者が業務提供誘引販売取引について広告する場合には、法で定め

た記載事項を表示することが義務付けられます。

（広告の表示 法第５３条） 

◎ 誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、

表示事項等について、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、

若しくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。

また、未承諾者に対する電子メール広告の提供も禁止されています。

（誇大広告の禁止等 法第５４条、法第５４条の３） 

◎ 業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引について契約する場合には、それぞ
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れ以下の書面を消費者に渡さなければならないと定められています。また、これらの書面に 

記載すべき内容についても定められています。 

A：契約の締結前に、当該業務提供誘引販売業の概要を記載した書面（概要書面） 

B：契約の締結後に遅滞なく、契約内容について明らかにした書面（契約書面） 

記載内容については、法で定められています。 

（書面の交付 法第５５条） 

◎ 業務提供誘引販売取引の契約をした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数

えて２０日間以内であれば、消費者は業務提供誘引販売業を行う者に対して、書面により契

約の解除（クーリング・オフ）をすることができます。

事業者が法定書面を交付しなかった場合や、法定書面にクーリング・オフができる旨が記載

されていないなどの重要な事項が記載されていない場合には、クーリング・オフをする権利

が留保されていることになります。

業務提供誘引販売業を行う者が、契約の解除に関して事実と違うことを言ったり威迫したり

することにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間

を経過していても、消費者はクーリング・オフをすることができます。

（クーリング・オフ制度 法第５８条）

◎ 業務提供誘引販売業を行う者が、契約の締結について勧誘をする際、以下のような行為をし

たことにより、消費者がそれぞれ以下のような誤認をしたことによって契約の申込み又はそ

の承諾の意思表示をしたときには、その意思表示を取り消すことができます。

・事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した

場合

・故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合

（不実等による取消し 法第５８条の２） 
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（訪問購入） 

１．相談事例 

相談例Ｐ クーリング・オフしたいと電話したが、その後連絡がない 

事業者から電話があり、「余っている洋服や靴、着物はありますか。洋服を２００円とか５０

０円で売った人は喜んでいました。」と言われ、「着物はないが洋服や靴ならある。」と答えた。

自宅に来た事業者に、言われた通り不要な洋服や靴を出すと、「貴金属はないか。」と言われたの

で、母の遺品である貴金属を出した。「金は酸化する。価値が下がる。」等と言われたので買い

取ってもらった。しかし、後で事業者が言っていることは嘘だと分かったので、クーリング・オ

フしたいと思い名刺の電話番号に３日間連絡し続けたが、留守番電話が流れるだけで連絡がとれ

ない。インターネットの口コミ情報で見つけた電話番号にかけて、「クーリング・オフしたい」

と伝えたが、「後でまた電話します」と言ったきり電話がない。

相談例Ｑ クーリング・オフの書面を送ると、転売したと言われた 

事業者から「衣類やバックなどの不要品の買取りのために訪問したい」と電話があり、来訪を

承諾した。事業者が来訪し、帯やゴルフバックなどを見せたが関心がないようで、「貴金属はな

いか」と聞かれたので指輪を出した。契約書と代金を受け取った。数日後、売却した指輪のひと

つをクーリング・オフしたいと思い、簡易書留でクーリング・オフ書面を送ると、事業者から

「既に指輪は転売した」と連絡があった。 

２．ここに注意！ 

自宅を訪れた事業者が貴金属等を強引に買い取るといった被害が急増したことから、特定

商取引法が改正され、「訪問購入」についての規制が追加されました（平成２５年２月２１

日施行）。 

訪問購入については、いわゆる飛び込み勧誘が禁止されています。例えば、「不要な着物

を売りたいので、契約について話を聞きたい」と、ある特定の物品について消費者から勧誘

の要請を受けて訪問をする場合であっても、訪問した際に「いらない指輪もあれば、売って

くれないか」等とその他の物品について勧誘をすることも、不招請勧誘として禁止されてい

ます。また、購入業者には勧誘目的の明示や書面の交付が義務付けられました。 

売主である消費者は、必要事項が記載された書面を受け取ってから８日間は、無条件で契

約の解除（クーリング・オフ）が可能で、販売代金を返還し、購入業者に引き渡した物品を

取り戻すことができます。また、クーリング・オフ期間中は、物品の引渡しを拒み、手元に

置いておくこともできます。 

特定商取引法のクーリング・オフの通知書面の書き方例は７７ページをご参照ください。 

※クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルを避けるためにも特定記録郵便、書留、

内容証明郵便などで行うことが薦められます。

３．消費者の方々へのアドバイス 

◎ 特定商取引法は、「訪問購入」とは、物品の購入を業として営む者が営業所等以外の場所に

おいて、売買契約の申し込みを受け、又は売買契約を締結して行う物品の購入をいうと定義

しています。

（定義 法第５８条の４） 
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◎ ただし、以下の物品、取引態様については、規制の適用除外となります。

○政令で指定された規制の適用対象から除外されている物品（政令第１６条の２）

① 自動車（二輪のものを除く）

② 家庭用電気機械器具（携行が容易なものを除く。）

③ 家具

④ 書籍

⑤ 有価証券

⑥ レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプロ

グラムを記録した物

○適用除外となる取引態様

①訪問購入に係る規制の全てが適用されない場合【全面適用除外】

事業者間取引、本邦外に在る者に対する取引、国又は地方公共団体等が行う取引及び事業

者会社内で従業員に対して行う取引については、訪問購入の規定の適用を受けません。

②事業者の氏名等明示（法第５８条の５）、勧誘意思確認義務及び再勧誘の禁止（法第５８

条の６第２項、第３項）以外の規定が適用されない場合【部分的適用除外】

・消費者自ら自宅での契約締結を請求した場合  （法５８条の１７第２項第１号） 

・いわゆる御用聞き取引の場合   （政令第１６条の３第１号） 

・いわゆる常連取引の場合   （政令第１６条の３第２号及び第３号） 

・転居に伴う売却の場合  （政令第１６条の３第４号及び省令第５６条） 

（適用除外 法第５８条の１７） 

◎ 購入事業者が、売買契約の締結に関する要請をしていない消費者に対して、営業所等以外の

場所で勧誘を行うことはできません。また、消費者から勧誘の要請を受けて訪問した場合も、

勧誘に先立って、消費者に勧誘を受ける意思があるかを確認しなければなりません。また、

一度、取引を断った消費者に対して再勧誘することも禁止となります。

（不招請勧誘の禁止等 法第５８条の６） 

◎ 訪問購入事業者は、契約に際し、物品の種類や特徴、購入価格、引渡しの拒絶やクーリン

グ・オフに関する事項などの取引内容を明確にする事項が記載された書面を売主である消費

者に交付しなければなりません。

（書面の交付 法第５８条の７、第５８条の８） 

◎ 売主である消費者は、クーリング・オフが認められる８日間は、債務不履行に陥ることなく、

購入者に対し物品の引渡しを拒むことができます。

（物品の引渡しの拒絶 法第５８条の１５） 

また、購入事業者は物品の引渡しを受ける時点で消費者に対し、この期間において物品の引

渡しを拒むことができることを告げなければなりません。  

（物品の引渡しの拒絶に関する通知 法第５８条の９） 

また、購入事業者が物品の引渡しを受けるために、上記引渡しの拒絶ができる等のことにつ
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いて不実のことを告げたり、人を威迫して困惑させることは禁止されています。 

（物品の引渡しに関する禁止行為 法第５８条の１０） 

◎ 訪問購入契約が締結された場合であっても、必要事項が記載された書面を交付された日から

起算して８日以内であれば、売主である消費者は、無条件で契約の解除が可能です。クーリ

ング・オフは、売主が購入事業者に対し書面を発した時に効力が発生します。

  売主である消費者がクーリング・オフを行った場合、購入事業者は損害賠償や違約金を請求

することはできません。また、代金の返還費用や利息は、購入事業者が負担することになり

ます。 

（クーリング・オフ制度 法第５８条の１４）

◎ クーリング・オフの実効性を担保するため、購入事業者がクーリング・オフ期間中に売主か

ら引渡しを受けた物品を第三者に引渡すときは、第三者に対して、引き渡した物品がクーリ

ング・オフの対象物品であることを書面で通知することが義務付けられています。

（物品を引き渡した第三者への通知 法第５８条の１１の２） 

また、売主である消費者に対しては、第三者に物品を引渡した旨を通知しなければなりせん。 

 （第三者への物品の引渡しについての消費者への通知 法第５８条の１１） 
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（送り付け商法） 

１．相談事例 

相談例Ｒ 注文していない携帯電話が届いた 

宅配業者から荷物が届いた。送り主の事業者名に心当たりはなかったが、宛名には自分のフル

ネームが漢字で書いてあったので箱を開けてみると、中には携帯電話が１台入っているだけで、

納品書や請求書はなかった。普段インターネットで買い物はするが、携帯電話を注文した覚えは

ない。念のために、注文確認メールが届いているか、パソコンのメールの履歴を調べてみたが、

事業者からの受信メールは見当たらなかった。家族にも確認したが、事業者や携帯電話のことは

知らないと言われた。送付状に書いてある事業者の電話番号に連絡すると留守番電話に繋がった

が、メッセージは残さなかった。注文した覚えのない商品なので、どのように対処すれば良いか。

２．ここに注意！ 

特定商取引法では、購入の申込みをしていない者に、販売事業者が一方的に商品を送り付

け、相手方から商品の返送又は購入しない旨の通知がない限り勝手に購入の意思があるとみ

なして代金の請求をするネガティブ・オプション（送り付け商法）に関する規定を定めてい

ます。 

商品の送付があった日を含む１４日間、又は商品の引取りの請求をした日を含む７日間

が経過した場合は、販売事業者は商品の返還を請求することができなくなります。 

商品を送り付けられた消費者は、１４日間又は 7 日間は自宅などに保管して、転売や廃

棄などをしないようにしましょう。送り返してほしいと言われても送料を負担する必要も

なく、配送手続きの義務もありません。事業者から代金の請求があったら警察に相談する

ことをお薦めします。 

３．消費者の方々へのアドバイス 

◎ 特定商取引法では、申込者等以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに

係る商品を送付した場合等において、商品の送付があった日から起算して１４ 日を経過する

日（商品の送付を受けた者が販売事業者に対して商品の引取りの請求をした場合には、請求

をした日から起算して７日を経過する日）までに、商品の送付を受けた者が申込みを承諾せ

ず、かつ、販売事業者がその商品の引取りをしないときは、販売事業者は送付した商品の返

還を請求することができません。

（法第５９条） 
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（先物取引） 

１．相談事例 

相談例Ｓ 突然訪問した業者に巧みに勧誘され、契約した先物商品取引で大きな損失が

出た

 若い女性が自宅を訪れ、金の商品先物取引の勧誘をした。自分は年金生活で、貯金もないと

言って断った。 

 数日後、女性は上司を連れて再訪した。上司は商品先物取引についてひと通り説明をしたが、

私は再度、年金生活で貯金がないと言って断った。上司は「定期預金はあるだろう」、「金の先物

取引は、定期預金よりは若干有利だ」、「昔の小豆の取引とかとは違い、今は金の取引だから問題

ない」等と言葉巧みに勧誘してきた。結局１口７０万円を４口契約することとなった。その日の

うちに、事業者の車で一緒に銀行に行き、定期預金１，０００万円を解約して指定の口座に金額

を振り込んだ。 

 その後、何度も損失が出て、追加契約を勧誘され契約したが、半年くらい経ち、このままでは

家や土地までは取られるのではないかと怖くなり、事業者に取引をやめると言ってなんとか取引

を止めたが、お金はほとんど戻らない。 

相談例Ｔ 取引終了後も、しつこく勧誘電話がかかってくる 

先物取引事業者が、取引を終了した後もしつこく電話をかけてくる。最近では１日に２回だっ

たり、朝７時半にかかってくることもある。 

この事業者とは金の現物取引を行っており、その後、プラチナの先物取引を勧められた。無断

売買等の行為はなかったが、結局１千万円くらい損失を出し、先月、全ての取引を手じまいした。

しかし、その後も X から電話がかかってきて迷惑している。 

２．ここに注意！ 

商品先物取引は、一般的な商取引とは異なり、事前に取引の仕組みやルールを充分理解

し、商品知識や商品の需要動向等を知ることが必要です。取引は少額の証拠金（総額の３

～８%）を担保として預託し、売買を行います。証拠金の額に比べて１０数倍～３０数倍の

取引をするため、相場の変動により大きな利益を期待できる反面、それと同等の損失を被

る可能性がある「ハイリスク・ハイリターン」の取引です。商品の価格は日々変動するた

め、相場の動きを自ら確認できる方法等を知った上で、自己責任のもとで取引を行ってく

ださい。商品先物取引法では、商品先物取引事業者に対して、商品先物取引の仕組み・リ

スク等の説明を義務付けるとともに、利益を生じることが確実であると誤認させるような

断定的な判断の提供や迷惑勧誘などの不当な勧誘を禁止しています。 

３．消費者の方々へのアドバイス 

商品先物取引法では、事業者に対して、契約締結前の書面交付や交付時の説明義務、勧誘

時等の禁止行為を定め、顧客保護を図っています。事業者が法令を遵守しているかどうかは、

取引を行う上での信頼性にもつながりますので、事前に規制の概要を把握しておきましょう。 

●契約締結前の顧客保護体制

◎ 商品先物取引業者は、契約締結前に、顧客に対して法令で定められた記載事項を記載した書

面を交付するとともに、交付書面に掲げる事項について商品デリバティブ取引の仕組み・リ
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スク等を説明することが義務付けられています。

（書面交付及び説明義務 法第２１７条及び第２１８条） 

◎ 商品先物取引業者は、顧客の知識、経験、財産の状況及び商品取引の目的に照らして不適当

と認められる勧誘を行い、顧客の保護に欠けるような取引を行ってはなりません。

 （適合性の原則 法第２１５条） 

●不当な勧誘等の禁止

・利益を生じることが確実であると誤認させるような断定的判断を提供し、又は確実あると

誤認させるおそれのあること（「必ず儲かる」、「損はさせない」など）を告げて勧誘

すること。                                （断定的判断の提供の禁止）

・顧客に対し虚偽のことを告げること。                （虚偽事実の告知の禁止）

・取引を行わない旨の意思表示をした顧客に対し、勧誘すること。   （再勧誘の禁止）

・夜間・早朝、勤務時間中等の迷惑な時間帯での電話、訪問による勧誘、顧客の意思に反し

た長時間の勧誘、大声を挙げる等威迫し、困惑させ、又は不安の念を生じさせるような勧

誘等を行うこと。                                      （迷惑勧誘）

・勧誘に先立ち、会社名や商品先物取引の勧誘である旨を告げないこと、勧誘を受ける意思

の確認を行わないこと。                        （勧誘を受ける意思の確認）

・勧誘の要請をしていない個人顧客に対し、訪問し、又は電話をかけて、商品取引契約の締

結を勧誘すること。                             （不招請勧誘の禁止※）

・国内外の商品市場取引につき、顧客が指示しなければならない事項（数量、対価の額又は

約定価格等）について、顧客から指示を受けないで取引の注文を受けること。

 （一任売買の禁止） 

・顧客からの注文を執行する前に自己のために売付け又は買付けをすること

（フロントランニングの禁止）

・顧客に対し、同一の商品取引所の同一の商品について、同一の限月の売建玉と買建玉を同

一枚数取引することを勧めること。                       （両建て勧誘の禁止）

・取引を止めたいと申し出た顧客者に対して取引継続を勧めること。

  （仕切り拒否の禁止） 

（法第２１４条各号、施行規則第１０３条第１項各号） 

●損失補てん等の禁止

◎ 商品先物取引業者、顧客側のいずれも損失補填の申込みや約束等をすること、実際に補填を

することを禁止しています。                     （法第２１４条の３第１項）

◎ 取引の媒介を行う商品先物取引仲介業者についても、顧客に対し、商品デリバティブ取引の

仕組み・リスクを説明する義務があり、顧客に対して、不確実な事項について断定的判断を

提供し、又は確実であると誤認させるおそれがあることを告げて勧誘することなどが禁止さ

れています。

（法第２４０条の１６及び第２４０条の１８） 
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※不招請勧誘禁止の例外となる類型が追加されました

 不招請勧誘については、一定の例外（損失限定取引の勧誘等）を除き、禁止しています

が、商品先物取引法施行規則等の改正（平成２７年６月施行）に伴い、例外となる類型が

追加されました。 

例外対象となったのは、①ハイリスク取引の経験者（自社契約者）への勧誘、②ハイリ

スク取引の経験者（他社との契約者）への勧誘、③一定の要件を満たす未経験者に対する

勧誘です。ハイリスク取引とは商品先物取引、金融店頭デリバティブ取引、金融市場デリ

バティブ取引及び有価証券の信用取引をいいます。③の一定の要件は、（１）６５歳未満

の者、（2）主として年金等により生計を維持している者でないこと、（3）年収８００

万以上又は金融資産２，０００万円以上の者であり、取引上のリスク等について適切に理

解している者や、商品先物の専門的知識を有すると考えられる資格（弁護士、公認会計士

等）を有する者です。 

また、今回の改正では、顧客保護の観点から、事業者に対して契約前及び契約後の措置

規定を追加しています。契約前の措置として、未経験者に対しては、年収、金融資産申告

書の確認や取引のリスク（損失額が証拠金の額を上回るおそれがあること等）を理解して

いることを確認するテストを実施することが義務付けられました。 

契約後の措置としては、未経験者に対しては、契約を締結した日から１４日を経過しな

いと、取引の勧誘を行うこと及び取引の指示を受けることができないとしています。未経

験者から申込みを受けた事業者は、投資上限額（年収と保有金融資産額の合計の３分の１

の額を上限とした額）を設定し、契約１年以内にあっては、投資上限額を超えた取引証拠

金等は受領できず、証拠金が投資上限額に達した場合には、決済を結了しなければならな

いとしています。 

商品先物取引制度の詳細については、下記をご覧ください。 

http://www.meti.go.jp/policy/commerce/index.html 
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（先物取引：無許可） 

１．相談事例 

相談例Ｕ 無許可の先物取引事業者と連絡が取れない、情報はないか 

２年ほど前から自宅に訪問してきた先物取引事業者に、数回にわけて数百万円の投資をした。

今までに配当金として数十万円を受け取ったが、１年ほど前から、この事業者と全く連絡が取れ

ない。無許可事業者のようだが、情報はないか。 

２．ここに注意！ 

先物取引とは、将来の一定期日に一定の商品を売り又は買うことを約束して、その価格

を現時点で決める取引です。国内商品市場取引、外国商品市場取引及び店頭商品デリバ

ティブ取引を業として行う事業者は、国から「商品先物取引事業者」として許可を受けな

ければなりません。しかし、「無許可事業者から、訪問や電話での勧誘を受けた」等の相

談も寄せられています。無許可事業者との取引は行わないように注意してください。 

３．消費者の方々へのアドバイス 

◎ 経済産業省では、ホームページ上で先物取引事業者等一覧、商品先物取引仲介事業者等一覧

を公表していますので、勧誘をしてくる事業者の名称と許可番号を確認してください。そし

て、無許可事業者から勧誘を受けても、契約・取引を行わないよう、十分に注意してくださ

い。

また、経済産業省及び農林水産省では、「商品先物取引業者」の許可を受けた業者を公表す

るとともに、無許可で商品先物取引業を行っていることを確認した者に、警告を発出する他、

対象となる者の名称等を公表しています。併せて確認することをお勧めします。

詳しくは経済産業省ＨＰをご覧ください。

http://www.meti.go.jp/policy/commerce/page3.html 
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（製品の安全性） 

相談例Ｖ 長期使用製品安全点検制度、長期使用製品安全表示制度について 

１．相談事例 

事例① 

相談者は７０代の男性。 

メーカーから石油給湯器を購入したが、所有者情報を登録するようにと言われた。

消費生活センターでは、「長期使用製品安全点検制度」の概要説明はしたが、相談者は「法律

上の義務でないなら登録したくない。」と言っている。石油給湯器の所有者が所有者情報を登録

することは法律で決められた義務なのか。 

事例② 

 居住する賃貸住宅に付いているガスエアコン本体を見たところ、99 年製と書かれている。こ

の住宅には以前別の者が何年間か住んでいたが、このガスエアコンについて、一度も点検等は実

施されなかったと聞いている。 

 洗濯機を見ると長期使用製品の点検のことが書いてあった。ガスエアコンに点検の義務はある

か。点検の義務がある場合、誰の義務になるか。 

２．ここに注意！ 

製品を長期間使用することに伴い発生する経年劣化による製品事故を防止し、製品を安全

に使用できるようにするため、平成２１年４月１日から「長期使用製品安全点検制度」、

「長期使用製品安全表示制度」が設けられています。（平成２１年（２００９年）４月１日

以降に販売された製品が対象となります。） 

「長期使用製品安全点検制度」は、経年劣化による重大事故発生のおそれが高い製品を対

象とし、その製品の所有者が製造・輸入事業者に対して所有者情報を提供することによっ

て、製造・輸入事業者が設計標準使用期間に応じて、所有者情報の登録された住所に点検時

期を通知し、消費者の求めに応じて、点検、修理に有償で応じる制度です。現在、９品目
（注１）が対象製品（特定保守製品）となっています。 

また、「長期使用製品安全表示制度」は、重大事故発生率は高くないものの、事故件数が

多い製品を対象とし、製造・輸入事業者が、設計標準使用期間を製品に表示する制度です。

経年劣化によるリスクの注意喚起の表示等により、消費者に情報提供を行う制度です。現

在、５品目 （注２）が対象製品となっています。 

（注１） 

  ＜特定保守製品＞ 

・屋内式ガス瞬間湯沸器（都市ガス用、ＬＰガス用）

・屋内式ガスふろがま（都市ガス用、ＬＰガス用）

・石油給湯器

・石油ふろがま

・密閉燃焼式石油温風暖房機

・ビルトイン式電気食器洗機

・浴室用電気乾燥機

※上記の特定保守製品には、点検時期のお知らせ機能（お知らせランプが点灯／点滅する等）を搭

載しているものもあります。
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（注２） 

・扇風機

・電気冷房機（エアコン）

・換気扇

・ブラウン管テレビ

・洗濯機
※洗濯機（乾燥装置を有するものを除く。）及び脱水機（洗濯機と一体になっているものに限る。）

３．消費者の方々へ 

製品が古くなると部品等が劣化し、火災や死亡事故を起こすおそれがあります。 

◎ 「長期使用製品安全点検制度」では、消費者自身による点検が難しく、経年劣化による重大

製品事故のおそれが高い９品目を「特定保守製品」に指定しています。特定保守製品について

経年劣化に起因する事故が生じた場合、ご自身だけではなく他人にも危害を及ぼすおそれがあ

ることにも留意して、点検期間中に点検を行う等、製品の保守に努めてください。また、所有

者が所有者情報を提供することで、製造・輸入事業者は、所有者に特定保守製品の点検時期や

特定保守製品の適切な保守に関する通知を行うことが可能となります。対象製品を購入した際

は、所有者登録を行ってください（なお、所有者登録以降に所有者の居住地や所有者の変更等

登録事項に変更があった場合には、できるだけ製品や添付文書に表示された連絡先に連絡を

行ってください。）。

登録した所有者に対して、点検期間が開始する６か月前から点検期間開始日までの間に、製

造・輸入事業者から、特定保守製品のため点検を行う必要があること、点検を求める場合の連

絡先、点検料金の内訳及び金額の目安等を記載した点検通知が届きますので、点検を受けま

しょう。 

※特定保守製品の所有者登録と点検等の保守は、所有者（消費者等）の責務です。

また、平成２１年４月１日よりも前に製造・購入された該当製品についても、製造時期を確

認し、メーカーによる点検を受けましょう。 

◎ 「長期使用製品安全表示制度」では、５品目について、設計上の標準使用期間と経年劣化

についての注意喚起等の表示を行うこととしています。

対象製品には、次の表示事項を、機器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ容易に

消えない方法で表示することとされています。

 設計上の標準使用期間が過ぎたら、異常音や振動、においなど製品の変化に注意するととも

に、変化を感じた場合にはメーカー等の点検を受けましょう。 

・製造年

・設計上の標準使用期間（標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障なく

使用することができる標準的な期間として、設計上設定された期間をいう。）

・「設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故

に至るおそれがある」旨 
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クーリング・オフの通知書面の書き方について

① 割賦販売法上のクーリング・オフの通知書面の書き方 例

（
注
）

《
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
方
法
》

◎
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
を
す
る
こ
と
を
必
ず
書
面
で
、
ク
レ

ジ
ッ
ト
契
約
の
相
手
方
に
通
知
し
て
く
だ
さ
い
。
ク
ー

リ
ン
グ
・
オ
フ
は
書
面
を
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
に
発
送
し

た
時
に
効
力
を
生
じ
ま
す
。

ポ
イ
ン
ト

●

ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
の
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ

書
面
の
発
信
を
も
っ
て
、
同
時
に
売
買
契

約
又
は
役
務
提
供
契
約
を
ク
ー
リ
ン
グ
・

オ
フ
し
た
も
の
と
見
な
さ
れ
ま
す
。
た
だ

し
、
販
売
店
等
に
も
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ

書
面
を
発
送
す
る
場
合
に
は
、
必
ず
ク
レ

ジ
ッ
ト
会
社
に
対
し
て
先
に
（
又
は
同
時

に
）
発
送
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

ポ
イ
ン
ト

●

書
面
は
、
郵
送
な
ど
を
す
る
前
に
コ
ピ
ー

を
取
り
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
発
送
し
た
記
録
の
残
る
方
法
（
簡
易

書
留
郵
便
等
）
で
送
付
し
ま
し
ょ
う
。(

後

で
、
よ
り
確
実
な
証
拠
と
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。) 

（
上
記
は
は
が
き
に
よ
る
記
載
例
で
す
が
、

封
書
で
あ
っ
て
も
構
い
ま
せ
ん
）

申
込
日

○
年

○
月

○
日

書
面
受
領
日

○
年

○
月

○
日

①

販
売
店
名

②

販
売
店
住
所

③

電
話
番
号

④

商
品
・
役
務
の
名

右
記
日
付
の
申
し
込
み
を
撤
回
し
、
又
は
契
約
を
解
除

し
ま
す
。

平
成

○
年

○
月

○
日

○
○
○
○
○

○
○
○
○
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社

○
○
○
○
○
○
課
行

住
所

契
約
者
名
（
フ
リ
ガ
ナ
含
む
）

電
話
番
号

参 考 
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② 特定商取引法上のクーリング・オフの通知書面の書き方 例

（
注
）

《
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
方
法
》

◎
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
を
す
る
こ
と
を
必
ず
書
面
で
、
販
売

会
社
に
通
知
し
て
く
だ
さ
い
。

ポ
イ
ン
ト

●

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
は
契
約
の
申
込
み
の

撤
回
又
は
契
約
の
解
除
す
る
旨
の
書
面
を

発
送
し
た
と
き
に
成
立
し
ま
す
。

ポ
イ
ン
ト

●

書
面
は
、
郵
送
な
ど
を
す
る
前
に
コ
ピ
ー

を
取
り
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
発
送
し
た
記
録
の
残
る
方
法
（
簡
易

書
留
郵
便
等
）
で
送
付
し
ま
し
ょ
う
。(

後

で
、
よ
り
確
実
な
証
拠
と
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。) 

（
上
記
は
は
が
き
に
よ
る
記
載
例
で
す
が
、

封
書
で
あ
っ
て
も
構
い
ま
せ
ん
）

契
約
申
込
日

○
年

○
月

○
日

販
売
会
社
名

担
当
者
名

商
品
又
は
役
務
名

契
約
金
額

右
の
契
約
を
解
除
し
ま
す
（
又
は
契
約
の
申
込
み
を
撤

回
し
ま
す
）。

平
成

○
年

○
月

○
日

○
○
○
○
○

○
○
○
○
販
売
株
式
会
社

御
中

住
所

契
約
者
名
（
フ
リ
ガ
ナ
含
む
）

電
話
番
号
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（ 資 料 ） 
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区
　

　
　

分
北

海
道

東
北

関
東

中
部

近
畿

中
国

四
国

九
州

沖
縄

局
　

計
本

省
合

　
計

平
成

２
８

年
度

受
付

件
数

3
6
2

2
8
9

1
,9

0
0

5
9
9

8
4
1

3
7
2

1
3
4

5
6
6

7
3

5
,1

3
6

2
,3

7
3

7
,5

0
9

区
　

　
　

分
北

海
道

東
北

関
東

中
部

近
畿

中
国

四
国

九
州

沖
縄

局
　

計
本

省
合

　
計

電
　

　
　

話
3
5
0

2
8
0

1
,8

2
3

5
8
3

7
8
4

3
4
3

1
2
8

5
5
4

7
1

4
,9

1
6

2
,0

4
1

6
,9

5
7

面
　

　
　

接
9

4
5

6
7

1
8

2
5

1
5
7

4
6
1

文
　

書
　

等
1

0
6

3
5

2
2

2
0

2
1

1
9

4
0

電
子

メ
ー

ル
2

5
6
6

7
4
5

9
2

5
1

1
4
2

3
0
9

4
5
1

計
3
6
2

2
8
9

1
,9

0
0

5
9
9

8
4
1

3
7
2

1
3
4

5
6
6

7
3

5
,1

3
6

2
,3

7
3

7
,5

0
9

第
１

表
　

受
付

局
別

相
談

件
数

第
２

表
　

受
付

局
別

・
受

付
方

法
別

相
談

件
数

78



品
質

性
能

安
全

性
サ

ー
ビ

ス
表

示
規

格
計

量
価

格
製

品
計

割
賦

前
払

割
賦

訪
問

販
売

通
信

販
売

電
話

勧
誘

販
売

連
鎖

販
売

等

特
定

継
続

的
役

務
提

供

業
務

提
供

誘
引

販
売

取
引

訪
問

購
入

先
物

取
引

契
約

そ
の

他
契

約
計

個
人

情
報

そ
の

他
合

計
商

品
別

比
率

繊
維

製
品

3
2

3
1
7

3
2
8

1
0

6
0

8
0

9
1

1
1

1
3

1
8
4

2
8

2
2
2

3
.0

%

電
気

製
品

5
4

3
7

1
1
9

2
7

1
4

2
2
5
3

2
7

5
6

7
7

9
1
6

1
2

6
3
3

2
2
7

1
5
4

5
3
5

7
.1

%

機
械

器
具

3
6

2
2

1
1
3

9
1

8
1
8
9

5
7

1
8
6

1
0
3

1
5

2
6

1
4

2
4

5
3

3
7
0

3
6
2

6
2
4

8
.3

%

住
居

1
2

1
2

1
5

3
3

2
4
7

7
1
1
7

3
2

7
4

1
8

1
8
5

5
8

2
9
0

3
.9

%

台
所

・
家

庭
用

品
1
2

4
7

8
1

3
2

1
1
7

6
8

6
5
1

1
1

2
6

1
5
3

4
1
2

2
0
1

2
.7

%

文
化

・
ス

ポ
ー

ツ
用

品
3

2
2
1

8
2

3
6

2
1

1
1
2
7

1
4
1

2
1

5
9

1
0

4
5

3
4

4
1
4

5
4
2

4
9
7

6
.6

%

エ
ネ

ル
ギ

ー
4

1
2
2

2
3
3

6
2

1
2
2

3
1

1
4
8

7
6

2
5
0

1
9
0

2
.5

%

役
務

2
1

5
4

1
2

6
0

3
8
0

2
6
8

4
9
9

4
5
3

1
6
5

7
5

6
6
2

7
7

4
2
0
5

2
,7

8
8

1
1
6

3
2
8

3
,2

9
2

4
3
.8

%

そ
の

他
4

5
2
3

1
8

4
5
4

6
8

1
6
2

3
2
3

1
8
3

1
6
1

1
6
1

6
2

4
7

8
4

1
,1

5
2

2
8

4
2
4

1
,6

5
8

2
2
.1

%

合
　

計
1
3
0

8
6

3
7
7

9
3

2
2

5
3

7
6
1

5
7
2

2
7
0

1
,1

4
6

1
,2

7
7

4
0
9

3
4
4

6
7
5

1
5
6

1
5
8

4
8

4
9
4

5
,5

4
9

1
6
1

1
,0

3
8

7
,5

0
9

1
0
0
.0

%

事
項

別
比

率
1
.7

%
1
.1

%
5
.0

%
1
.2

%
0
.3

%
0
.7

%
1
0
.1

%
7
.6

%
3
.6

%
1
5
.3

%
1
7
.0

%
5
.4

%
4
.6

%
9
.0

%
2
.1

%
2
.1

%
0
.6

%
6
.6

%
7
3
.9

%
2
.1

%
1
3
.8

%
1
0
0
.0

%
－

事
項

別
　

　
商

品
別

製
品

契
約

第
３

表
　

事
項

別
・
商

品
大

分
類

別
相

談
件

数

79



品
質

性
能

安
全

性
サ

ー
ビ

ス
表

示
規

格
計

量
価

格
製

品
計

割
賦

前
払

割
賦

訪
問

販
売

通
信

販
売

電
話

勧
誘

販
売

連
鎖

販
売

等

特
定

継
続

的
役

務
提

供

業
務

提
供

誘
引

販
売

訪
問

購
入

先
物

取
引

契
約

そ
の

他
契

約
計

個
人

情
報

そ
の

他
合

計

背
広

服
類

コ
ー

ト

セ
ー

タ
ー

類

シ
ャ

ツ
類

男
性

用
衣

類
2

4
6

1
1

2
1

2
5

3
0

1
3
7

ス
ー

ツ
・
ワ

ン
ピ

ー
ス

類

コ
ー

ト

ス
カ

ー
ト

・
ス

ラ
ッ

ク
ス

セ
ー

タ
ー

類

シ
ャ

ツ
類

女
性

用
衣

類
1

1
2

4
3

2
7

1
3

2
3
6

2
1

4
3

制
服

類

コ
ー

ト
・
セ

ー
タ

ー
類

シ
ャ

ツ
類

子
供

用
衣

類
1

1
2

2
3

制
服

類
1

1
1

2

男
性

下
着

1
1

2
2

1
3

5

女
性

下
着

1
4

1
6

6

子
供

下
着

1
1

1

長
着

・
襦

袢
着

類

羽
織

・
コ

ー
ト

類

帯
・
和

服
小

物
類

1
1

1

和
服

5
1
1

3
4

3
2
6

2
2
8

寝
衣

寝
衣

布
団

・
毛

布
類

2
2
8

4
7

4
1

1
4
2

シ
ー

ツ
・
寝

具
カ

バ
ー

類
4

4
4

わ
た

・
糸

類

生
地

類
5

1
6

6

床
敷

物
・
ク

ッ
シ

ョ
ン

類
1

2
3

3
2

1
6

9

カ
ー

テ
ン

類
1

1
2

2
4

5

カ
バ

ー
類

1
1

2
2

帽
子

・
手

袋
・
靴

下
類

小
物

類

衛
生

衣
服

類

洋
服

小
物

5
1

6
9

1
1

1
1

1
1
8

衛
生

衣
服

類

そ
の

他
そ

の
他

の
繊

維
製

品
1

1
3

5
1

2
1

4
1

1
0

大
分

類
　

計
3

2
3

1
7

3
0

2
8

1
0

0
6
0

8
0

0
9

0
1

1
1

0
1
3

1
8
4

2
8

2
2
2

第
４

表
　

事
項

別
・
商

品
小

分
類

別
相

談
件

数

大
分

類
中

分
類

小
分

類

製
品

契
約

繊
維

製
品

男
性

外
衣

・
中

衣

女
性

外
衣

・
中

衣

子
供

外
衣

・
中

衣

下
着

和
服

寝
具

わ
た

・
糸

・
生

地 繊
維

雑
品

80



品
質

性
能

安
全

性
サ

ー
ビ

ス
表

示
規

格
計

量
価

格
製

品
計

割
賦

前
払

割
賦

訪
問

販
売

通
信

販
売

電
話

勧
誘

販
売

連
鎖

販
売

等

特
定

継
続

的
役

務
提

供

業
務

提
供

誘
引

販
売

取
引

訪
問

購
入

先
物

取
引

契
約

そ
の

他
契

約
計

個
人

情
報

そ
の

他
合

計

暖
房

用
電

熱
機

器
1

4
1

1
1

8
1

1
2

1
0

調
理

用
電

熱
機

器
3

4
5

1
2

3
3

1
1

8
1

2
1

工
作

・
工

芸
用

電
熱

機
器

電
気

ア
イ

ロ
ン

類
2

2
1

1
3

そ
の

他
の

電
熱

機
器

1
2

2
1

6
1

6
1

8
1

1
5

電
気

冷
暖

房
機

器
類

4
2

1
0

3
3

2
2

2
2

2
6

5
3
3

電
気

掃
除

機
類

2
5

2
9

2
5

1
8

1
1
8

電
気

洗
濯

機
類

1
1

8
1

1
1

1
1

2
1

1
4

電
気

冷
凍

・
冷

蔵
庫

類
1

3
1

5
1

3
1

1
2

8
1
3

電
動

工
具

類
1

1
1

1
2

そ
の

他
の

電
動

機
器

3
1

5
1

1
0

3
6

2
2

1
1

1
5

2
5

映
像

機
器

・
付

属
機

器
1
1

2
2
5

1
3

4
2

2
1

8
2

2
2

1
7

3
6
2

音
声

機
器

・
付

属
機

器
3

2
7

1
2

7
1

8
2
0

通
信

装
置

・
機

器
・
付

属
品

1
7

7
3
6

6
2

6
8

2
1

9
1
9

3
5

1
6

7
3

2
9

1
7
0

上
記

の
関

連
器

具
1

2
3

1
4

1
6

9

そ
の

他
の

電
子

機
器

1
1

1

白
熱

電
球

、
蛍

光
ラ

ン
プ

・
同

器
具

4
2

1
2

1
1
0

1
3

1
1

6
7

2
3

そ
の

他
の

光
源

機
器

1
1

1
1

2

電
気

理
美

容
機

器
1

1
4

6
4

5
1

1
0

1
6

電
気

脱
毛

・
医

療
機

器
1

1
1
3

3
1

3
3

2
3

1
2
5

電
気

水
処

理
機

器
・
付

属
品

1
3

1
1

2
8

1
9

防
犯

警
報

機
器

電
源

・
配

線
器

具
類

1
5

6
1

1
3

3
1

2
6

2
2
1

そ
の

他
の

電
気

製
品

1
3

4
2

1
0

1
2

5
1

1
1
0

1
2

2
3

大
分

類
　

計
5
4

3
7

1
1
9

2
7

1
4

2
2
5
3

2
7

0
5
6

7
7

9
1
6

1
2

6
0

3
3

2
2
7

1
5
4

5
3
5

第
４

表
　

事
項

別
・
商

品
小

分
類

別
相

談
件

数

大
分

類
中

分
類

小
分

類

製
品

契
約

電
気

製
品

電
熱

機
器

電
動

機
器

電
子

機
器

光
源

機
器

そ
の

他

81



品
質

性
能

安
全

性
サ

ー
ビ

ス
表

示
規

格
計

量
価

格
製

品
計

割
賦

前
払

割
賦

訪
問

販
売

通
信

販
売

電
話

勧
誘

販
売

連
鎖

販
売

等

特
定

継
続

的
役

務
提

供

業
務

提
供

誘
引

販
売

取
引

訪
問

購
入

先
物

取
引

契
約

そ
の

他
契

約
計

個
人

情
報

そ
の

他
合

計

乗
用

自
動

車
1
1

1
2

3
2
6

4
9

2
2
0

3
4

2
7

1
0
5

1
2
1

1
5
3

そ
の

他
の

自
動

車
1

1
3

2
5

2
8

二
輪

自
動

車
3

1
4

1
4

8
4

1
7

2
1

自
転

車
4

3
3

1
0

7
3

2
1
2

1
2
3

車
両

用
品

、
そ

の
他

の
車

両
1

1
2

1
7

8
3

1
3

レ
ジ

ス
タ

ー
類

1
1

1

電
子

計
算

機
、

関
連

機
器

類
8

5
7
0

3
2

8
8

3
1
2

3
8

7
8

1
1
0

7
9

2
1
4

1
8
3

コ
ピ

ー
機

、
事

務
用

文
書

作
成

機
器

1
1

1
1

1
3

自
動

販
売

機
類

2
2

1
5

5

そ
の

他
の

事
務

・
サ

ー
ビ

ス
機

器

ミ
シ

ン
1

5
2

3
1
1

1
1
2

手
編

機

時
計

1
6

7
1

2
9

3
1

1
6

1
2
4

写
真

機
器

、
付

属
品

1
2

2
5

3
4

1
8

1
3

そ
の

他
の

精
密

・
光

学
機

器
、

付
属

品 ガ
ス

冷
暖

房
、

給
湯

機
器

類
1

6
8

1
5

5
1

3
9

5
2
9

調
理

用
ガ

ス
器

具
1

3
1

5
1

1
2

7

ガ
ス

風
呂

、
付

属
品

1
1

1

そ
の

他
の

ガ
ス

器
具

1
2

1
4

1
5

石
油

暖
房

、
給

湯
機

器
類

2
2

1
5

1
6

そ
の

他
の

石
油

器
具

1
1

1

計
量

器
、

利
器

工
匠

具
1

4
5

2
2

2
9

農
林

畜
産

用
機

具
1

3
4

1
1

5

そ
の

他
の

機
械

器
具

2
1

1
4

1
5
2

8
3

1
8

1
2

1
3

8
9

9
1
0
2

3
6

2
2

1
1
3

9
1

8
1
8
9

5
7

1
8
6

1
0
3

1
5

2
6

1
4

2
4

0
5
3

3
7
0

3
6
2

6
2
4

第
４

表
　

事
項

別
・
商

品
小

分
類

別
相

談
件

数

大
分

類
中

分
類

小
分

類

製
品

契
約

機
械

器
具

車
両

事
務

・
サ

ー
ビ

ス
機

器

縫
製

機
器

精
密

・
光

学
機

器

ガ
ス

器
具

石
油

器
具

そ
の

他

大
分

類
　

計
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品
質

性
能

安
全

性
サ

ー
ビ

ス
表

示
規

格
計

量
価

格
製

品
計

割
賦

前
払

割
賦

訪
問

販
売

通
信

販
売

電
話

勧
誘

販
売

連
鎖

販
売

等

特
定

継
続

的
役

務
提

供

業
務

提
供

誘
引

販
売

取
引

訪
問

購
入

先
物

取
引

契
約

そ
の

他
契

約
計

個
人

情
報

そ
の

他
合

計

駆
体

1
2

3
1

1
1

3
9

1
5

建
築

材
料

4
1

5
5

1
6

2
1
3

建
具

1
1

4
6

3
1

4
1

1
1

住
宅

付
属

物
6

3
2

1
1

3
1
4

空
調

設
備

・
機

器
1

1
2

9
9

1
1
2

冷
暖

房
給

湯
設

備
・
機

器
2

3
2

1
8

6
4
0

4
8

5
8

2
4

9
0

キ
ッ

チ
ン

設
備

・
機

器
1

1
2

2
2

4

浴
室

、
便

所
、

洗
面

所
設

備
・
機

器
2

2
2

6
9

1
1
0

1
6

そ
の

他
の

設
備

・
機

器
1

2
1

3
7

1
9

2
2

2
3

1
5

4
5

た
ん

す
、

戸
棚

類
6

1
7

7

机
、

テ
ー

ブ
ル

類
1

1
1

1
2

1
5

6

椅
子

、
腰

掛
け

類
1

2
1

1
5

5
2

7
1

1
3

ベ
ッ

ド
2

3
1

6
6

そ
の

他
の

家
具

1
1

4
7

2
1

1
1
5

1
1
7

消
火

器
9

1
1
0

1
0

そ
の

他
の

住
居

用
品

1
1

7
2

9
1

1
1

1
2

1
2

1
5

3
3

2
4
7

7
0

1
1
7

3
2

7
0

0
0

4
0

1
8

1
8
5

0
5
8

2
9
0

調
理

用
具

1
1

料
理

用
具

2
1

1
4

1
7

1
1

2
1
2

1
1
7

飲
食

器
2

2
1

5
1

6

食
卓

用
具

2
2

1
1

3

そ
の

他
の

台
所

用
具

1
1

1
1

2
3

石
鹸

2
2

2

合
成

洗
剤

2
1

1
4

2
2

6

頭
髪

・
皮

膚
用

化
粧

品
2

2
1

3
3
7

5
4
7

1
1

1
9
6

4
4

1
0
6

香
水

・
特

殊
化

粧
品

5
1

6
1

7

衛
生

用
品

・
歯

磨
き

1
1

2
3

1
6

1
8

家
庭

用
薄

葉
紙

1
1

1

家
庭

用
化

学
製

品
2

1
3

3
1

4
7

家
庭

用
小

物
雑

貨
1

1
1

1
2

塗
料

・
塗

装
用

具
1

1
3

3
4

そ
の

他
の

家
庭

用
品

2
2

6
3

1
3

8
4

1
2

3
2
8

1
2

4
7

8
1

0
3
2

1
0

1
7

6
8

6
5
1

1
1

2
0

6
1
5
3

4
1
2

2
0
1

第
４

表
　

事
項

別
・
商

品
小

分
類

別
相

談
件

数

大
分

類
中

分
類

小
分

類

製
品

契
約

住
居

住
宅

住
宅

設
備

家
具

そ
の

他

大
分

類
　

計

台
所

・
家

庭
用

品

台
所

用
具

石
鹸

・
合

成
洗

剤

化
粧

品

そ
の

他

大
分

類
　

計
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品
質

性
能

安
全

性
サ

ー
ビ

ス
表

示
規

格
計

量
価

格
製

品
計

割
賦

前
払

割
賦

訪
問

販
売

通
信

販
売

電
話

勧
誘

販
売

連
鎖

販
売

等

特
定

継
続

的
役

務
提

供

業
務

提
供

誘
引

販
売

取
引

訪
問

購
入

先
物

取
引

契
約

そ
の

他
契

約
計

個
人

情
報

そ
の

他
合

計

新
聞

、
雑

誌
、

定
期

刊
行

物
等

2
5

1
6

3
2

3
2

書
籍

、
教

材
2

2
5

2
8

1
9

1
2

2
9

2
2

2
8
1

1
6

9
0

そ
の

他
の

印
刷

物
2

2
3

2
2

7
1

4
1
4

レ
コ

ー
ド

類
、

そ
の

他
の

記
録

物
1

1
2

1
2

1
5

2
1

3
2

5
3
8

楽
器

1
1

1
1

4
2

2
1
0

4
1
5

文
具

2
1

3
1

8
1

1
1

1
2

1
5

用
紙

類
1

1
2

1
1

1
4

球
技

用
具

1
1

2
1

3
1

5

ス
キ

ー
、

そ
の

他
の

運
動

用
具

1
1

3
6

1
5

1
5

1
6

レ
ジ

ャ
ー

、
娯

楽
用

品
・
装

置
6

1
7

1
5

2
5

2
2

1
4

4
3

身
辺

細
化

品
1

1
5

3
0

9
1

1
1
9

3
6
8

1
2

7
2

毛
皮

・
合

成
樹

脂
製

衣
服

類
1

1
1

か
つ

ら
、

裁
縫

用
小

物
2

7
2

1
1
2

1
2

履
物

、
か

ば
ん

類
2

3
5

1
3

3
1

5
6

4
6

1
5
2

眼
鏡

、
身

の
回

り
品

1
1

1
1

4
1

7
1
0

2
2
0

1
2

2
7

子
供

用
車

両
1

1
2

2

子
供

用
玩

具
1

2
3

5
1

6
9

子
供

用
遊

戯
器

具

美
術

工
芸

装
飾

品
1

2
6

4
1
3

1
2
7

2
2
9

そ
の

他
の

文
化

・
ス

ポ
ー

ツ
用

品
1

1
4

1
3

1
1

1
9

1
2
1

3
2

2
1

8
0

2
3
6

2
1

1
1
2
7

1
4
1

2
1

5
9

1
0

4
5

0
3
4

4
1
4

5
4
2

4
9
7

電
力

電
力

1
1
8

1
1
2

3
2

8
3

1
2
1

3
3

3
3

9
8

都
市

ガ
ス

1
3

4
1

5
6

7
1
7

Ｌ
Ｐ

ガ
ス

1
2

8
1
1

9
1
9

2
8

2
3

4
4

灯
油

類
1

5
6

1
2

3
1

1
0

ガ
ソ

リ
ン

類
2

1
1

4
8

1
1

2
4

1
4

そ
の

他
の

石
油

製
品

1
1

1

そ
の

他
そ

の
他

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

3
1

4
2

6

4
1

2
2

2
0

3
3

6
2

1
0

2
2

0
3

1
0

0
0

1
4
8

7
6

2
5
0

1
9
0

第
４

表
　

事
項

別
・
商

品
小

分
類

別
相

談
件

数

大
分

類
中

分
類

小
分

類

製
品

契
約

装
身

具
類

子
供

用
具

そ
の

他

大
分

類
　

計

文
化

・
ス

ポ
ー

ツ
用

品

印
刷

物

レ
コ

ー
ド

、
楽

器 文
具

、
用

紙

ス
ポ

ー
ツ

、
レ

ジ
ャ

ー
用

品

エ
ネ

ル
ギ

ー

ガ
ス

石
油

大
分

類
　

計
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品
質

性
能

安
全

性
サ

ー
ビ

ス
表

示
規

格
計

量
価

格
製

品
計

割
賦

前
払

割
賦

訪
問

販
売

通
信

販
売

電
話

勧
誘

販
売

連
鎖

販
売

等

特
定

継
続

的
役

務
提

供

業
務

提
供

誘
引

販
売

取
引

訪
問

購
入

先
物

取
引

契
約

そ
の

他
契

約
計

個
人

情
報

そ
の

他
合

計

修
理

・
修

繕
、

調
整

6
6

5
8

3
1

6
6
8

3
7
7

工
事

、
加

工
1

1
2

3
1
7
1

5
7

1
6

2
0
2

1
1
0

2
1
5

管
理

、
保

管
1

1
2

1
3

レ
ン

タ
ル

、
リ

ー
ス

、
賃

借
1

1
1

9
2

1
1

7
2
1

8
3
0

そ
の

他
の

商
品

役
務

1
0

1
1
1

1
6

1
8

互
助

会
、

友
の

会
1

2
6
4

7
6

2
7
8

2
2
8
0

遊
興

、
鑑

賞
4

5
1

4
3

4
6
6

7
7
3

信
用

取
引

9
9

2
8
1

2
1

1
2
9

3
1
4

7
1
0

3
4
0

商
品

券
等

2
2

4
2

2
8

1
9

2
0

会
員

権
1

1
2

6
1

2
1
8

2
2
3

5
2

1
3

5
8

情
報

処
理

・
提

供
1

1
1
1

1
9

5
9

3
4

1
3

2
6

1
0

1
7
2

9
4

1
6

2
8
3

預
託

、
利

殖
、

代
行

1
4

1
0
8

1
1

1
2
4

1
1
2
5

金
融

、
保

険
1

3
4

7
1
5

3
4

4
9

教
育

、
エ

ス
テ

1
4

1
1

5
2

3
6
0
8

2
1
2

6
5
7

1
3

6
6
1

資
格

講
座

3
2

3
5

2
4

3
6

2
8

6
3
4

教
養

、
娯

楽
6

1
4
2

1
5

1
0

1
3

1
3

2
1

5
1
2
6

4
1
3
0

上
記

に
関

連
す

る
役

務

そ
の

他
の

継
続

的
役

務
2

1
1

1
8

1
3
2

1
2

3
5

そ
の

他
の

役
務

そ
の

他
の

役
務

1
3
4

1
1

3
7

5
7

3
1
4
0

1
8
5

9
7

2
1

1
9

2
0

7
0

6
1
2

9
2
0
3

8
6
1

2
1

5
4

1
0

2
6
0

3
8
0

2
6
8

4
9
9

4
5
3

1
6
5

7
5

6
6
2

7
7

4
0

2
0
5

2
,7

8
8

1
1
6

3
2
8

3
,2

9
2

国
内

公
設

先
物

（
経

済
産

業
省

物
資

）
1

1
1

海
外

先
物

（
経

済
産

業
省

物
資

）
1

1
1

先
物

類
似

、
そ

の
他

の
先

物
（
経

済
産

業
省

物
資

）
2

2
2

先
物

、
先

物
類

似
、

そ
の

他
の

先
物

1
1
3

1
4

1
4

内
職

、
副

業
3

1
2
1

1
2
6

2
2
8

先
物

関
連

取
引

1
1

1
9

1
2
2

1
2
3

国
内

商
品

先
物

1
8

1
8

1
8

海
外

商
品

先
物

2
2

2

先
物

関
連

取
引

そ
の

他
の

商
取

引
3

9
2

7
3

5
1
1

4
0

1
5

5
5

食
料

品
1

2
2

8
3

1
6

8
4
5

1
8
7

1
5
0

7
3

1
2
3

1
1
5

5
0
3

2
3
9

5
6
0

家
庭

用
医

薬
品

類
4

9
3

1
1
7

1
7

加
工

用
基

礎
材

、
産

業
用

機
械

1
8

2
3
1

1
6

4
9

1
2

5
2

ペ
ッ

ト
1

1
1
1

3
1
4

1
5

そ
の

他
3

3
2
1

9
1

3
7

5
6

8
4

1
1
2

2
0

8
2

1
7

2
5

4
7

4
4
3

2
4

3
6
6

8
7
0

4
5

2
3

1
8

0
4

5
4

6
8

0
1
6
2

3
2
3

1
8
3

1
6
1

1
6
1

6
2

4
7

8
4

1
,1

5
2

2
8

4
2
4

1
,6

5
8

合
計

1
3
0

8
6

3
7
7

9
3

2
2

5
3

7
6
1

5
7
2

2
7
0

1
,1

4
6

1
,2

7
7

4
0
9

3
4
4

6
7
5

1
5
6

1
5
8

4
8

4
9
4

5
,5

4
9

1
6
1

1
,0

3
8

7
,5

0
9

中
分

類
小

分
類

製
品

契
約

一
般

役
務

継
続

的
役

務

大
分

類
　

計

第
４

表
　

事
項

別
・
商

品
小

分
類

別
相

談
件

数

大
分

類

そ
の

他

商
取

引

そ
の

他

大
分

類
　

計

役
務

商
品

役
務

85



（
１

）
勧

誘
場

所

北
海

道
東

北
関

東
中

部
近

畿
中

国
四

国
九

州
沖

縄
局

　
計

本
省

合
　

計

自
宅

1
0
1

7
3

7
2
1

1
7
9

1
3
9

1
2
4

4
7

2
3
5

1
2

1
,6

3
1

3
8
2

2
,0

1
3

街
頭

9
1

1
4

1
1
6

3
1
9

職
場

2
1

1
6

3
5

3
5

2
3
7

8
4
5

そ
の

他
2
1

3
4

1
0
8

7
5

7
0

1
2

1
0

2
4

1
1

3
6
5

1
2
6

4
9
1

2
7

3
5

2
3
0

9
3

5
6

2
2

7
7
4

4
5
4
8

1
6
1

7
0
9

6
1

6
6

6
6
2

1
3
6

3
2
4

9
2

3
4

1
2
3

2
9

1
,5

2
7

8
3
2

2
,3

5
9

2
1
2

2
0
9

1
,7

4
6

4
8
7

5
9
5

2
5
3

9
8

4
6
5

5
9

4
,1

2
4

1
,5

1
2

5
,6

3
6

（
２

）
契

約
締

結
場

所

北
海

道
東

北
関

東
中

部
近

畿
中

国
四

国
九

州
沖

縄
局

　
計

本
省

合
　

計

自
宅

9
0

6
7

6
7
2

1
5
5

1
3
1

1
1
0

4
0

2
2
2

9
1
,4

9
6

3
5
1

1
,8

4
7

街
頭

1
6

4
1
1

5
1
6

職
場

1
1

1
1

3
6

3
1

4
3
0

4
3
4

そ
の

他
1
4

2
9

1
1
9

6
9

5
7

1
2

1
0

2
1

1
0

3
4
1

1
0
8

4
4
9

3
4

3
8

3
3
2

9
9

7
6

2
7

9
9
3

1
4

7
2
2

1
6
8

8
9
0

7
1

7
4

6
0
5

1
6
1

3
2
4

1
0
1

3
9

1
2
1

2
6

1
,5

2
2

8
7
3

2
,3

9
5

2
1
1

2
0
9

1
, 7

4
5

4
8
7

5
9
4

2
5
3

9
9

4
6
5

5
9

4
,1

2
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（参考１） 

関 係 団 体 の 相 談 状 況                  E

１．関係団体消費者相談件数 

  団  体  名  称 

相 談 件 数 

平成２７年度 平成２８年度 

公益社団法人 日本訪問販売協会 ３７７ ３５４ 

公益社団法人 日本通信販売協会 ５，４６９ ５，９５８ 

一般社団法人 日本コールセンター協会 １ ０ 

一般財団法人 日本消費者協会 ３８３ ３９６ 

一般財団法人 日本産業協会  ４７０ ４２６ 

一般社団法人 日本クレジット協会 ２，５３５ ２，８８８ 

公益社団法人 日本広告審査機構 ８，２７２ ９，７７３ 

一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会 １，７６３ １，２４８ 

一般財団法人 製品安全協会 ５４５ ４７０ 

公益財団法人 日本クレジットカウンセリング 

協会 

３，８０４ ３，７２３ 

公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・ 

コンサルタント・相談員協会

１，５３０ １，６１６ 

公益社団法人 全国求人情報協会 ９４３ ９０９ 

日本商品先物取引協会 ３７７ ３３１ 

（経済産業省） ７，９４４ ７，５０９ 

注１．日本通信販売協会の相談件数は、通信販売に関する件数です。 

注２・日本クレジットカウンセリング協会は各地にセンターを開設しており、当該セ 

ンターで受けた相談も併算しています。

  注３．製品安全協会の相談件数は、ＳＧ事故の申出件数とＰＬ相談の受付件数を合算し

たものです。 

  注４．日本商品先物取引協会は、問い合わせ件数と苦情件数を合算したものです。 
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２．関係団体相談窓口一覧

（公益社団法人 日本訪問販売協会）

相談窓口名称 訪問販売ホットライン  
(公益社団法人 日本訪問販売協会・消費者相談室) 

所 在 地     E 〒160-0004  東京都新宿区四谷4-1 細井ビル７Ｆ 

A受 付 時 間      E 月～金曜日（年末年始・祝祭日は除く。）  １０時～１２時 
 １３時～１６時３０分 

受付内容及び 
A受 付 方 法 等      E 

○訪問販売に関する相談、質問等
○一般消費者だけでなく、消費者センターからの相談にも応じる。
○電話による受付
○相談は会員、非会員にかかわらず受付け、会員に関する相談であれ

ば必要な指導も行う。

受付電話番号 ０１２０－５１３－５０６（フリーダイヤル） 

（公益社団法人 日本通信販売協会）

相談窓口名称 通販１１０番 （公益社団法人 日本通信販売協会 消費者相談室） 

A所 在 地     E 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町3-2 リブラビル２F 

A受 付 時 間      E 月～金曜日（年末年始・祝祭日は除く。）  １０時～１２時 
 １３時～１６時 

受付内容及び 
A受 付 方 法 等      E 

○通信販売に関する相談、質問等
○一般消費者だけでなく、消費者センターからの相談にも応じる。
○電話、郵便若しくはＥメールによる受付（回答は電話のみ）
○相談は会員、非会員にかかわらず受付け、会員に関する相談であれ

ば必要な指導も行う。 

受付電話番号 ０３－５６５１－１１２２ 

AＵ Ｒ Ｌ     E  http://www.jadma.org 

（一般社団法人 日本コールセンター協会）

相談窓口名称 日本コールセンター協会 電話相談室 

A所 在 地     E A 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町３５ 
ｱｷﾔﾏﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ２ ４F

A受 付 時 間      E 月～金曜日（年末年始・祝祭日は除く。）  １０時～１６時 

受付内容及び 
A受 付 方 法 等      E 

○コールセンターや電話勧誘に関する苦情相談
○会員・非会員に関わらず、一般消費者・消費者センター等からの相

談に応じる。会員に関する相談であれば仲介することもある。 

受付電話番号 ０３－５２８９－０４０４

AＵ Ｒ Ｌ     E http://www.ccaj.or.jp 
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（一般財団法人 日本消費者協会）

相談窓口名称 日本消費者協会 消費者相談室 

A所 在 地     E 〒101-0051  東京都千代田区神田神保町1-18-1 千石屋ビル３Ｆ 

A受 付 時 間      E 月～金曜日（年末年始・祝祭日は除く。）  １０時～１２時 
 １３時～１６時３０分 

受付内容及び 
A受 付 方 法 等      E 

○消費生活に関する相談、質問等
○一般消費者だけでなく、消費者センターからの問い合わせにも応じ

る。 
○原則電話による受付

受付電話番号 ０３－５２８２－５３１９ 

AＵ Ｒ Ｌ     E http://www.jca-home.jp/ 

（一般財団法人 日本産業協会）

相談窓口名称 一般財団法人日本産業協会  相談室 

A所 在 地     E 〒101-0047 東京都千代田区内神田2-11-1 島田ビル３階 

A受 付 時 間      E 月～金曜日（年末年始・祝祭日は除く。）  １０時～１７時 

受付内容及び 
A受 付 方 法      E 

○特定商取引法関連の相談（申出制度に関する指導・助言等）
○その他消費者問題に関する問い合わせ・相談
○原則電話による受付。メール・郵便・ＦＡＸによる相談の場合は、

日中連絡のつく電話番号を必ず記入のこと。 

受付電話番号 ０３－３２５６－３３４４（相談専用） 
０３－３２５６－７７３１（上記以外） 

AＵ Ｒ Ｌ     E http://www.nissankyo.or.jp/ 

（一般社団法人 日本クレジット協会）

相談窓口名称 消費者相談室 

A所 在 地     E 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町14-1 
  住生日本橋小網町ビル 

A受 付 時 間      E 月～金曜日（土・日・祝祭日は除く。）  １０時～１２時 
 １３時～１７時 

受付内容及び 
A受 付 方 法 等      E 

○クレジット全般に関する問い合わせ・相談等
○受付けは原則として電話と協会ホームページからのメールに限る
○割賦販売法の認定団体として自主規制に基づき相談・苦情について

対応している 
○一般消費者、消費生活センター等からの相談に限る

受付電話番号 ０３－５６４５－３３６１ 

AＵ Ｒ Ｌ     E http://www.j-credit.or.jp/ 
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（公益社団法人 日本広告審査機構（略称・ＪＡＲＯ））

相談窓口名称 公益社団法人 日本広告審査機構 

A所 在 地     E 〒104-0061 東京都中央区銀座２―１６―７ 恒産第１ビル 

A受 付 時 間      E 月～金曜日（年末年始・祝祭日は除く。）９時３０分～１２時 
１３時～１６時 

受付内容及び 
A受 付 方 法 等      E 

○広告・表示に関する苦情・問い合わせ
○一般消費者だけでなく、消費者センター、企業からの相談にも応じ

る。電話、郵便もしくはＦＡＸによる受付
○相談は会員、非会員にかかわらず受け付ける。不適正な広告・表示

は審査し、必要に応じて企業等への改善を求める。

受付電話番号 
03-3541-2811（東 京）
06-6344-5811（大 阪）

（一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会） 

相談窓口名称 全互協消費者相談センター 

A所 在 地     E 〒105-0003 東京都港区西新橋1-18-12 
 ＣＯＭＳ虎ノ門６階 

A受 付 時 間      E 月～金曜日（年末年始・祝祭日は除く。） １０時～１２時 
 １３時～１６時 

受付内容及び 
A受 付 方 法 等      E 

○冠婚葬祭互助会に関する相談、質問等
○一般消費者だけでなく、消費者センターからの相談にも応じる。

電話若しくは郵便及びＥメールによる受付
○相談は会員、非会員にかかわらず受付け、会員に関する相談であれ

ば必要な指導も行う。

受付電話番号 ０１２０－０３ー４８２０ （フリーダイヤル） 
０３－３５９６－００６２ 

（一般財団法人 製品安全協会）

相談窓口名称 消費生活用製品ＰＬセンター 

A所 在 地     E 〒110-0012 東京都台東区竜泉2-20-2 
ミサワホームズ三ノ輪２階

A受 付 時 間      E 月～金曜日（年末年始・祝祭日は除く。）   １０時～１２時 
１３時～１６時 

受付内容及び
受付方法等 

○消費生活用製品の中でＳＧマーク表示対象製品及びそれに類するも
のの事故・苦情等に関する相談

○ＳＧマーク表示製品に関する事故等の申出
○電話による受付

受付電話番号 ０１２０ー１１ー５４５７（フリーダイヤル） 
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（公益財団法人 日本クレジットカウンセリング協会）

相談窓口名称 カウンセリングセンター
（東京・仙台・名古屋・広島・福岡）
相談室
（福島・前橋・さいたま・横浜・新潟・金沢・岐阜・静岡・三重・

高松・松山・熊本・宮崎・沖縄） 

A所 在 地     E 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-15-9 さわだビル４階 

A受 付 時 間      E 月～金曜日（年末年始・祝祭日は除く。)１０時～１２時４０分 
  １４時～１６時４０分 

受付内容及び 
A受 付 方 法 等      E 

○借金の返済でお困りの方の相談に応じる。多重債務の相談だけでな
く、家計管理の相談にも応じる。

○電話で相談の上、予約をとりカウンセリングを受ける。カウンセリ
ングは弁護士と消費生活アドバイザーが２人１組で行い、必要に応
じ債権者との折衝、弁済契約の締結を行う。電話相談は随時応じて
いる。料金無料。

受付電話番号 多重債務ほっとライン 
おこまりならまる まるさいむほっとライン 

０５７０－０３１６４０ 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.jcco.or.jp 

（公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会）

相談窓口名称 ＮＡＣＳウィークエンド・テレホン 

所 在 地     E 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷一丁目１７番１４号 
   全国婦人会館２Ｆ 

A受 付 時 間      E 日曜日（年末年始は除く。）  １１時～１６時 

受付内容及び 
A受 付 方 法 等      E 

○消費生活に関する電話相談
○裁判外紛争解決処理 （特定商取引法関連）

受付電話番号 ０３－６４５０－６６３１ 
０６－４７９０－８１１０（関西分室）毎週土曜日のみ 10時～12時 

13時～16時 

AＵ Ｒ Ｌ     E http://nacs.or.jp 

（公益社団法人 全国求人情報協会）

相談窓口名称 読者相談室 

A所 在 地     E 〒102-0071 東京都千代田区富士見2-6-9 

A受 付 時 間      E 月～金曜日（祝日は除く。）  ９時～１２時 
 １３時～１６時 

受付内容及び 
A受 付 方 法 等      E 

○求人広告の記載に関する苦情、就・転職に関する一般的相談
○電話・メールによる受付

受付電話番号 ０３－３２８８－０８８６ 
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（日本商品先物取引協会）

相談窓口名称 相談センター 

A所 在 地     E 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-10-7 

A受 付 時 間      E 月～金曜日（祝日は除く。）  ９時～１７時 

受付内容及び 
A受 付 方 法 等      E 

○商品デリバティブ取引に関する問い合わせ・苦情等
○電話、書面並びにＷｅｂによる受付
○紛争仲介手続き

受付電話番号 ０３－３６６４－６２４３ 

AＵ Ｒ Ｌ     E https://www.nisshokyo.or.jp/ 
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（参考２） 

経済産業省消費者相談室一覧 

※ 最近の消費者相談、消費者啓発用資料の紹介等は、経済産業省ホームページ

（http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/index.html）を御覧ください。

相 談 室 名      E 所  在  地 
A電 話 番 号     E 

（ＦＡＸ番号） 
 ＵＲＬ 

経済産業省 

  消費者相談室 

〒100-8901 

東京都千代田区霞ヶ関1-3-1 

03-3501-4657

(03-3501-6202) 

http://www.meti.
go.jp/intro/cons

ult/a_main_01.ht
ml 

北海道経済産業局 

  消費者相談室 

〒060-0808 
  札幌市北区北８条西 2-1-1 

  札幌第１合同庁舎 

  011-709-1785 
(011-736-9627) 

http://www.hkd.m
eti.go.jp/hokih/
consumer/soudans

hitsu.htm 

東北経済産業局 

  消費者相談室 

〒980-8403 
仙台市青葉区本町3-3-1 

  022-261-3011 
(022-224-1466) 

http://www.tohok
u.meti.go.jp/s_s
yohisha/index_sy
ohisha.html

関東経済産業局 

  消費者相談室 

〒330-9715 
  さいたま市中央区新都心1-1 

さいたま新都心合同庁舎１号館 

  048-601-1239 
(048-601-1291) 

http://www.kanto
.meti.go.jp/soda
n/shohishasodan/
20040610ssannai.
html 

中部経済産業局 

  消費者相談室 

〒460-8510 
名古屋市中区三の丸2-5-2 

  052-951-2836 
(052-951-0537) 

http://www.chubu
.meti.go.jp/c21c
onsumer/madoguch

i/ 

近畿経済産業局 

  消費者相談室 

〒540-8535 
大阪市中央区大手前1-5-44 

06-6966-6028
(06-6966-6099) 

http://www.kansa
i.meti.go.jp/4sy
okei/soudan/inde
x.html

中国経済産業局 

  消費者相談室 

〒730-8531 
広島市中区上八丁堀6-30 

  広島合同庁舎３号館 

  082-224-5673 
(082-224-5644) 

http://www.chugo
ku.meti.go.jp/co
nsumer/shoukei/r
ight_new.htm#roo
m 

四国経済産業局 

  消費者相談室 

〒760-8512 
高松市サンポート3-33 

  087-811-8527 
(087-811-8557) 

http://www.shiko
ku.meti.go.jp/b6
_shouhisha.html 

九州経済産業局 

  消費者相談室 

〒812-8546 
福岡市博多区博多駅東2-11-1 

  092-482-5458 
(092-482-5959) 

http://www.kyush
u.meti.go.jp/sei
saku/shohisya/so
udan.html

沖縄総合事務局 
 経済産業部 

  消費者相談室 

〒900-0006 
那覇市おもろまち2-1-1 

  那覇第2地方合同庁舎2号館 

  098-862-4373 
(098-860-3710) 

http://ogb.go.jp
/keisan/2411/kei
zai_shouhi_souda
n.html
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平成２８度消費者相談報告書 

平成２９年１１月 

発行：経済産業省 

商務・サービスグループ 

消費者相談室 

〒100－8901 

東京都千代田区霞が関１－３－１ 

TEL 03-3501-4657 

FAX  03-3501-6202 

http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/index.html

転載する場合は、必ずご連絡ください。 

その他、本報告書についてのお問い合わせは、 

上記までお願いします。 

http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/index.html
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